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平成21年３月10日（火曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計予算

○議案第２号 平成21年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第26号 宮崎県土地開発基金条例を廃止

する条例

○議案第28号 県指定統計条例及び宮崎県個人

情報保護条例の一部を改正する

条例

○議案第29号 職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例等の一部を改正す

る条例

○議案第31号 包括外部監査契約の締結につい

て

○議案第32号 全国自治宝くじ事務協議会への

岡山市の加入及びこれに伴う全

国自治宝くじ事務協議会規約の

一部変更に関する協議について

○議案第33号 西日本宝くじ事務協議会への岡

山市の加入及びこれに伴う西日

本宝くじ事務協議会規約の一部

変更に関する協議について

○議案第72号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・印刷物における一般競争入札（条件付）の導

入及び請負契約への変更について

・宮崎国際音楽祭を考える懇談会（仮称）の設

置について

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総 務 部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
稲 用 博 美

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 後 藤 厚 一

部参事兼総務課長 馬 原 日出人

部参事兼人事課長 岡 村 巌

行 政 経 営 課 長 加 藤 裕 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

税 務 課 長 後 藤 文 雄

市 町 村 課 長 四 本 孝

市町村合併支援室長 坂 本 義 弘

総務事務センター課長 柄 本 寛

危 機 管 理 課 長 武 田 久 雄

消 防 保 安 課 長 川 野 直 記

事務局職員出席者
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総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

ただいまから総務政策常任委員○外山委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○外山委員長

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。お手元に配付している資料「委員

会審査の進め方（案 」をごらんください。今回）

の委員会は新年度当初予算の審査が中心となり

ますので、当初予算全体の説明を聞くため、総

務部の審査を先に行い、その後、県民政策部ほ

かの審査を行いたいと存じます。また、総務部

及び県民政策部の審査につきましては、長時間

に及ぶことが予想されますので、お手元の資料

のとおり、数課・室ごとに説明、質疑を行い、

最後に総括質疑を行う形にしたいと存じます。

審査の進め方については以上でありますが、こ

のとおり進めることに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○外山委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。

今回御審議をいただきます議○山下総務部長

案につきまして、私のほうからは、お手元に配

付しております平成21年度当初予算案の概要に

ついて、予算書と別冊の……。

暫時休憩いたします。○外山委員長

午前10時４分休憩

午前10時９分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

最初から始めさせていただき○山下総務部長

ます。連絡不行き届きで、使う資料の伝達が行

き届かなかったようで申しわけございません。

私のほうからは、今、お手元にございます平

成21年度当初予算案の概要についてと総務政策

常任委員会資料を使って説明させていただきま

す。

まず、平成21年度当初予算案について御説明

いたします。１ページをお開きください。今回

の予算編成の基本的な考え方でございます。平

成21年度当初予算は、昨年10月に決定いたしま

した予算編成方針に基づきまして、財政改革の

着実な実行、新みやざき創造戦略等に基づく重

点施策の推進、役割分担等を踏まえた見直し・

県民総力戦による実行、この３つを基本方針と

して検討してまいりました。平成21年度当初予

算は、厳しい社会経済情勢のもとにあっても、

県民に温かいサービスを提供するとともに、未

来への確かな礎を築くため、財政改革を推進し

つつ、重要施策に積極的に取り組む「未来へつ

むぐ新みやざき展開予算」として編成したとこ

ろであります。なお、経済・雇用情勢は厳しい

状況が続いておりますことから、平成20年度補

正予算の対策と一体となった切れ目のない措置

を講じてまいりたいと考えております。

２ページをごらんください。一般会計当初予

、 、算案の規模でありますが 5,625億3,800万円と
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前年度に比べて0.6％の増となります。下のほう

にある棒グラフを見ていただきますと、予算の

規模は平成14年度から20年度まで７年連続のマ

、 、イナスとなっておりましたけれども 21年度は

公債費、貸付金、補助費等の増などによりまし

て、わずかではありますが、８年ぶりにプラス

となったところであります。

３ページをごらんいただきたいと思います。

歳入予算の特徴であります。まず、自主財源比

率は37.0％と、前年度に比べ1.6ポイント減りま

したが、これは、県税が減少したことに加えま

して、基金からの繰入金が減少したことなどに

よるものであります。県税のシェアは1.6ポイン

ト 繰入金のシェアは0.9ポイント それぞれ減っ、 、

。 、 、ているところであります 一方 依存財源では

地方交付税の代替財源である臨時財政対策債が

大幅に増加したことによりまして、県債のシェ

アが3.8ポイントふえる一方、地方交付税のシェ

アは3.3ポイント減となっております。以下、特

徴的な事項について、自主財源、依存財源ごと

に御説明いたします。

４ページをごらんいただきたいと思います。

自主財源の状況であります。まず、県税は、法

人事業税の一部が国税の地方法人特別税となっ

た影響、あるいは景気後退による企業収益の悪

化等によりまして、法人二税や軽油引取税等が

減少し874億8,000万円と 前年度に比べまして87、

億円余の大幅な減となっているところでありま

す。昨年度も40億円の減でありましたので、２

年連続で県税のシェアが小さくなっているとこ

ろであります。一番下に県税の伸び率の推移を

表にしております。17年、18年、19年と順調に

伸びてきたのですけれども、全国的に税収が減

少している中で、本県でも9.1％の減となってお

ります。なお、先ほど申し上げた地方法人特別

、 。税の影響を除きますと 5.4％の減でございます

また、繰入金は、財源調整のための基金繰入金

が前年度に比べまして45億円減ったことなどに

より、309億4,800万円となっております。

これらの結果、５ページの基金残高の推移の

表を見ていただきますと、21年度末における財

源調整のための基金残高は、161億円程度の見込

みと表上はなっておりますが、昨日議決をいた

だきました２月の追加補正を含めますと、220億

円程度になるものと見込んでおります。

次に、６ページをごらんいただきたいと思い

ます。依存財源の状況であります。まず、歳入

の最大費目となります地方交付税は1, 6 8 9

億1,500万円と、前年度を大きく下回っておりま

、 、すけれども ７ページの上にございますように

地方交付税の代替財源であります臨時財政対策

債との合計で見ますと、2,163億3,600万円、前

年度に比べまして69億円余の増となっていると

ころでございます。この臨時財政対策債は、平

成21年度における地方の財源不足補てん分の措

置などによりまして、大幅に増加したところで

あります。２つ目の地方譲与税は、地方法人特

別譲与税が平成21年度から新たに譲与されるこ

となどから、先ほどの地方法人特別税の見返り

の部分でございますけれども、それもあって96

億3,700万円と、大きく増加したところでありま

す。３つ目の地方特例交付金は、減収補てん特

例交付金の減などによりまして10億300万円と、

約２億円の減となっております。その次の国庫

支出金はマイナスでありますけれども、前年度

と大きく変わってはおりません。次の県債は、

先ほど御説明いたしました臨時財政対策債の増

によりまして905億1,700万円と、219億円余の増

となっておりますけれども、臨時財政対策債を

除いた通常分では約20億円の減となっていると
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ころでございます。なお、平成21年度末の県債

残高は9,229億円ということで、平成20年度末に

比べまして、136億円の増となる見込みですけれ

ども、これも同じく臨時財政対策債を除いた通

常分では6,996億円ということで、平成20年度末

に比べて270億円の減でございます。７ページの

下のグラフでは、棒グラフと折れ線グラフとご

ざいますが、平成元年以降の県債発行額と残高

の推移を示しているところでございます。

次に、８ページをごらんください。歳出予算

の特徴であります。まず、性質別の状況を記載

しておりますが、内容につきましては９ページ

のほうに書いておりますけれども、大きく３つ

の歳出に分けております。１番目の義務的経費

につきましては、人件費は減少いたしますけれ

ども、公債費の増加によりまして2,673億5,300

万円、前年度に比べまして44億円余の増となっ

ているところであります。このうち人件費は、

退職手当が増加するものの、職員数の減などに

より前年度に比べまして６億円余の減となって

いるところであります。公債費は、平成20年度

に引き続き増加いたしまして、前年度より47億

。 、円余の増となっているところであります 次に

②の投資的経費でありますが、公共事業費の減

、 、等によりまして 前年度に比べまして40億円余

率にして3.3％の減となっているところでありま

す。このうち普通建設事業費は、国費割合の変

更に伴います地方道路交付金事業の増加や、高

速自動車国道等の直轄事業負担金の増加はあり

ますものの、補助公共事業が減少することによ

りまして、3.7％減となっているところでありま

す。③の一般行政経費は、貸付金、補助費等が

増加することなどによりまして、前年度より30

億円余の増となっているところであります。こ

のうち貸付金は、中小企業融資制度貸付金の増

額あるいは広域拠点工業団地整備促進事業貸付

金の創設などによりまして 23億円余の増となっ、

ているところであります。また、補助費等は、

後期高齢者医療制度に係るものなど、社会保障

関係経費や選挙関係費の増などによりまして 15、

億円余の増となっているところであります。

次の10ページから12ページまでは款別の歳出

予算の状況を記載しているところであります。

。こちらも後ほどごらんいただきたいと思います

14ページをお願いいたします。財政改革の取

り組みについてであります。平成21年度当初予

算の編成におきましても、行財政改革大綱2007

、の財政改革プログラムの着実な実行を図るため

引き続き義務的経費の圧縮、あるいは投資的経

、 、費の縮減・重点化 事務事業の徹底した見直し

また財源確保対策等を推進したところでありま

。 、す 財政改革プログラムの中期財政見通しでは

平成21年度の収支不足額を278億円と見込んでい

たところでありますけれども、見込みを上回る

歳入の減あるいは歳出の増などによりまし

て、337億円程度に拡大したところであります。

これに対して、さらなる事務事業の見直し等に

努め、最終的な収支不足額を240億円程度にまで

圧縮したというところでございます。また、県

としては、県債残高の縮減にも努めているとこ

ろでありますが、平成21年度は、先ほども申し

上げましたように、臨時財政対策債の大幅な増

加によりまして、年度末の残高が増加する見込

みでございます。なお、この臨時財政対策債を

除いた通常の分では、先ほどグラフにもありま

したように、着実に減少しているところでござ

います。さらに、事業の必要性など徹底した事

務事業の見直しを行って捻出した財源の一部を

、県政の重要施策に充当することといたしまして

新規事業が98件、改善事業が47件を計上したと
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ころでございます。収支不足額は20年度予算よ

りも縮小はいたしましたけれども、依然として

多額に及んでおります。基金の取り崩しを行わ

ざるを得ないということで、平成21年度末の基

金残高は、先ほど申し上げたとおり、厳しい状

況になっているところであります。

15ページから16ページには、ただいま申し上

げました具体的な取り組みを記載したところで

ありますので、後ほどごらんいただきたいと思

います。

次に､17ページをごらんいただきたいと思いま

す。その他の特記事項を記載しております。ま

ず、①のゼロ予算施策の推進についてですが、

。引き続き積極的に推進することとしております

詳細につきましては、248ページに記載しており

ますので、後ほどごらんいただきたいと思いま

す。最後に、②の不適正な事務処理に関する再

発防止策の着実な実施についてであります。二

度とこのようなことが起きることのないよう、

再発防止策に基づきまして、引き続き予算執行

システムや物品調達システム面での対策等を推

進することといたしております。具体的には、

平成20年度から措置しております調整事務費、

流用手続の簡略化、物品管理事務の指導強化の

ほか、平成21年度予算につきましては、経費の

節約を奨励するため、平成20年度予算の執行残

額について、その一部を調整事務費に加算して

いるところであります。

平成21年度当初予算案の概要については以上

でございます。

次に 委員会資料をお願いいたします １ペー、 。

ジでございますが、平成21年度当初予算に係る

補正予算案（議案第72号）の概要についてでご

ざいます。この議案は、２月25日に追加提案さ

せていただいたものでございます。この補正予

算は、国の生活対策及び生活防衛のための緊急

対策に伴う事業の追加に係る経費について措置

するものでございます。補正額は一般会計で23

。 、億9,928万1,000円の増額であります この結果

一般会計の予算の規模は5,649億3,728万1,000円

となります。今回の補正によります一般会計の

歳入財源は、財産収入が1,245万円、繰入金が23

億8,683万1,000円でございます。

２ページをお願いいたします。一般会計の歳

出の款ごとの主な内訳でございますけれども、

労働費については、緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業費あるいはふるさと雇用再生特別基金

事業費を計上することから、17億円余の増額と

なっているところであります。

平成21年度当初予算に係る補正予算案の概要

については以上でございます。

次に、同じく委員会資料の７ページをお願い

いたします。総務部の平成21年度当初歳出予算

の各課別集計表であります。総務部計でござい

ますけれども、平成21年度の当初予算額は1,364

億5,031万5,000円で、前年度当初予算と比べま

して26億7,930万3,000円、率にして2.0％の増と

なっているところであります。

次に、予算議案以外の議案につきまして御説

明いたします。同じ資料の目次をごらんいただ

きたいと思います。２の特別議案関係でありま

すけれども、議案第22号「使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」外４件をお願い

しているところであります。さらに、３のその

他報告でありますけれども、本日御報告いたし

ますのは、印刷物における一般競争入札（条件

付）の導入及び請負契約への変更についてであ

ります。

詳細につきましては、それぞれ担当課長から

説明をいたさせますので、御審議のほどよろし



- 6 -

くお願いいたします。私からは以上でございま

す。

財政課でございます。○西野財政課長

。常任委員会資料の３ページをお開きください

今回お願いしております平成21年度予算当初及

び補正の一般会計歳入一覧であります。平成21

年度の区分のところですけれども、当初予算・

議案第１号とありますのが、議会初日の２月19

日に提案させていただいた分でございます。ま

た、補正予算・議案第72号とありますのが、国

の２次補正に伴い２月25日に追加提案させてい

ただいた分でございます。議案第１号の内容に

つきましては、先ほど部長のほうから平成21年

度当初予算案の概要についての冊子によりまし

て説明を行いましたので、省略させていただき

まして、私のほうからは、議案第72号の内容に

ついて御説明いたします。

今回の補正は自主財源のみでありまして、財

産収入につきまして1,245万円の増額、繰入金に

つきまして23億8,683万1,000円の増額となって

おります。この結果、この補正による歳入合計

。は23億9,928万1,000円の増額となっております

したがいまして、補正後の一般会計の予算規模

は5,649億3,728万1,000円となります。

次に ４ページをお開きください 補正予算・、 。

議案第72号に係ります歳入科目別概要について

御説明いたします。まず、財産収入についてで

あります。財産運用収入の利子及び配当金が、

ふるさと雇用再生特別基金と緊急雇用創出事業

臨時特例基金に係る利子の積立金としまし

て、1,245万円の増額となっております。次に、

繰入金であります。増減の主なものの欄に議案

第72号として記載しておりますように、３つの

基金からの繰り入れによりまして、23億8,683

万1,000円の増額となっております。以上であり

ます。

県税収入及び地方消費税清算○後藤税務課長

金の当初予算について御説明申し上げます。

４ページでございます。まず、地方消費税清

算金であります。地方消費税につきましては、

各都道府県の消費に合わせまして、その税収を

配分する必要がありますので、各都道府県間で

清算することになっております。21年度の予算

額は211億9,475万8,000円を計上いたしておりま

す。前年度に比べまして６億1,497万1,000円、

３％の増となっております。これにつきまして

は、国からの払い込み期日の関係で、本来20年

度分の収入となるものが21年度の収入となるも

のもあることから、地方財政計画等で増加する

ものと見込まれるからであります。

続きまして、県税収入予算につきまして御説

明いたします。６ページをお開きください。県

税収入につきましては、県内の経済動向や主要

企業の業績見通し、20年度の税収状況、地方財

政計画等を総合的に検討して見込んだものであ

ります。当初予算は874億8,000万円を計上した

ところであります。増減額の欄でありますが、

前年度に比べ87億2,000万円の減、90.9％となっ

ております。税目別の内訳でありますが、増減

幅の大きな税目について御説明いたします。増

減額の欄をごらんいただきたいと思います。個

人県民税が、配当割、株式譲渡所得割の減少に

よりまして４億9,400万円余の減収、次の法人県

民税が企業収益の減少によりまして５億5,900万

円余の減収、法人事業税でありますが、企業収

益の減少や地方法人特別税の創設による影響に

よりまして53億9,200万円余の減収、次の譲渡割

地方消費税が２億9,500万円余の増収と見込んで

おります。消費は減少すると見込まれますが、

この増収につきましては、本来20年度分の収入
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になる３月分が国からの払い込み期日の関係で

一部が４月にずれ込んで21年度の収入となるこ

とによるものであります。自動車税でございま

すが、課税台数の減少により４億2,500万円余の

減収、自動車取得税が新規登録台数の減少等に

より６億9,300万円余の減収、軽油引取税が販売

数量の減少により15億1,500万円余の減収と見込

んでいるところであります。

。 。以上であります よろしくお願いいたします

議案の概要説明及び歳入予算等○外山委員長

の説明が終了しました。ここまでのところで質

疑がございましたらお願いいたします。

税務課長、後学のために一つだけ○米良委員

今の点でお聞かせいただけませんか。昨年と比

較して今年度の税収予算というのが相当落ち込

みをされているようでありますが、これだけ自

動車関連の影響というのが大きいかなというの

が一つと、やっぱり県税というのが、87億です

が、ずっと減っていますね。法人県民税、法人

事業税、その両方を見たときに、例えば昨年も

建設関連産業を中心に相当の倒産がありました

が、21年度の税収の予算の数字を見てみると、

どのような業種がまた考えられるのか、これは

予測ですから、なかなかわからないところがあ

ると思いますけれども、考え方なりお聞かせい

ただけませんか。

法人関係でございますが、主○後藤税務課長

として事業税で申し上げますと、19年度から20

。年度につきましては25億ぐらいふえております

これは、前回の補正のときに申し上げましたよ

うに、電気・ガス供給業の増というところであ

りまして、この部分がかなり増となっていると

いうところでありますが、それ以外の建設業、

製造業 小売業 サービス業につきましても 20、 、 、

年度は19年度からは減であります。また、21年

度の見通しにつきましては、全業種、減という

ことで見込んでおります。平均といたしまして

は、20年度の 80％を21年度の税収と見込んでお※

ります。

ということは、過去３～４年の業○米良委員

種とほとんど変わりないということで推移して

いくという理解ですか。今までの業種と21年も

ほとんど変わりないという認識でいいですか。

19年度から20年度の状態がそ○後藤税務課長

のまま21年度も影響すると思っています。訂正

で申しわけございませんが 21年度は20年度の80、

％と申し上げましたが、これは地方法人特別税

を含めた額でありまして これを除きますと 20、 、

年度に対しまして21年度は65％ぐらいというこ

。 、とであります 地方法人特別税分が35億ぐらい

これは、地方法人事業税が国税のほうに21年度

は35億ぐらい回りまして、それが譲与税となっ

てまた県のほうに返ってくるということになっ

ております。

先ほどの当初予算の概要のことで○鳥飼委員

基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思い

ます。まず、７ページに県債の状況とか、県債

残高、推移の表もございます。ここは８兆円ぐ

らいのものを国債でということですから、宮崎

県の場合は減になった分を臨財債ということに

なるのかなと思っているんですけど、臨財債の

問題につきましては、何カ所か書いてあります

けれども、位置づけ、考え方、括弧書きがして

あったりとかしてなかったりするわけです。臨

財債もトータルに含めるときもあるし、含めな

なければ、こう減っていますという説明がある

んですけど、臨時財政対策債の性格についてお

聞きしたいと思います。

臨時財政対策債ということで○西野財政課長

※このページ右段に訂正発言あり
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すけれども、まず、予算編成という過程で見ま

すと、本来であれば、地方交付税 投資的経―

費以外に使える県の一般財源として来るべきも

のが、国の特別会計の事情ですべて現金という

形では来ないと。それだけ国税五税の一定割合

を原資としております交付税の財源がないとい

う中で、国は国で一般会計から加算を行って、

交付税の原資に継ぎ足しをしますが、それだけ

では足りないと。それで、地方のほうもこれだ

けの額を起債して賄ってくれと。本来であれば

交付税として県に来るものという意味では、交

付税と同列の扱いということで、県の一般財源

として認識すべきものということですので、書

き方を分けておるということですけれども、地

方交付税として見たときには、地方交付税本体

だけでなく、臨時財政対策債もあわせて実質的

な地方交付税ということで見るべきものという

ふうに考えております。一方、県債につきまし

ては、臨時財政対策債が地方債、起債というこ

とで借金であることには変わりないということ

ですので、一応トータルでは県債に含めて、県

債残高であるとか、借金の元利償還であります

公債費につきましても、トータルとしては含め

ております。しかしながら、臨時財政対策債に

つきましては特例がございまして、元利償還に

つきましては、すべて後年度、交付税に算入さ

れて、しかるべき措置がされるということで、

実質的に県の一般財源負担を伴わないという意

味で通常の県債とは違う、将来的に公債費、元

利償還費用を純粋に一般財源として負担するも

のとは異にしているということで、例えば括弧

書きにしたり、別扱いとしているというところ

で、基本的には、地方交付税の一部として認識

していただいても差し支えない性格のものであ

るというふうに考えております。

確かに、後年度、基準財政需要額○鳥飼委員

に、交付税の算定に100％編入しますということ

ですね。何年か前までを聞いてきたのでは、県

債残高が6,000億、7,000億、8,000億とふえてく

る、そういう制度の中で業務をやるわけですか

ら、これを全部否定するものではないんですけ

れども、そのうち６割５分ぐらいは交付税で後

で国が面倒見てくれますから、県の純粋な借金

は３割ぐらいですという説明がずっとなされて

。 、 、きたわけです いつの間にか 三位一体改革で

話が違うじゃないかということで、地方は国に

だまされたと思っているんですけれども、そう

いうとらえ方というのを基本的にはやっておく

べきではないかというふうに思っているわけで

す。

そこで、臨財債の今後の行方ということにな

るんですけど、本来的には交付税法の中で一定

の比率というのが32％とかいろいろあって、そ

れを一般会計から交付税会計にというふうに入

れているわけですけれども、交付税措置のほう

に、原資にしていくわけですけれども、この比

率を見直すとかいうのも、地方財政法といいま

すか、いろんな財政関係の法律の中にはあるわ

けで、今そういう議論というのは全く出ていな

いようなんですけれども、その辺について総務

部長でも財政課長でもいいんですけれども、考

え方ですね、地方として国の言うとおりに 「は、

い、はい」言っていたらいけませんよという意

味で、基本的な考え方のところを聞いておきた

いと思います。

確かに、７ページのグラフで○山下総務部長

もおわかりのように、財源対策債の比率という

のが非常に高くなっていまして、特に21年度は

こういった多額に上っておって、本当に担保さ

れるのかなという不安はある意味ではいつもあ
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るわけでして、ただ、少なくとも法律に明記し

てあるという部分は信じないといけないし、そ

ういうシステムの中で我々地方行政をやってい

るということは基本に置いた上で申し上げます

と、地方財源の充実という観点からは、御指摘

の国税五税の一定比率ということの議論と、さ

らには消費税の議論が今ございますけれども、

これは社会保障財源との絡みで議論もされてお

りますけれども、一方では地方財源の議論とい

うのもきちんとその中に含めてやっていただき

たい。ちょっと長いスパンで申し上げますと、

そういう視点をいつも持っているということは

事実でございます。

確かに、いろんな法制度の仕組み○鳥飼委員

の中で自治体の財政が担保されているわけです

から、それに従って、業務をやっていくという

ことになると思うんです。しかし、基本的なと

ころはしっかり押さえていく必要があるんでは

ないかと。まただまされるかもしれんとか、そ

ういうことを思われていないかもしれませんけ

ど、三位一体改革であれほど言われたことで苦

い水を飲まされたわけですから、そこをしっか

り押さえておいていただきたいのが一つと、臨

時財政対策債の今後の行方をどんなふうに見て

おられるのか。

先ほどの国税五税の一定割合○山下総務部長

ということが基本ですので、国税五税というの

は景気動向に左右されます。今回も、21年度景

気の動向を見た上で、地方交付税財源が足りな

いということで措置されたわけですので、景気

をどう見るかということにある意味ではかかっ

てくる部分もございます。ただ、根本的に申し

上げれば、地方財源を景気変動に応じて上下す

るというところとはちょっと違う形の財源保障

もあってもいいのではないかというのが私ども

の考えでございます。

いつも私、本会議でいろいろ知事○鳥飼委員

にも申し上げたりしますけれども、ふるさと納

税制度のとき厳しく批判しました。国がそうい

うようなことで知事を引っ張り出して旗を振ら

せるようなことをやって、結局、宮崎県の場合

は100万に満たないぐらいだったと思うんですけ

ど、基本はやっぱり地方交付税なんです。地方

交付税をどう総額確保していくかというところ

で、地方は、宮崎県はあるべきじゃないかとい

うふうに思っておりますので、言わずもがなで

すけれども、ぜひそこはお願い申し上げたいと

いうのが一つです。

県債の発行額ですが、県債の発行額、先ほど

でいきますと、トータルで9,229億円、臨財債を

除いたもので6,996億円ということで見込まれて

いるわけですけれども、債券の場合も利率の高

いのがあったと思うんですけれども、利率の高

いものをそのまま返していかなくちゃならない

というのがあって、合理化をやれば借りかえを

認めさせるということも国はやっているわけで

すけれども、その辺含めて、県債の今後の行方

についてどんなふうに見ておられるのか。

現在、償還中の県債の借り入○西野財政課長

れ利率につきましては、ほとんどが３％以下と

いうことで、３％以下のもので９割以上を占め

ております。御指摘の、恐らくは公的資金の繰

り上げ償還の特例措置の活用ということでござ

いますが、本県につきましては、特例の対象と

なります金利７％以上のものというのがほとん

ど残されておりませんので、そういった意味で

は、公債費の管理ということは常々行っており

ますし、また現在の状況としても、３％以下と

いうのがほとんどでございますので、今後も順

次３％以上のものも償還を終えるというような
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状況になっていくと思いますので、今後、毎年

、 、の残高が膨らまない限り これにつきましては

国の経済対策であるとか、恐らく国のいろんな

制度の変更とかございますので、なかなか確か

なことは申し上げられませんけれども、今後と

も抑制基調というのを続けられるのではないか

ということは考えております。

なかなか面倒なところが多いと思○鳥飼委員

いますけれども、ひとつよろしくお願いを申し

上げたいと思います。

最後に、14ページの、先ほど総務部長から説

明のありました総括的事項の中の事務事業の見

直しにより捻出した財源の一部をということで

いろいろ書いてありますけれども、新規事業に

ついてはわかるんですが、見直された事業につ

いてはどこも記載ないと思うんです。例えばど

ういう事業を見直して、どれだけの捻出して、

こうやったというようなところがないと、見直

しましたということでそれだけに終わると思い

ますので、例示を、幾つかで結構ですが、お願

いしたいと思います。

事務事業の見直しの具体的な○西野財政課長

例でございますが、同じ資料の16ページにござ

います。事務事業の見直しとありまして、参考

という欄を見ていただきますと、主な見直し例

がございます。これには額が付されておりませ

んが、例えば１つ目の例として挙げております

総合文書管理システム運営管理事業につきまし

ては、削減額は2,352万4,000円ということでご

。 、 、ざいます また もう一つ具体例を申しますと

２つ目の例のみやざき産業創造設備貸与事業に

つきましては、必要性を見直して新規貸与を廃

止とございますが、削減効果は３億4,000万、こ

ういった削減額という効果を上げております。

私どもにもできるだけ見える形で○鳥飼委員

こういう事業を見直しましたというのを、これ

もトータルとして書いてあるんですけれども、

今、説明を聞いて、これですかということなん

ですが、私たちにわかるということは県民にわ

、 、かるということですから 県民の側からすると

どういうふうにして予算が決まっているんだろ

うかという思いがあって、なぜこれが補助がも

らえなくなったのかというのは大きな関心事に

なるわけですから、そこはぜひまた今後、参考

にしていただけたらと思います。

もう一つ、全員協議会が議会の議運の前にあ

りまして、総務部長以下、各部の新規事業につ

いて説明がございました。あのときに参考資料

で説明がなかったんですけれども、予算要求、

部の要求と査定額というのが載っていまして、

説明がないから何のことかわからないというこ

、 、とだったんですけど 先ほど申し上げたように

私たちの側、県民の側からすれば、こういうこ

とをやってもらいたいんだけどということで、

私ども高く評価しています障がい児の高等部の

設置とか、そういうのをずっと十数年、西諸県

とか運動してこられて、それにこたえたという

ことなんです。本当に英断であったと思うんで

すけど、それが県民にわかる形でやっていただ

きたいというふうに思っているんですけど、そ

の辺総務部長はどんな考えでおられるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

予算編成過程の透明化という○山下総務部長

ことだろうと思いますけれども、今回初めての

取り組みということで、当初の要求と査定結果

という形でお示ししたと思います。この手続、

透明化をどんな形で図るかということについて

は、多少試行錯誤もございますし、編成そのも

、 、 、のが 他県の例を見ますと ＩＴ化されている

当然査定過程が克明になるという、そういった
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システムもあるようでございます。そういった

システムを入れるとなると、相当高額になりま

すので、透明化という方向に向けてどんな方法

をとるのかということについては、これからも

さらに検討したいと思います。ただ、事務的に

申し上げれば、編成過程で事務作業がふくそう

する中で、同時並行でそれもやるということは

、きついなという感じは持っておりますけれども

基本的には進める、そして明確化する方向でま

いりたいと思います。

こういうことを一歩踏み出したと○鳥飼委員

いうことは非常に評価すべきことだというふう

。 。に私は思っているんです すばらしいことだと

ずっとみんなの思いがあるけど、はい、これで

すよと、ある日突然、議会にも県民にも示され

るということでやってきたわけですけれども、

それを一歩踏み出したということで、それは高

く評価したいと思います。実務をやられた財政

課長は、今回これをやることで、今、部長から

も話がありましたけれども、苦労した点とか、

今後の課題とか、何かあれば教えていただきた

いと思います。

何しろ初めての試みであると○西野財政課長

いうことで、本来目的としては、透明性の向上

であるとか、意思決定過程の一部がわかるよう

な形にするということで、県民への説明責任の

向上、そういったことを目的としたものでござ

。 、います 各県どのような取り組みをしているか

我々が調べた限りでは、半数程度の団体が何ら

かの形で予算の要求状況等を公表しているとい

うことですけれども、予算の要求額しか公表し

ないところもあれば、段階を追って、ある程度

つぶさに過程も追えるような形で公表している

ところもあると。そういったところで本県とし

て最初どのような形で公表するのかということ

は、こちらのほうでも検討させていただきまし

、 、たが まずは今回は初めての試みということで

その中でもオーソドックスと言えるような公表

の方法というのを検討させていただきまして、

公表させていただいたと。どのような公表の仕

方が今回初めての公表に当たって適切なのか、

そういったことで苦心したという思いがござい

ます。また、そういった初めての試みでありま

すので、委員御指摘のようなところ、まだまだ

不十分なところもあるのかもしれませんが、そ

れは今後こちらの事務的な作業スケジュールと

か、他県と意思決定過程というのが違うという

事情もございますので、そういったところも含

めまして、今後よりよい形にできるような研究

も進めていかなければいけないというふうに考

えているところです。

なかなか苦労も多いと思いますけ○鳥飼委員

れども、ぜひ進めていただいて、新規の説明会

のときにもこういうふうにして大きく変えたん

ですよということを総務部長は誇って説明して

よかったんじゃないかなと思いますので、よろ

しくお願いします。

鳥飼委員の質問に関連するんです○中村委員

けど、６ページに 「平成21年度末の県債残高、

が9,229億円程度で 平成20年度末見込み 9,093、 （

億円）に比べ136億円増。なお、臨時財政対策債

を除く通常分の県債残高は6,966億円程度で、平

成20年度末見込み（7,266億円）に比べ270億円

の減 、こうなっていますね。後年度、交付税で」

措置されるということはずっと言い続けてきま

したね。普通なら、こういうことが後年度に措

置されるのであれば、下がってしかるべきなの

に、一回も下がったことがない。実は後年度措

置されるので、ここにも書いてあるように、平

成20年度末見込みが7,266億円程度、こういうふ
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うに本当は違うんだよというようなことが書い

てあるんです。県民に対しては、県債残高があ

りますというのをどちらのほうを示すべきなの

か。いつもこういうまやかしをされているよう

な気がする。数字のマジックみたいな感じで、

ずっと言い続けた。有利な交付税措置によって

後年度措置されると。後年度措置された金額に

下がったものが提示されたことは一回もないん

です。この辺は数字のまやかしで、本当は9,229

億円程度あるんだけど、それじゃないんです

よ、6,966億円程度なんですよと、これは県民に

どう説明するんですか。

何点かあったと思うんですけ○西野財政課長

れども、まず、県債残高につきましては、増の

一方だという御指摘に対しましては、実は19年

度、20年度は減少しておりました。それで21年

度は、先ほどの臨時財政対策債の大幅な増加に

伴い残高がふえるということです。

交付税措置との関係につきましては、実際に

公債費、元利償還の費用につきましては、地方

交付税の基準財政需要額に確実に算入されてお

ります。ただ、それが算入されたから残高が減

らないように見えるといいますのは、そもそも

県債、起債が、元利償還というのは通常20～30

年かけて行います。発行後３年なり５年なりは

据え置き期間、元金を償還しない期間がござい

ますので、償還をする際に、例えば20年後、30

年後まで薄く借金を返すときに措置されるとい

うものでございますので、例えば来年度増発さ

れます臨時財政対策債につきましても、確実に

元利償還について財政措置があるわけですけれ

ども、来年度は見かけ、例えば臨時財政対策債

、を100億なら100億発行するということであれば

残高は100億積み上がります。ただ、それが財政

措置されるのが10年とか20年かけてになります

ので、その間、徐々には減るものの、交付税措

置されているから残高が一遍に減るというわけ

ではございません。現在、残高が非常に多いと

いうのは、過去の国の経済対策に伴って公共事

業等を増加してきたことによるものが非常に多

いということですけれども、そういったものの

償還が一段落するころになりますと、現在ある

県債残高につきましては相当程度が、交付税措

置されたものも含めまして、ちゃんと償還され

る、そういうことになるかというふうに考えて

おります。

20年、30年かかってという話でし○中村委員

たけど、その間に起債を起こしたりするわけで

すから、結局は変わらないわけよ。我々にまや

かしみたいな数字を、地方交付税あるいは臨時

財政対策債の関係で返ってくるとおっしゃるけ

ど、20年、30年かかってくる間にまた起債を起

こしていくわけだから、本当はこれはうそなわ

けです。7,000億とか6,000億ということはうそ

の表現で、安心させるために書いているだけの

ことです。本当は１兆円近いなんなんとする県

債残高があるということです。

ここにあります例えば残○西野財政課長

高、9,000億余りというのが、これは臨時財政対

策債もある、すべての県が発行している県債の

。残高であるというふうな理解でいいと思います

また、20～30年かけて償還するという意味につ

きましては、例えば県債というのは、原則とし

て投資的経費以外のものに充当することはでき

、 、ないということで それはなぜかと申しますと

例えば道路であるとか橋梁であるとか そういっ、

たものに例えますと、その年度のみ、それによ

る受益が発生するものでございませんで、将来

世代もそれを使って受益を得るということで、

将来的な受益と負担の公平を図る、費用を将来
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的にも分かち合う、そういった意味で起債が認

められているものでございますので、20～30年

かけて償還するということに一定の合理性があ

るということですし、またそれが将来的には償

還されますけれども、そういったものの積み上

げが9,000億余りというふうになっていると御理

解いただければと思っております。

後年度措置されて20年、30年かけ○中村委員

てということをおっしゃるわけで、真水といい

ますか そういった分についてはこうですとおっ、

しゃるけど、本当は見かけのものがあって、そ

の見かけのものが我々が議会に入ったときから

ずっと続いてきているわけです。いつも財政課

長からだまされて、後年度措置されますから、

国に起債を起こしていろいろやっていいんです

と、当時の財政課長がずっと言ってきたけど、

真水はこうなんですとおっしゃるけど、全体の

起債残高についてはほとんどずっと上がりっ放

し 私があと40～50年議会にいたら また変わっ。 、

てくるのかしらんけど、それまでおりませんの

で見きわめることができないけど、あり得ない

わけです。ずっとこのままいくわけです。そう

いうことですね。

、 、○西野財政課長 残高というのが その時々の

例えば公共事業の量であるとか、国がどれだけ

の経済対策を打つか、そういったものであると

か、国の制度改正によるものもございます。臨

時財政対策債というものは平成13年度から措置

、 、されたものでございまして それまではすべて

国が一般会計から借金してでも地方交付税とし

て現金を配っていたということで、国の制度改

正であるとか経済対策によるところが非常に大

きいというところもございますが、今後、県の

財政状況を考えますと、投資的経費というのが

どうしても抑制基調にならざるを得ないという

意味におきましては、県債残高というのも歩調

を合わせて抑制基調に努めてまいるということ

が必要だというふうに考えております。

我々が県民に県債残高は幾らと説○中村委員

明するときは、ここに書いてある6,996億円程度

ですよと、これを説明すればいいということで

すか。

県民に説明すべき県債残高と○西野財政課長

いいますと、なかなか難しいところでございま

すけれども、臨時財政対策債の制度的な趣旨、

例えば先ほど申しましたが、それ以前は、国が

一般会計から借金して、景気がよくなったら一

般会計にちゃんと返済しろと、交付税特別会計

の借金を返済しろと、返済する際には交付税が

総額で減ることになりますので、そう言われて

みれば地方が共同で背負う借金、そういう性格

のものであるというふうに理解しておりますけ

れども、そういったものを考えてみますれば、

地方全体として背負う借金、それも含めて、現

時点で見える形になっているというようなこと

が臨時財政対策債の大きな意味であると思って

おりますので、そういった意味では、一義的に

は臨時財政対策債を含む9,093億が県が抱える借

金だというふうに御理解いただいて、説明して

いただくべきかと思っております。

今回、代表質問させていただいた○井上委員

ので、余り細かく言ってもと思いますが、あの

ときに私は議場で、ゼロ予算を大変評価してい

。るということについて申し上げたと思うんです

今の延長線上でもあるんですけれども、実際、

宮崎県の財政というのが非常に厳しいというこ

とは、数値的に見ても、どんどん基金が下がっ

ているということ自体から見てもよく理解でき

るわけです。事務事業の見直しとかも非常に努

力されてやっておられる。今回私も、高等部の
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設置の問題とか、この前まであんなにできない

できないと言っていたのに、何で急にできるん

だろうというふうな思いもしたんですが、その

ことも含めて、よくわからないのは、一方で事

務事業の見直しをして、義務的経費を抑えて、

みんなで努力してお金をつくったと。知事は、

単年度で350億とかおっしゃっているわけです

が、それでもなおかつ新規事業というのが今回

も56億出てくるわけです。私も代表質問のとき

にそれを言わずにいたんですが、ゼロ予算の立

て方というのは物すごくおもしろいと思うんで

す。今回のゼロ予算も内容的にすごくいいと思

うんです。すばらしいと思うんです。これをお

金で換算すると、相当な額になるんじゃないか

と思うんです。

今のような状況のときに、例えば選択と集中

でここに金を落としてほしいというふうな意見

というのが議会でよく出ますね。そっちにはな

かなか回せる金はないんだという話を聞くんで

すけど、新規事業の98件の56億円程度。改善事

業の47件の９億円程度というのはわかります。

改善されて、そこで少しは節減したものがある

ということでしょうから。新規事業の98件とい

うのは、新規事業ですから、新規の事業でどう

してもこれをしなければならないという事情み

たいなのが現実にあるんですか。そこがよくわ

。 、からないんです 背景的なものがあるときには

新規事業は極端に減らしてでも、選択と集中と

いう形でその予算を少しこっちに回すだとかい

うのはなぜできないのか、よくわからないんで

す。新規事業で見たので、そんなせんでいいわ

というようなのもないんでしょうけれども、細

かく細かく小さく小さくお金をこれだけ切りそ

ろえていくということのほうが 状況を見て―

新規事業を減らしてでも選択と集中で一本がん

と経済対策含めてやるということも予算の色合

いとしては必要じゃないか、組み方としては必

要じゃないかというふうには思うんですが、そ

のあたりの基本的な考え方が私はわからないん

です。必ず新規事業という形でばらばらとこう

いうふうに出てくるというところがよくわから

ないんですけど、現在の状況の背景が背景だけ

に、もうちょっと工夫とか知恵があっていいん

じゃないかと思ってしまうんですが、そこは部

長にお聞きしたいと思います。

新規事業というのは、財政が○山下総務部長

どんどん膨らんでいってもいい時代というのは

恐らく非常に歓迎されるといいますか、それを

やらないといけないということだったんですけ

れども こういう財政状況の中ではスクラップ・、

アンド・ビルドというのが基本になる。その場

合のビルドというのは、例えば議会での議論で

あるとか、あるいは地域の事情であるとか、あ

るいは時代的な要請とか、そういったことを踏

まえて、私どもとしては新規事業なり改善事業

ということで予算策定しているというのが基本

。 、でございます 既存の事業を絞っていくだけで

財政を預かっている者として、果たしてどうか

というのはございます。やはり県として取り組

むべき事業、時代の流れ、あるいは議会での議

論の動向、こういったことを踏まえて、既存の

ものにシャッフルをかけて新たなものを組み立

てるということは、ある意味では絶えざる作業

であると思っております。

例えば、県単でこれぐらいの事業○井上委員

を何かやったらどうかというのがよく議会のほ

うから出ますね。一方では、それはちょっと無

理だと、今の財政状況の中では無理だという意

見をよく聞くわけですけど、新規事業の中身が

現実にやらないといけない事業なのかどうかと
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いう精査 前見たような、似ているなと思う―

ようなこととかを見ると、そう思ってしまうん

です。これは総括のときの質疑になるのかなと

いう思いがしないでもないんですけれども、こ

ういう予算の基本的な考え方、お金の使い道を

従来どおりに使うとか、従来どおりのやり方を

するということが本当に必要なのかどうかとい

うのは、また総括質疑のときでいいですので、

そこについては議論させていただけたらと思う

んです。状況が状況のときにはもう少し考えら

れてもいいのではないかと。本当は新規事業を

やりたいけれども、その分はがさっと切って、

県単なら県単で何かやれるものを今回はやると

か、それぐらいのめり張りみたいなのが予算の

組み方としてはあってもいいのではないか。私

がそう言うと、県庁の職員から 「予算を組んだ、

ことがないから、井上さんわからんとよ」と、

よく言われるんですけど、本当にそうなのかな

という思いがしてならないわけです。自分の家

庭だったら、今回はこっちは辛抱して、こっち

にぼんと金を使おうというふうに多分するだろ

うなと。今必要なものに金を出そうとするだろ

うなという思いがあるわけです。単純な発想か

もしれないですけど、私もずっといるけど、そ

の予算を一回も見たことがないんです。ことし

ぐらいは、今回ぐらいはそういう予算の組み方

というのがあってもよかったのではないかとい

う思いがするわけです。そこは総括のときの議

論でも結構ですので、一回きちんとしたものを

聞かせていただきたいと思います。

 ７ページ、せっかく県債残高○中野 明委員

で臨時財政対策債を除いた金額が表示してある

んですけど、交付税措置で約束している県債残

高はこれだけですか。

例えば元利償還費用の30％な○西野財政課長

り50％なりを交付税措置するというものもござ

いますので、これ以外にもございます。トータ

ルで言えば、県債残高の６割から７割程度は交

付税措置されているのではないかと考えており

ます。

 これぐらいしか出さんという○中野 明委員

のは、国が立てかえる分を引くと、我々からも

うちょっと公共事業をふやせと言われるから、

これぐらいにとどめているかなと思うけど、県

が独自で払う真水の分をもうちょっと、約束事

をしているのは臨時財政対策債だけじゃないわ

けで、そこはしっかり出してもいいんじゃない

かと。要望しておきます。

新規事業と改善事業、先ほど○中野一則委員

、 、説明があって また先ほど質問がありましたが

スクラップ・アンド・ビルドということで取り

組むということでしたが、20年度で終了した事

業、改善する必要もない、これでよくてうまく

いってやめたのか、単なるやめたのかわかりま

せんが、終了した事業数は何件で、その予算と

。いうのは単年度分で幾らあったものでしょうか

それと比較して、新年度事業での98件なり、改

善47件というものがどのくらい積極的に取り組

まれておるものかという目安にしたいと思いま

すので。

額的なことをまず申し上げま○西野財政課長

すと、白い冊子の16ページにありますように、

見直しによって58億円を削減しております。こ

のうち事務事業の見直しによりまして41億円、

県単補助金の見直しによりまして17億円という

ことでございます。

今の質問ですが、終わった事業○外山委員長

の具体的な事例ですから、後ほど資料でもいた

だければと思います。

個別のものということであり○西野財政課長
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ましたら、手元に資料はございませんので、後

ほど何らかの形でお知らせしたいと思います。

終期が来て見直したものはどれだけとか、終

期到来前でどれくらいあったということについ

て言いますと、終期が到来して廃止したものと

いうのが８億から９億程度、件数的には89件程

度であったと考えております。

引き続き、各課長に説明をお願○外山委員長

いしますが、審査に時間を要するため、数課ご

とに班分けをして説明と質疑を行い、それが一

通り終了した後に、総括質疑の時間を設けるこ

とといたしますが、執行部の皆様の御協力をお

願いいたします。

なお、歳出予算の説明につきましては、重点

事業、新規事業を中心に簡潔明瞭にお願いいた

します。

まず、第１班ということで総務課、人事課、

行政経営課、財政課、税務課、市町村課の審査

を行います。総務課から順次説明をお願いいた

します。

総務課の平成21年度当初予算○馬原総務課長

について御説明いたします。

お手元の平成21年度歳出予算説明資料の57

ページをお開きいただきたいと思います。総務

課の平成21年度当初予算額は15億496万3,000円

でございまして、平成20年度当初予算に比べて

４億8,069万円、率にして24.2％の減となってお

ります。

59ページをお開きください （款）総務費14。

億1,226万3,000円でございます。その主なもの

について御説明いたします。まず （事項）文書、

管理費でございます。これは、文書の収受発送

及び文書の管理保存に要する経費でございまし

て、文書管理や文書収発に係る嘱託職員の人件

費や総合文書管理システムの運用管理に要する

ための経費でございます。３の総合文書管理シ

ステム運営管理事業につきましては、電子決済

などの電子的処理機能を中心としました現行の

システムを廃止しまして、文書の情報管理、こ

ういったものに特化した簡易なシステムに移行

したところでございます 予算額は9,308万4,000。

円をお願いしております。

次に、60ページをお開きいただきたいと思い

。（ ） 。ます 事項 文書センター運営費でございます

これは、本県の公文書の適正な保全を図るとと

もに、歴史的な価値のある明治期からの公文書

や県史資料を良好な環境のもとに保存するとと

もに、県民等の閲覧利用に供するための経費で

ございます。予算額は3,224万6,000円をお願い

いたしております。

次に （事項）庁舎公舎等管理費でございま、

す。61ページにかけて記載しておりますが、こ

れは、庁舎等の維持管理に要する経費でござい

まして、庁舎等の光熱水費や保守管理のための

各種業務委託費、及び職員宿舎建設に要した費

用を地方職員共済組合へ償還するための経費で

ございます。予算額は６億7,979万8,000円をお

願いしております。なお、平成20年度当初予算

と比較しまして約５億円減少しておりますけれ

ども、これは、３の職員共済住宅借家料につき

まして、地方職員共済組合への償還金のうち金

利が高い６棟につきまして、21年度から23年度

までの元利支払い分、約３億6,000万円余を20年

度に繰り上げて償還したためでございます。

次に （事項）公有財産管理費でございます。、

これは、公有財産の管理運用等の事務を円滑に

遂行するための経費でございまして、県有財産

の災害共済の保険料や県有施設の公共下水道受

益者負担金、及び県有資産所在市町村交付金な

どでございます。予算額は２億8,173万3,000円
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をお願いしております。

次に （款）災害復旧費でございます。62ペー、

ジに内容を記載しておりますが （事項）県有施、

設災害復旧費でございます。これは、台風等に

より被災した県有施設の災害復旧に要する経費

でございます。予算額は9,270万円をお願いして

おります。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。議案書では103ページに記載しております

けれども、委員会資料で御説明させていただき

ます。委員会資料の16ページをお開きいただき

たいと思います。議案第26号「宮崎県土地開発

基金条例を廃止する条例」の概要についてとい

うことでございます。１の条例目的でございま

すけれども、当該基金につきましては、公用も

しくは公共用に供する土地、または公共の利益

のために取得する必要のある土地をあらかじめ

取得することを目的に設置されたものでござい

ますが、①から③に書いてありますように、１

つには、平成14年度以降、活用実績がなく、県

、の財政事情から土地を先行取得する状況になく

今後も活用が見込めないこと、２つ目に、昨今

の経済情勢から地価高騰が著しいとの理由によ

り、予算の成立を待たずに緊急に土地を取得す

る必要がなくなってきていること、３つ目に、

公共事業の用地取得につきましては、平成３年

度に公共用地取得事業特別会計が設置されてお

、 、りまして 当基金を廃止しても支障がないこと

それから、公用に供する土地についても取得す

る必要がある場合は、その都度予算措置を行う

ことで対応できること、こういったことで当基

金を廃止することとしまして、当該条例を廃止

する条例を定めるものでございます。なお、平

成21年度歳入予算としまして、一般会計に繰り

入れることとしているために、２の条例の概要

にありますとおり、施行期日を平成21年４月１

日としております。

総務課は以上でございます。

人事課分につきまして御説明○岡村人事課長

させていただきます。

お手元の歳出予算説明資料の63ページをお開

きください 人事課の平成21年度当初予算額は64。

億5,581万4,000円でございまして、前年度当初

に比べて２億2,331万7,000円、率にして3.3％の

減となっております。

それでは、主な事業につきまして御説明いた

します。65ページをごらんください （事項）人。

。 、事調整費７億77万2,000円でございます これは

非常勤職員の雇用、赴任旅費、産休及び休職者

等の代替臨時職員の雇用など、人事給与管理の

全庁的な調整に要する経費でございます。

次に （事項）人事給与費53億5,548万1,000円、

でございます。66ページをごらんください。説

明欄２にありますように、退職手当52億1,906

万5,000円が主なもので、前年度当初に比べて１

億8,284万9,000円、率にして3.4％の減となって

おります。これは、退職見込みの人数は平成20

年度当初予算209名に対し平成21年度は210名を

見込んでおり、ほとんど変わりませんが、退職

手当制度の改正などに伴い、１人当たりの退職

手当額が減少することによるものであります。

次に、説明欄３の人事給与システム管理事業で

ございます。職員の人事管理や給与の計算など

を効率的に行う人事給与システムの開発を行っ

てきましたが、20年度で完了するのに伴い、新

システムの管理運用を行うための経費でありま

す。

次に （事項）県職員研修費3,670万9,000円で、

ございますが、これは、自治学院において行う

県職員の研修に要する経費でございます。今後
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とも、自治学院での研修を初め、職場研修の実

施など研修内容の充実を図っていくこととして

おります。

次に （事項）職員派遣研修費1,210万円でご、

ざいます。これは、自治大学校への派遣研修及

び職員の自主企画による短期海外研修等に要す

る経費でございます。

当初予算については以上でございます。

次に、議案第29号「職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例等の一部を改正する条例」

につきまして、お手元の委員会資料で御説明さ

。 。せていただきます 17ページをお開きください

まず、１の改正理由でありますが、国家公務員

に係る「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関

する法律」並びに「地方公務員の育児休業等に

関する法律」の一部改正や、本県職員の勤務時

間の短縮について検討を求めた宮崎県人事委員

会報告などを踏まえ、本県職員の勤務時間及び

育児休業等の関係条例について、国の措置に準

じた改正を行うものであります。

次に、２の改正の主な内容であります （１）。

の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

ですが、まず、①の勤務時間について、現在、

１週間当たり40時間としている職員の勤務時間

を１週間当たり38時間45分に改正いたします。

また、短時間勤務職員の勤務時間についても、

、 、同様の比率で短縮し 再任用短時間勤務職員は

４週間を超えない期間につき、１週間当たり15

時間30分から31時間までの範囲内、任期付短時

間勤務職員は、同じく31時間までの範囲内とい

たします。次に、②の勤務時間の割り振りにつ

いて、月曜日から金曜日の５日間において、現

在、１日につき８時間としている勤務時間の割

り振りを、１日につき７時間45分に改正いたし

ます。また、短時間勤務職員については、１週

間ごとの期間について、１日につき７時間45分

を超えない範囲内といたします。次に、③の休

憩時間について、１日の勤務時間が６時間を超

える場合は少なくとも45分、７時間45分を超え

る場合は少なくとも１時間に改正いたします。

次に、④の休暇の取得単位について、勤務時間

、の割り振りに分単位が生じることに伴いまして

休暇を時間単位で取得した場合、休暇の残日数

に１時間未満の端数が発生することから、休暇

の残日数について１時間未満の端数があり、そ

のすべてを使用するときは、１分を単位として

取得できるように追加いたします。

続きまして （２）の職員の育児休業等に関す、

る条例ですが、①の交代制勤務職員の育児短時

間勤務の形態について、地方公務員の育児休業

等に関する法律の改正によりまして、職員の勤

務の形態が改正されますことから、条例で定め

ております。交代制勤務職員の育児短時間勤務

の形態についても、国に準じまして、１週間当

たり勤務時間を19時間25分、19時間35分、23時

間15分または24時間35分に改正いたします。ま

た、②の育児短時間勤務職員の時間外勤務手当

について、正規の勤務時間が短縮されることか

、 。ら あわせて所要の改正を行うものであります

次に、３のその他の改正を要する条例であり

ますが、職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例の改正に伴い、市町村立学校職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例など、関係条

例についてもあわせて改正いたします。

最後に、施行期日でありますが、公布の日か

ら起算して６月を超えない範囲内において規則

で定める日といたします。

人事課からは以上でございます。よろしくお

願いいたします。

。○加藤行政経営課長 行政経営課でございます
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歳出予算説明資料の67ページでございます。

行政経営課の平成21年度当初予算額は１億5,687

万2,000円でございまして、前年度当初に比べ

て790万6,000円、率にして5.3％の増となってお

ります。

主な事業につきまして御説明いたします。69

ページをお願いいたします （事項）行政管理。

費4,644万8,000円でございますが、これは、行

政管理や行政改革の推進に要する経費でござい

ます。説明欄４の市町村権限移譲推進事業4,298

万1,000円でございますが、この事業は、宮崎県

における事務処理の特例に関する条例により、

市町村に権限移譲を行った事務について、その

事務処理に要する財源措置としての交付金4,200

万円余を含めた経費を計上しております。

次に （事項）法制費856万2,000円でございま、

す。70ページをお願いいたします。説明欄２の

新公益法人制度推進事業277万8,000円でござい

ますが、この事業は、法人の公益認定等に係る

諮問機関として設置しました宮崎県公益認定等

審議会の運営等に必要な経費を計上しておりま

す。

次に （事項）県公報発行費926万1,000円でご、

ざいます。これは、条例、規則等の県民に周知

すべき事項を掲載する県公報の発行に要する経

費でございます。

行政経営課は以上でございます。

続きまして、財政課の平成21○西野財政課長

年度当初予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の71ページをお開

きください。財政課の平成21年度当初予算額

は958億4,873万6,000円でございまして、平成20

年度当初予算に比べまして53億884万8,000円、

率にして5.9％の増となっております。

73ページをお開きください。主な事項につい

て御説明いたします。まず （目）一般管理費の、

事項 諸費でございますが 24億7,595万3,000（ ） 、

円をお願いしております。これは、説明の欄に

記載しておりますように、県税や税以外の収入

につきまして還付が生じた場合の経費として23

億2,000万円、各課ごとに執行額を見込むことが

困難な経費など、いわゆる庁内一般共通経費と

。いたしまして１億5,595万3,000円でございます

、（ ） 。 、次に 目 財産管理費でございます これは

財政課において所管しております４つの基金に

係る利子の積立金であります。まず （事項）財、

政調整積立金で704万2,000円、74ページの（事

項）県債管理基金積立金で2,890万3,000円 （事、

項）県有施設維持整備基金積立金で507万7,000

円 （事項）宮崎県21世紀づくり基金積立金で47、

万9,000円をそれぞれお願いしております。

次に （目）元金でございます （事項）起債、 。

元金償還金でございますが、これは、起債の元

金の償還を行う経費でございまして 769億3,785、

万6,000円をお願いしております。

75ページ （目）利子でございます （事項）、 。

長期債等利子償還金でございますが、起債等の

利子の償還を行う経費でございまして、160

億5,698万円をお願いしております。

次に （事項）起債事務費は、県債の借り入れ、

に伴う地方債発行手数料等で2,179万9,000円を

お願いしております。

歳出予算の説明は以上であります。

続きまして、今回お願いしております予算以

外の議案について御説明いたします。委員会資

料の26ページをお開きください 議案第32号 全。 「

国自治宝くじ事務協議会への岡山市の加入及び

これに伴う全国知事宝くじ事務協議会規約の一

部変更に関する協議について」並びに議案第33

号「西日本宝くじ事務協議会への岡山市の加入
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及びこれに伴う西日本宝くじ事務協議会規約の

一部変更に関する協議について」であります。

１の提案理由でありますが、平成21年４月１日

、に岡山市が政令指定都市に移行することに伴い

同市の全国自治宝くじ事務協議会及び西日本宝

くじ事務協議会への加入並びに両協議会規約の

一部変更を行う関係普通地方公共団体の協議に

ついて、地方自治法第252条の６の規定に基づき

、 。まして 議会の議決に付するものでございます

２の関係普通地方公共団体の協議の内容であり

ますが、これは、いずれも岡山市の加入に伴う

、関係条文の整理という趣旨でありますけれども

、まず全国自治宝くじ事務協議会につきましては

岡山市の全国自治宝くじ事務協議会への加入に

ついて及び全国自治宝くじ事務協議会規約の一

部変更についてであります。また、西日本宝く

じ事務協議会分につきましては、岡山市の西日

本宝くじ事務協議会への加入について及び西日

本宝くじ事務協議会規約の一部変更についてで

あります。なお、協議内容の詳細につきまして

は、27ページから30ページに添付しております

ので、後ほどごらんください。

財政課は以上でございます。

歳出予算説明資料につきまし○後藤税務課長

て、税務課の平成21年度当初予算について御説

明申し上げます。

77ページをお願いいたします。税務課の当初

予算額は253億4,803万4,000円でございまして、

、平成20年度当初予算に比べ13億9,078万9,000円

率にいたしまして5.2％の減となっております。

79ページをお開きいただきたいと思います。

（ ） 。款 総務費39億8,194万3,000円でございます

その主なものについて御説明申し上げます。ま

ず （事項）賦課徴収費でございます。これは、、

県税の賦課徴収に要する経費でございまして、

予算額は24億3,512万1,000円をお願いしており

ます。主なものといたしましては （１）徴税活、

動経費といたしまして２億8,102万円を計上して

おります。これは、県税の徴税活動に必要な印

、 、 。刷費 郵送料 旅費等の事務経費でございます

次に （３）個人県民税徴収取扱費交付金といた、

しまして17億2,980万円を計上いたしておりま

す。個人県民税の賦課徴収は市町村に委任され

ておりますので、その市町村へ交付するもので

。 、 （ ）ございます 次に ２の自主納税の推進費の ２

各種団体との協力体制推進費でございます。２

億5,503万円を計上いたしておりますが、その主

なものといたしましては、ウの軽油引取税徴収

取扱費報償金であります。２億4,130万円を計上

しております。これは、軽油引取税の特別徴収

義務者に対する報償金でございます。

80ページ （款）諸支出金でございます。213、

億6,609万1,000円でございます。その主なもの

について御説明いたします。次の（事項）地方

消費税清算金でございます。これは、税収額を

各都道府県と清算するために支出するものでご

ざいまして、予算額は86億6,581万6,000円をお

願いしております。次の利子割交付金からの各

種交付金は、いずれも市町村に対する法定交付

金でありまして、21年度の税収見込み額を基礎

に算出したものでございます。

81ページの（事項）地方消費税交付金であり

ますが、106億3,402万3,000円をお願いしており

ます 事項 自動車取得税交付金は 12億2,146。（ ） 、

万円をお願いしております。

歳出予算につきましては以上であります。

、 。次に 債務負担について御説明申し上げます

別冊の議案書でありますが、平成21年２月定例

県議会提出議案（平成21年度当初分）の９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。税務課の
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欄でございます。これは、自動車税の納税通知

書等の印字・封入封緘業務を委託するものであ

り、21年度から22年度にかけて業務の円滑な推

進を図るため実施するものでありまして、限度

額は1,595万5,000円をお願いしております。

以上でございます。よろしくお願いします。

市町村課の平成21年度当初○四本市町村課長

予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の83ページをお開きくださ

い。市町村課の平成21年度当初予算額は50

億2,659万1,000円でございまして、平成20年度

当初予算に比べ８億1,241万1,000円、率にし

て13.9％の減となっております。

その主なものについて御説明いたします。85

ページをお開きください。まず （事項）自治調、

整費でございます。このうち主なものでござい

ますが 86ページの７の住民基本台帳ネットワー、

クシステム事業費でございます。これは、情報

化社会に対応した住民サービスの向上を図るた

め、平成14年度から全国でネットワーク化され

ました住民基本台帳ネットワークシステムの運

用経費でありますが、全都道府県共同で負担し

ております指定情報処理機関の共通経費や本県

内のネットワーク維持のための機器使用料等の

経常経費等でございます 予算額は8,333万4,000。

円をお願いしております。

次に、８の○地方自治ルネッサンス事業の104改

万円でございますが、これにつきましては、別

途後ほど説明をさせていただきます。

（事項）市町村合併支援費でございます。ま

ず、アの市町村合併支援事業でございますが、

これは、旧合併特例法のもとで合併した市町の

一体的なまちづくりを支援するための市町村合

併支援交付金等でございます。予算額は６

億2,511万円をお願いしております。ウの新市町

村合併支援事業でございます。これは、合併新

法に基づく合併市町村に対する市町村合併支援

交付金を初め、合併協議会への補助金など、合

併新法下での市町村合併を推進するために、そ

れぞれの段階に応じた支援を行うものでありま

す。予算額は３億8,845万3,000円をお願いして

おります。最後に、エの合併関係市町村財政健

全化支援事業でございます。これは、財政状況

が特に厳しい合併関係市町村に対して、高金利

地方債の繰り上げ償還を支援する無利子の貸付

金制度であります。予算額は10億円をお願いし

ております。

次に （事項）市町村公共施設整備促進費でご、

ざいます。これは、災害・防災対策、行財政の

スリム化や地域住民との協働など、市町村が当

面する課題の解決に取り組む事業を対象に無利

子資金を貸し付けるものであります 予算額は10。

億18万3,000円をお願いしております。貸付金の

名称は、87ページの２の（１）にありますとお

り、元気市町村支援資金貸付金で、貸付枠は10

億円であります。財源は全額、市町村からの償

還金を充てることとしております。

次に （事項）市町村振興宝くじ事業費でござ、

います。これは、市町村振興宝くじとして発売

されますサマージャンボ宝くじ、オータムジャ

ンボ宝くじの収益金等について、一たん県が配

分を受けました後に、その全額を財団法人宮崎

県市町村振興協会に交付するものであります。

予算額は７億369万1,000円をお願いしておりま

す。

次に、88ページをお開きいただきたいと思い

ます。本年９月に任期満了となります衆議院議

。 、員の選挙に関する一連の経費であります まず

（事項）衆議院議員選挙臨時啓発費でございま

す。予算額は402万4,000円をお願いしておりま
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す。次に （事項）衆議院議員選挙執行費でござ、

います。予算額は８億7,081万9,000円をお願い

しております。内訳としましては、人件費など

の委員会事務費が1,740万4,000円、投開票など

、市町村選管が行う事務に対する市町村交付金や

候補者の選挙運動について公費で負担する公営

負担金に要する管理執行経費が８億5, 3 4 1

万5,000円となっております。次に （事項）最、

高裁判所裁判官国民審査費でございます。これ

は、衆議院議員選挙と同時に行われる最高裁判

所裁判官国民審査に要する経費であります。予

算額は903万4,000円をお願いしております。以

上の衆議院議員選挙に関する経費の財源につき

ましては、全額国費となっております。

先ほど説明を省略いたしました○地方自治ル改

ネッサンス事業でございますが、お手元の委員

会資料で御説明いたします。31ページをお開き

いただきたいと思います。まず、１の事業の目

的でありますが、地方分権改革や道州制に向け

ての議論が進められる中、基礎自治体である市

町村につきまして、地方自治の本旨に基づき、

民主的かつ能率的な行政の確保を図る必要があ

ります。そのために、地方自治の本旨である団

体自治と住民自治の発展・充実を図ることを目

的としております。次に、２の事業の概要であ

ります （１）の団体自治の発展・充実につきま。

しては、住民福祉の向上という共通の目的を持

つパートナーである県と市町村の関係をより一

層緊密なものとするため、アの知事と市町村長

との意見交換会の内容を充実し、また今回新た

に行うこととしました、イの知事が行政の最前

線を担当する市町村職員等と意見交換を行う知

事と市町村職員等との意見交換などの事業を行

うことにより、市町村の団体自治の発展・充実

を図るものであります ２ の住民自治の発展・。（ ）

充実につきましては、今回、事業の再編を行っ

たものでありまして、住民の自治意識を醸成す

るために市町村と連携を図りながら、宮崎県自

治会連合会と共同して自治会等の住民自治組織

の強化等を図ることとしております。事業費と

しては104万円を計上しております。

市町村課につきましては以上でございます。

よろしくお願いいたします。

質疑につきましては、午後１時○外山委員長

からといたします。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

総務課、人事課、行政経営課、財政課、税務

課、市町村課の説明が終了しておりますので、

議案についての質疑がございましたらお願いい

たします。

税務課にお尋ねしますが、79ペー○中村委員

ジ、軽油引取税徴収取扱費報償金、市町村に払

うのは25％ぐらいに決まっているんですか。

軽油引取税の2.5％です。○後藤税務課長

決まっていますね。それならいい○中村委員

んです。

市町村課にお尋ねしますが、地方自治ルネッ

サンス事業の知事と市町村職員等との意見交換

。 、というのがあります 知事が各市町村を訪問し

行政の最前線を担当する現場職員との意見交換

会を行うと書いてありますが、まだ県庁職員と

も懇親懇談を重ねていないのに、最前線の市町

村の現場職員と話すというのはどういうことで

しょうか。

19年度と20年度につきまし○四本市町村課長

て、これとちょっと違いまして、市町村の首長
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と知事との懇談会、ひざ詰めトークというのを

やっておりました。知事が行政方面に全く今ま

でかかわりのない経歴の方でありますので、知

事になられたばかりのときに、知事も市町村長

というのがどういう人かわからないし、市町村

のほうも知事に対して戸惑いがあるということ

で、その距離感を埋めなきゃいかんということ

で、ブロック別に市町村長にお集まりをいただ

いて、そこに知事が行きまして、諸問題の意見

交換とか懇談を行うということをやっておりま

した。

それにつきましては、19年度、20年度の実績

がありまして、その意味では、首長さんとはあ

る程度距離感が縮まったのかなということで、

市町村課的には、その次は市町村職員と知事と

の意見交換ということかなというふうに考えて

おりまして、ただこれは、それだけを、例えば

きょうはどこどこの市町村に知事が行ってそれ

だけやりますじゃなくて、経費節減という意味

もありまして、知事がいろんな市町村に行った

機会に、あいた時間にそこの市町村の重立った

職員といろんな意見交換をやるというイメージ

で考えております。県の職員と知事のほうがま

だ余り意見交換が進んでいないかどうかは、

ちょっと私は……。

あなたはしょっちゅう知事と意見○中村委員

交換をやっていますか。

いろんな業務の関係でレク○四本市町村課長

チャーという形がほとんどでありますが、いろ

いろお話はさせていただいているところであり

ます。

私は、11月定例会の一般質問でも○中村委員

お話ししたんだけど、各部長も本当に知事とそ

ういうのをかんかんがくがくやっているのかと

いう話を一人一人部長に聞いたことがあるんだ

けど、総務部長もやっていますという答弁をさ

れたんですけれども、いろんな職員と話をする

中で、まだ知事と話したことがないというのが

、 。課長クラス 課長補佐クラスでもいっぱいいる

それはおかしいじゃないのと。まず自分ところ

、 、の身内の連中を知って そして市町村だろうし

、こんなことを言うと四本課長怒るかしらんけど

市町村課長の四本課長という名前を知っている

だろうか、知事は。

。○四本市町村課長 五分五分かなと思いますが

一回あなたが歌を歌ったときに、○中村委員

一緒に行ったとき 「あのうまいのは職員け、だ、

れけ」と言ったことがある。その当時は半年ぐ

らい前だったから、いや、１年前か、今は知っ

ていらっしゃるかもわからんけど、まず足元か

らちゃんとやらないかんのじゃないかなという

気がしました。答弁要りません。

そして、市町村課長にまたお尋ねですが、住

民自治の発展・充実ということで、自治会等の

住民自治組織の強化等を図る、これはどういう

ことを考えていらっしゃるんでしょうか。

これにつきましては、従来○四本市町村課長

から別建ての項目の中でやってきておったこと

ではありますが、県の自治会連合会という組織

がございまして、これに対して、一つは、補助

金を出しまして、自治会連合会が自治会長さん

あたりを集めて研修会をいろいろおやりになる

。ということに対しての補助をやっておりました

それから、自治関係の功労者に対して表彰をさ

れるその費用を県のほうで補助するというよう

な内容でございます。

そういう取り組みでしょうか。わ○中村委員

かりましたけど、ただ、この前も２月定例議会

の一般質問で出ていましたね。公民館組織が加

入率が悪い。都城あたりでも60％か70％でしょ
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う。これの啓蒙活動、これが100％近く入って、

自治組織のコミュニケーションがとれていくん

だろうと思うんです。隣の子供も知らんような

状況の中で、一番やらなくちゃいけないのは、

犯罪を防ぐとかいうようなことに関しても、自

治組織の強化、そして全員が加入しなければな

らないような状況をつくっていくこと。私のこ

とを言ったらなんですが、自分の土地に危険物

の置き場を提供しているんです。ところが、60

％、70％しか入ってこない。通行中に車の窓か

ら投げて通る。たまたまうちの前にいる人がま

じめな人で、定年になっているものだから、き

れいにするんですけど、そういうことをやって

いて、危険物じゃない日に危険物を出したりす

る人なんか、あけてみると、証拠が出てきて、

すぐ連絡するらしいんだけど、そういった公民

館に加入しない人たちが一番ルールを守らない

というか、分別収集もしないというか、そうい

うことになるものですから 市長あたりに もっ、 、

と公民館組織に加入するように市で何とか手を

打たないかんのじゃないかという話をすると、

県のほうからもちゃんとしてもらえませんかね

という話で、まず県の広報誌が出ていますね。

あれなんかでも みんな自治公民館に入りましょ、

うという啓蒙活動をやって、その２段階がこっ

ちであろうと思うんです。

２つ今 言いましたけど まず自治公民館を100、 、

％加入するような努力を県も市もあわせてして

いただきたいということがあって、住民自治の

発展が成り立ってくるであろうし、さっき言っ

た、自分ところの県の係長や課長補佐、課長あ

たりと知事とのコミュニケーションが図れるよ

うになって初めてよそに出ていくのが至当であ

ろうというふうに思いますので、答弁は要りま

せんが、そのようにひとつお願いしたいと思い

ます。

関連で１点だけ、知事と市町村職○鳥飼委員

員との意見交換のことでいろいろ今出されたん

ですが、県の顧問弁護士を所管しておられるの

は総務部の中にあるんですか。

県の顧問弁護士といいま○加藤行政経営課長

すか、通常、相談に乗っていただく弁護士さん

は１人いらっしゃいます。

意見交換が十分されていないん○鳥飼委員

じゃないかという話がさっき出たものですから

お聞きするんですけど、例えばこの間のエコク

リーンプラザみやざきの問題で、県が告発する

ということを知事が言われたということなんで

すけど、本会議の中で警察本部長が、新聞記事

でそれを見て大変びっくりしたということで、

不快感を表明したと書いてあったんですが、そ

ういう協議というのを顧問弁護士とやっている

んでしょうか。

通常いろいろな法律上の○加藤行政経営課長

問題については、お願いしています弁護士さん

とも相談しますし、特定の事件というか問題に

ついては、また別途それぞれの課のほうで特別

に、いわゆる顧問弁護士、訴訟等になるときに

は、それぞれの所管でお願いすることがござい

ます。

訴訟になっているわけじゃないわ○鳥飼委員

けですから、県の顧問弁護士は殿所弁護士だっ

たと思うんですが、そこと協議をされている

法律関係者だったら常識なんですけどと県―

警本部長は言っておられたんですけれども、そ

んな協議がされていなかったのかなと逆に不信

感を持ったんです。ということは、内部での協

議が不十分なままに県が告発をするというふう

な発言につながっていったんじゃないかと思っ

ているんですが、そういう意味で、職員との意
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思の疎通で、中村委員が言われたように、内部

での議論が不足しているんじゃないかというよ

うな、本会議の質問、答弁を聞きながら、そん

なふうに思ったものですから、顧問弁護士さん

がおられるのであれば、十分活用していただく

ということで、今も相談に乗っていただいてい

ると思いますけれども、ぜひ十分な相談をやっ

ていただきたいと思います そういう相談をやっ。

ていて、議論をしておれば、県が告発にああい

う形で出ていくということにしますということ

には通常ならないというように、県警本部長の

言葉をかりれば、思いますので、十分顧問弁護

士と協議をする、部内の協議もお願いしたいと

いうふうなことをこれに関連して思ったところ

でした。

関連。エコクリーンプラザみやざ○井上委員

きのことについても同じなんですけど、職員を

公社なりどこかに派遣して、派遣された人が告

発されるかもしれない、そしてまたあのころの

理事長は副知事ですから、告発されるかもしれ

ない、そういう事情になるわけですけど、それ

についての総務部の見解というのはどうなんで

すか。派遣した職員がそうなる可能性があると

いうふうになったら、派遣先である県のほうと

してはどういう対処をされるのか、それは一回

聞いておきたいと思います。

公社に派遣した場合、公社で○岡村人事課長

の業務上の非違行為については、公社としてそ

。 、ういう処分を行うという制度になります ただ

公社に行かれていて、また県のほうに戻ってく

る場合がございます。その場合については、公

社時代でのそういう何か著しい非違行為があっ

たものについて、県職員の身分があるわけです

けれども、県職員としては、そのころの公社時

代の状況をよくお伺いした上で、公務員として

の信用失墜行為とか、全体の奉仕者としてふさ

わしくない行為ということが認められれば、県

に戻った後でも処分というものを行うというこ

とになっております。制度的にはそうなってお

ります。

制度的には確かにそのとおりで、○井上委員

宮崎市の職員もそうなんですが、今回のような

事情が起こった場合に県の派遣しているほうの

側としては、それこそお手腹でどうぞやってく

ださいという状態なんですか。その職員を守る

とかいう方法はないというふうに、公社に権限

があるから公社に任せているので、派遣した側

の県のほうとしては、その職員を守るというこ

とにはならないというふうに理解していいとい

うことですか。

状況についてはまずは公社で○岡村人事課長

把握されて、公社から我々十分、本当にどうい

う非違行為があったのか聞くということをいた

しますので、その段階では、実際そういう事実

があったのか含めて、県としても十分その内容

は吟味しながら、処分が必要であれば処分する

ということになると思います。

宮崎市は、理事会の中で職員のそ○井上委員

のときの状況なり何なりの聴取をしてくれと、

一回その人たちの話を聞いてくれと、聴聞すべ

きだということを主張しておられますが、県の

ほうとしてはそういう考えは全くないと。派遣

した職員は公社のほうの職員なので、県側とし

ては県庁から行った職員に対しては全く、守る

必要はないと言ったらおかしいんですけど、そ

ういう考えだというふうに理解していいという

ことですか。行った先に権限があるからと。

内容については、まずはほか○岡村人事課長

の部のことではあるんですが、外部調査委員会

等でそれぞれの職員から聞き取られていると聞
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いています。今のところ、私どものほうで直接

その内容を聞いてもう一回やるということでな

くて、あくまでも公社で内容を把握していただ

いたものを、それに基づいて公社とも協議しな

がらやるというほうが適切ではないかと考えて

おります。

今回のようなことが起こった場合○井上委員

に、県庁として、県側として、その職員の話を

聞くなどということは一切なかったというふう

に理解していいということですね。

人事課としては特にお伺いし○岡村人事課長

ておりません。

派遣されて行ったほうの人は大変○井上委員

な立場に立たされるなというふうに思うんです

けど、こういうことがまたほかの場合に、公社

に派遣されるようなことがあった場合に、自分

の身分の保障というのはどこがするのかという

のがあいまいなのではないかと思うんです。そ

の辺はこれ以上話しても多分だめなんでしょう

から、終わります。

次に、議案第29号のことですが、人事課にお

尋ねしたいんですが、休憩時間の45分というの

は、私も過去、国家公務員だったので、もちろ

ん理解ができるんですが、県庁周辺のお店とい

うのは、県庁の職員の人や市役所の職員の人、

いわゆる公務員の方たちを当てにしてお店を開

いている方たちもいっぱいいるわけです。最近

、は県庁の職員の人が45分間しか休みがないので

お弁当屋さんは、よく売れる可能性はある。だ

けど、１時間あればお店に来ていただけるよう

な人、何かを注文して待っていただいて、食べ

ていただけるようなお店もあったけれども、こ

の45分間というのは、確かに法律上こうなんで

すけど、少なからず、休息時間とくっつけて１

時間にするなり、何かの工夫がないと、地域経

済に与える影響というのが物すごく大きいよう

な気がするんですけど、その辺の見通しみたい

なものは何かあるんですか。

今回提案させていただいてい○岡村人事課長

ますのは、勤務時間を１日当たり15分短くさせ

。 、ていただくという内容になっております ただ

条例の段階では、８時間を７時間45分にすると

いうことでございまして、休憩時間を、現行45

分を60分にするのかどうかというのは、また今

、 、後 勤務条件にもかかわることだものですから

それぞれの任命権者で協議をして決めていくと

いうことになっております。ただ、原則として

は、開庁時間というのは県民サービス上、変更

、 、は望ましくありませんので 閉庁時間も変えず

昼休みを60分というのが基本だとは考えており

ますけれども、ただ、任命権者によっては、例

えば教育現場とか、そのあたりになると、時間

割への影響とかいろいろありますので、具体的

な割り振りについては、また今後、任命権者ご

。とに決めさせていただきたいと考えております

就労時間が短くなるということに○井上委員

ついては、余りにも働き過ぎるとあれなので、

減るということについてはいいんですけど、少

なからず何かの運用の方法というのを、お答え

は同じでしょうから、いいですけど、場所場所

のこともあるでしょうけれども、運用の方法と

いうのを考えていただけたらと要望しておきた

いと思います。

あちこち質問したかったんで○中野一則委員

すが、それぞれ質問されましたので、１点だけ

関連で質問させていただきたいと思います。議

案第29号のことですが、短縮するということは

わかるんですが、ここに説明として改正理由が

書いてあるわけですけれども、これは単なる経

過が書いてあって、国家公務員に係る法律が一
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部改正された、人事委員会の報告等を踏まえて

国の措置に準じて改正するということで、単な

る経過だと思うんです。短縮という説明、本来

の改正する理由、そこを主体的に県は我々に出

すべきじゃないか、その理由、背景、そのこと

をお願いします。これは理由にならんと思いま

すね。単なる流れが書いてあるだけですから。

失礼いたしました。この理由○岡村人事課長

といたしましては、まずは人事院勧告があった

わけですけれども、人事院勧告のよって立つと

ころは、民間企業の調査を行ったところ、民間

、企業に比べて公務員のほうが少し長かったので

民間の労働時間との均衡を図りましょうという

のが基本でございます。あともう一つ、人事院

の考えとしては、仕事と生活の調和ということ

も勘案して、民間がそういうことであれば、公

務員についても15分間短縮するということが適

当ではないかというのが人事院勧告の趣旨であ

ります。

それを受けて、県職員については人事委員会

が勧告するわけですけれども、人事委員会とし

ても、それが適当ではないかと。国とか他の地

、方公共団体との均衡というのが地方公務員法上

我々の勤務条件を定める上で原則になっている

ものですから、そのあたりを勘案すれば、その

ような国と同様の見直しに向けて検討していく

必要があるというのが人事委員会の報告でござ

いまして、それに基づいて今回提案させていた

だいております。

民間企業との比較で、公務員○中野一則委員

のほうが長かったから15分短縮する、こういう

、 、ことだと思うんですが 県の人事委員会が調査

比較する場合の民間企業とは、県内の民間企業

ということですね。

県内の民間企業です。○岡村人事課長

なのに、国の措置に準じて改○中野一則委員

正を行うというのは主体性がないなという気が

してならんのですが、短縮することに文句は言

わないんですが、その辺のことをまとめて改正

理由を出すべきだ、こういうふうに思います。

こういうのを出すときには事前に我々に説明を

されるけど 全くなかったですね 私にはなかっ、 。

たですがね。事前の根回しをしますがね。こう

いうことこそ資料をもってしてほしいなと思い

ました。

総務課長、62ページの県有施設の○黒木委員

災害復旧費というのが出ています。県有施設で

予定しているところがあるんですか 災害に遭っ。

ているとか、そういうところがあるんですか。

県有施設で災害に遭った場合○馬原総務課長

にそれを充当するということで、21年度の災害

に備えてこの金額を計上しております。

現在は、被害を受けているところ○黒木委員

は残っていないというわけですね。

20年度もございましたけれど○馬原総務課長

も、20年度については20年度の予算で措置した

ところでございます。

人事課長、66ページ、退職手当の○黒木委員

ところで210名予定しているんだけれども、今年

の減額分は１人１人の退職金が少なくなったと

いう意味だったんですか。ちょっと意味がわか

らなかった。

人数的には209から210に、む○岡村人事課長

しろ１人ふえているわけですけれども、ただ、

平均を見ますと、20年度の予算が2,580万余でし

たけれども、21年度の予算では2,480万というこ

とで約100万下がっております。17年度に退職金

の制度改革 これは給与構造改革 あわせてあっ、 、

たんですが、今の制度では、給与構造改革で約

５％給与が下がっているんですけれども、退職
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金については下がった後の額で算定するように

なっています。ただ、経過措置として、18年３

月末で退職した場合は保障するというのがござ

いまして、ほぼ今の退職の方は18年３月末の額

になっております。それについては１年ずつ年

次が下がってきますので、その差額ぐらいが１

人当たり平均が落ちていっているということに

なります。当面はそういう傾向が続くのではな

いかと思います。

県の職員と例えば市町村の職員、○黒木委員

私は日向ですが、日向市の退職者の平均を見る

と、この額よりも高いんです。3,000万近くある

んです。平均すると高いんです。どうして市町

村が高いのかと思ったりするんです。何かある

んですか。計算方法が市町村は違うんですか。

定年退職だけを見ますと、19○岡村人事課長

、年度の平均でことしはやっておりますけれども

平均が2,600万程度でございます。

わかりました。○黒木委員

職員の国内派遣研修あるいは海外研修、それ

ぞれ研修に出されていると思うんですが、今、

研修にはどういうところに、国内、海外、出し

ているんですか。

この予算にかかわるものを申○岡村人事課長

し上げますと、まず国内研修の予算については

自治大学校の研修を上げております。自治大学

校の１年間というコースに１人行っております

し、あとは６カ月研修、短期研修、合わせて予

。 、算では５人を上げております 海外については

毎年、去年と同様ですけれども、６人を自主企

画でヨーロッパとかアメリカとか、そういうと

ころに予定しております。

海外研修に行く方、ある程度若い○黒木委員

方のほうがこれから勉強されると思うんですけ

れども、年齢層というか、どういう皆さん方が

行っていらっしゃるんですか。

20年度を見ますと、一番年齢○岡村人事課長

の上の人は49歳の方がおられましたけれども、

一番若い人で29歳ということで、平均すると30

、 。代後半ぐらい そういう年代の方でございます

関連。海外研修は、自主企画だけ○井上委員

ど ヨーロッパとかアメリカとか 何でそうなっ、 、

ているのか意味がよくわからないんですけど、

というのが、今度の予算の中の一つの目玉みた

いになっているのが東アジア戦略じゃないです

か。この辺とのリンクはどうなっているんです

か。職員研修は職員研修、県政の戦略は戦略、

こうなっているんですか。そこがちょっとよく

わからない。

自主企画は、あくまでも職員○岡村人事課長

が企画するということだものですから 例えば19、

年度で言いますと 中華人民共和国も１人 オー、 、

ストラリアも１人おりました。年によってヨー

ロッパに集中するときとか、アジアが多いとき

とかいろいろございます。県の施策との関係で

、 、言いますと 自主企画ではありませんけれども

例えばクレアのシンガポール事務所、今は行っ

ていませんが、以前、シンガポール事務所にも

派遣しておりました。あとは、上海の外国語大

学で勉強していただいて、その後、上海事務所

に勤めていただくというようなこともやってお

ります。

せっかくなので、費用対効果とい○井上委員

うか、政策的にこれが 私は、研修は行った―

ほうがいいと思うんですよ。外国へ行ったほう

がいいと思う。だけど、固定的にこうこうとい

う、自主企画も大切で、それを認めるというの

も大切なんだけど、県がやみくもに金を出すわ

けではないわけで、それがどうやって政策に生

かされるかということが大切です。年齢構成も
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違っていてもいいし、性別も違っていたほうが

いいし、それはいろいろあると思うんですけれ

ども、何を今回重点的に見てくるかだとか、そ

ういうのもあっていいと。お手腹でなくてあっ

てもいいのではないかという気はするんです。

そのあたりはどうなっているんですか。

確かに、こちらのほうでテー○岡村人事課長

マを設定するというやり方もあるかとは思いま

すが、かなり意識のある職員が応募してきてい

ると思っていまして、例えばことしで言いまし

たら、フィルムコミッションとかの勉強に観光

関係をやっている職員が行ったりとか……（ 国「

はどこですか」と呼ぶ者あり）イギリス、フラ

ンスです。鳥インフルエンザの疫学的調査に、

これも大きな課題ですけれども、タイ、フィリ

ピンに行ったりとか、そういうかなり政策に直

結するような研修をみんな目指していると思い

ます。

何点かお尋ねいたします。まず、○鳥飼委員

人事課長のところから、66ページの人事管理費

の人事給与システム管理事業、これは補正のと

きもちょっとお聞きしたんですが、もう一回お

願いいたします。１億2,705万4,000円というこ

とで、これは新システム開発費だろうと思って

いるんですが、新システムの開発費の額、通年

の管理費の額、契約方法、契約先は富士通だっ

たと思うんですが、契約先、管理の方法につい

て御説明をお願いいたします。

人事給与システムの開発を実○岡村人事課長

は20年度までで終わっております。20年度まで

の開発費全体は３億8,300万でございました。今

度21年度でお願いしておりますのは、それを運

用するものと、それに伴って通常の、例えば率

の変更とか、そういうものは自分たちでやるん

ですが、仮にプログラム変更とか大きなものが

出てきた場合の改修費、そういうものを入れた

金額で今回お願いしております１億2, 7 0 5

万4,000円ということになっております。

これは３つに分かれておりまして、今年度ま

でに終わりますのが人事給与システムでござい

ますけれども、その前に、オンラインシステム

という、職員個人個人が例えば時間外手当とか

を入力するシステム、これは別システムですけ

れども、人事給与オンラインシステムというの

がございます。人事給与オンラインシステムの

維持管理に要する経費が3,104万8,000円でござ

います。そして、今回20年度で開発の終わりま

した人事給与システムの維持管理費が6,585

万6,000円でございます。本年度については、シ

ステム改修費として3,015万円を予定しておりま

して、合計で１億2,705万4,000円ということに

なっております。先ほどは入札のやり方という

ことだったんですが、人給システムを行う場合

には企画コンぺ方式でやっておりまして、その

中で最もよかったところと契約をして開発して

きております。今後の運用については、そちら

のほうで開発したシステムということになるも

のですから、基本的には随契の理由に当たるも

のですから、随契でやっていくという形で考え

ております。

富士通ですか。○鳥飼委員

ＮＥＣのほうでございます。○岡村人事課長

３年間で３億8,300万、今回、改修○鳥飼委員

費も含めて１億2,700万、これは毎年かかるんで

すね。違うんですか。

実は、人事給与システムは、○岡村人事課長

従前は大型コンピューターを使ってやっており

ました。大型コンピューターを使って、要員が

３名張りついていたんですが、年間１億1,500万

ぐらいかかっておりました。これが全くなくな
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るということでございます。かかる経費といた

しましては、開発した初年度だものですから、

維持管理費が先ほど申し上げました6,500万程度

かかっておりますけれども、今の予定では、数

年後には3,000万程度の維持管理費になるんでは

ないかと考えております。それと、プログラム

の改修のために3,000万見ていますけれども、今

回少し特殊要因があって多くございますけれど

も、通常はゼロの年も出てくると思いますし、

予備のために2,000万程度予算化するというぐら

いで今後は推移すると考えております。

そうしますと、今後の運用、この○鳥飼委員

改修が終わったシステムで、例えば10年とかあ

ると思うんですけれども、何年ぐらい見込んで

おられるんですか。

年数については一定程度、10○岡村人事課長

年なのか、そのあたりはまだはっきりと今、固

めておりませんけれども、当面はこのシステム

でいけるというふうに考えております。かなり

大きく改善したパソコンによるシステムですの

で、当面はこのシステムで大丈夫であると考え

ております。

いろいろ聞くと、機械に使われて○鳥飼委員

いるという話をいっぱい聞くものだから、でき

るだけ運用が簡単にできるようにお願いしてお

きたいと思います。

続けていきます。行政経営課、69ページ、行

政管理費の４の市町村権限移譲推進事業費とい

うことで4,200万程度上がっているんですけれど

も、現在の権限移譲の現状について大まかで結

構ですので、お示しください。

20年度現在で移譲事務○加藤行政経営課長

数960事務でございます。

移譲可能事務からすると、大体ど○鳥飼委員

の程度になるんでしょうか。

20年度で2,280事務を対象○加藤行政経営課長

事務としております。

、 、○鳥飼委員 今 ４割ぐらいということですが

今後、予定しておられる事務移譲、今年度、件

数と簡単な事業名とかわかれば何件かお示しく

ださい。

まず、今後の目標という○加藤行政経営課長

ことで説明いたしますと、大綱2007で移譲対象

事務を23年４月１日の目標としまして2,400事

務、そのうち実際移譲する目標の事務を1,200事

務ということでやっておりまして、年々市町村

に働きかけて移譲事務をふやしていこうという

計画でございます。

それから、930事務の中で、事務件数をカウン

トしていきますけれども、予算計上上は、２

万5,700件の事務処理ということでしています。

対象事務を、例えば１事務でＡ市には10件処理

していただくとか、そういったことですので、

先ほど予算計上は幾らかとおっしゃったのは、

２万5,000件を処理していただくということでご

ざいます。930の事務で２万5,000件を処理して

いただくという件数でございます。

単位がちょっと違うようにありま○鳥飼委員

すので、ゆっくり説明してください。

。 、○加藤行政経営課長 失礼いたしました まず

移譲事務数、現在、30市町村に対して930の事務

を移譲しておりまして、予算計上上どれほどの

処理件数かということでございましたので、930

事務について２万5,000件の処理を予定して予算

を計上させていただいております。

なおわからんようになったですけ○鳥飼委員

れども、１事務について受理とかいろいろある

と思うんです。受理だけを市町村にお願いする

とか、いろいろあると思うんですけど、そうだ

とするならば、もっとわかりやすく、県民が聞
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いてもわかりやすく説明をされたほうがいいと

思いますけれども、また後でそれは教えていた

だきましょう。

今の進捗状況はどうですか。宮崎県は進んで

いるかなと、予定どおりかなと、どんなふうに

見ておられますか。

それぞれ移譲している事○加藤行政経営課長

務も違いますので、他県との比較は一概にでき

ないんですけれども、先ほど申し上げましたと

おり、大綱での目標は23年４月１日で1,200を目

標にしておりまして、そのうち今現在930という

ことで、もうちょっと努力はしていきたいとい

うふうに考えております。

、○鳥飼委員 ぜひ努力をしていただきたいのと

１つの事務に４つか５つの委託の種類があると

思うんです。受理、交付決定通知とか、一概に

は言えないと思うんですけれども、市町村のや

る気のほうも大事ですから、そこらもできるだ

け丁寧に説明していただいて、頑張っていただ

きたいと思います。

、 。次は 79ページの税務課にお尋ねいたします

職員費、職員の人件費というのがあります。15

、 、億4,682万2,000円 職員数が208名ということで

前年当初からしますと８億ぐらい減少になって

いるんですけれども 人員的にはどうなんでしょ、

うか。

県税・総務事務所ということ○後藤税務課長

になりまして、県税事務所の庶務担当者が総務

事務センターのほうに異動したということで10

名ぐらい減になっております。

総務事務センターのほうに事務の○鳥飼委員

人が移ったので、総務事務センターができたと

、ころの人数分だけ減になっているということで

実際の課税をされる方とか、徴税される方、係

がありますが、そこの人員体制はどういうふう

になっているんでしょうか。

課税とか納税管理の体制は変○後藤税務課長

わっていないと思います。

わかりました。専門的な仕事です○鳥飼委員

ので、これは人事課長のほうにお願いしなけれ

ばいけないんですけれども、なかなか難しいこ

とではあると思います。３年ないし４年サイク

ルでということなんですが、国税の知識もない

といけないしということで、かなり専門的な知

識が要請されますし、職場的にはきついところ

だと思っています。逆御三家という言葉、私だ

けが知っているのかもしれませんけれども、そ

ういう言葉もあるぐらいですから、ぜひその辺

も御配慮いただいて、大変な900億近い県税を賦

課徴収していただいている部門ですので、ぜひ

バックアップをお願いしたいというふうに思い

ます。

それから、市町村課にお尋ねいたします。86

ページ、住民基本台帳ネットワークシステム事

業費というのが8,333万4,000円あるんですけれ

ども、この概要を御説明いただけますか。

全国でネットワークをつ○四本市町村課長

くっております住民基本台帳ネットワークシス

テムについて、まず全国センター経費というの

が3,800万ぐらいあるんですが、今のところ、国

から地方自治情報センターというところが指定

されておりまして、ここに対して負担金を払っ

ておるものでございます それから 残りの4,300。 、

万余が経常経費でございまして、これは、県内

のネットの監視とか保守について委託しておる

とか、あるいはハードウエアをリースで入れて

おりますので、そのリース代を払ったりとかい

うことが大体の内容になっております。

ソフトも一緒に説明をお願いしま○鳥飼委員

す。
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全国どこの市町村の窓口で○四本市町村課長

も住民票の交付ができるとかいうようなシステ

ム、例えば県のパスポートの窓口で、従来は戸

籍抄本なり住民票を持っていかなければいけな

かったのも、窓口にそのネットワークの端末が

あることによって、そこで住所が確認できる、

住民登録が確認できるということで、一々住民

票を出さなくていいとか、住民にとってのメリ

ットはそういうことでございます。

このネットワークを私は使いたく○鳥飼委員

、 。ないとか 導入当時いろいろ議論がありました

そういうのには無関係で、住民票を登録してお

れば皆さんこの中に組み込まれますという制度

、 。かなと思っていたんですが そこはどうですか

市町村単位で基本的には○四本市町村課長

入っておりますので、個々人の考え方にはかか

わらず、みんなそのシステムに、たしか全国で

杉並区ですか、１団体か２団体かまだ加入して

いないところがあったと思っておりますが、そ

れ以外は全部入っているという格好になってお

ります。

財源のところですけれども、その○鳥飼委員

他特定となっているんですが、御説明をお願い

いたします。

これはその他特定というこ○四本市町村課長

とでの数字ではございませんで、説明の中で前

のページの下の行政連絡調整費からずっと並べ

てそれぞれの予算額全体が書いてあるというこ

とでございます。わかりにくくて申しわけござ

いません。

ハードの更新とかもこの中に入っ○鳥飼委員

ているということですから、コンピューターな

り、ソフトの更新費なりというのは県が全部負

担して市町村に交付する どんなシステムに―

なっているんでしょうか。

システムそのものは国全体○四本市町村課長

のものでございますので、ただ県では、県の中

のエリアの実際のラインといいますか、県と市

町村、あるいはそれを全国に結ぶラインとその

端末、その関係を県でやっておるということで

ございます。

こういうシステムがあるわけです○鳥飼委員

けれども、活用状況についてどんなふうに現在

なっているんでしょうか。

、○四本市町村課長 全国の数字でございますが

国の行政機関等へ年間１億534万件、ネットワー

クを通じて情報提供しているということ、地方

公共団体においては年間388万件の同じような情

報提供がなされています。市町村間では、住民

が転入転出するときの通知をオンライン化して

おりますが、それが年間410万件、あるいは厚生

年金とか国民年金等において年金受給者の現況

確認に利用されておりまして、これが年間

約3,900万件というようなことになっておりま

す。

県内のがあるんですか。○鳥飼委員

本県分が、一般旅券（パス○四本市町村課長

ポート）の発給事務等で年間、予定も含めまし

て１万6,000件、危険物取扱免許の交付事務等で

年間10件程度、恩給の給付事務で年間2,200件程

。度について利用がされているところであります

わかりました。○鳥飼委員

もう一つ 市町村合併支援費というところ 20、 、

億1,445万円あるんですが、国策で市町村合併を

進められてきたという間で、宮崎県も44から30

になりました。今回、清武町で住民投票があっ

て、400票ぐらいの差で合併が選択されたわけで

すけれども、今回の合併について、所見といい

ますか、どんなふうに思われているのか。総務

部長のほうがいいでしょうか。
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経緯を見てみますと、宮崎市○山下総務部長

と清武町の合併の問題は、当初からいろんな議

論はあった中で、町長選挙も経て一たんスムー

ズにいくかというか、予定どおりいくかという

状況だったんですけれども、今回のような事態

になったわけでございます。しかし、結果とし

て、昼のニュースを見てみますと、清武町議会

も議決をされたようでございますが、再度また

合併についての議論がなされたという意味では

よかったのではないかというふうに思います。

ただ、票差があのとおり僅少だったという点に

ついては、合併後、宮崎市としての市の運営上

十分配慮していかないといけないだろうなとい

うふうに思います。

市町村課長、清武町の財政状況に○鳥飼委員

ついてはどんな見方をしておられますか。

県内の町村の中では、いわ○四本市町村課長

ゆる財政力指数は一番高いといいますか、そう

いう意味では、自主財源の比率が県内では相対

。 、 、的に高いということだと思います ただ 逆に

財政力の弱いところ、特に中山間の町村ですと

か、ああいうところは、御紹介のとおり、過疎

債がありましたりとか、いろいろな財政措置が

手厚くされているという面がありまして、逆に

清武町のようなところはそういう特別な措置が

ないという意味では不利といいますか、マイナ

スの面もありまして、清武町の今の財政がどう

かというのはなかなか難しいんですが、余り余

裕があると言える状態ではないというふうに考

えております。

清武町が合併を選択した。これは○鳥飼委員

私の見方ですけれども、合併しなければ辞職し

ますという票がそのぐらいになったのかなとい

う感じも受けているんですけれども、県内の市

、 、町村を見たら 清武町でさえ合併するんだから

ほかの町村は合併せんわけにはいかんわなと、

清武よりかいいところはないと思うんです。そ

んな感じを私は受けているんですけれども。

今回の住民投票を○坂本市町村合併支援室長

見ましても、僅差であったということで、それ

ぞれ住民の方がいろんな意見を持っていらっ

しゃると思います。清武町は大学があり、工場

がありという町でございますが、合併を選択さ

、 、れたというのは やはりそういう町であっても

大きな事業についてはなかなか取り組みがたい

と。例えば、下水道事業についても取り組めな

かったというような背景はございます。そうい

うようなことがあるわけですが、もう一つは、

今度３回目の投票だったと思うんですが、過去

も、僅差ではありますが、合併を志向される住

民の方が多かったという事実はございます。次

に、他の合併をしていない町村でございますけ

れども、基本的には、自主的に主体的に合併を

されるのが一番いいんでしょうから、それぞれ

財政事情等、今後、経済情勢も非常に厳しいも

のはありますけれども、十分にその辺の情報を

住民の方が判断をされて臨まれればよろしいの

かなと思っておるところです。

合併の形としては、私は、中央の○鳥飼委員

広域というのは余りにも広くなったなという感

じがしておるんです。エコクリーンプラザみや

ざきを持ち出すわけではないんですけれども、

余りに大きくなり過ぎて、主体がどこへ行った

かわからんような状況になっていますので、慎

重に考えて、合併の形態というのは、大きいこ

とはいいことだということではなくて、小じん

まり合併するとか、いろんな方法があると思い

。 、 、ます 今後 検証もされるということですので

その検証作業をやりながら、また住民に問い返

。していくという作業をお願いしたいと思います
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合併の事業で20億1,445万円というのがありま

して、この中で大きいのは合併支援事業と新市

町村合併支援事業、それから、利子を補給する

という10億円、あるんですけど、主たるものだ

、 。けで結構ですので 御説明をお願いいたします

上のほうから御説○坂本市町村合併支援室長

明いたしますと、最初の６億何がしでございま

すが、内容は交付金でございます。合併をされ

た大きなものだけで申しますと、宮崎市が田野

の病院に取りかかられますが、これが４億円、

美郷町が去年の積み残しですが、デジタル防災

無線をやられます。その下の３億8,800万円の内

訳でございますが、やはり内容は交付金が主体

でございますが、延岡市の火葬場ほかで１

億5,000万、日南市が電算とか消防の出張所等に

取りかかられますが、それを１億円予定されて

。 、 、おります 一番下の10億円につきましては 昔

高金利、今、５％以上でございますが、平成元

年ぐらいはそれくらいの金利で公的資金が、簡

保資金とかが貸されました。下水道とかは長期

の借り入れでございましたので、まだ残ってお

ります。そういうものに対して、合併された市

町村につきましては、それを無利子で県が貸し

、付けるということで去年から始めておりますが

２カ年事業の２年目でございます。10億円と予

定しておりますが、延岡市ほか５市町村だった

と思いますが、予定をしております。

ありがとうございました。終わり○鳥飼委員

ます。

市町村課長、あなたに集中してお○米良委員

、 。るようですが 私も１つだけお聞かせください

元気市町村支援貸付事業、これは昨年もあった

事業ですか。

昨年も、ずっと前からござ○四本市町村課長

います。

今回10億円の予定をされておりま○米良委員

すが、市町村が当面する課題というのは、ここ

に災害・防災、行財政改革、雇用創出とかあり

ますけれども、むしろ災害・防災対策というの

は公共事業あたりでやれる部分も中にはあろう

と思いますけれども、そういうものも含めての

事業なのか。それともう一つは、地域協働とい

うのはどういうことを想定して言われるんで

しょう。常任委員会資料の８ページです。

、○四本市町村課長 災害復旧等につきましては

当然いろんな補助金とかそういうものの対象に

ならないような、例えば災害時の公共施設等に

係る応急の復旧工事とか、災害復旧事業に付随

して行うような公共事業、あるいは防災のため

の避難所とか救助用ボート等の整備等、そうい

うことが内容になっております。協働を推進す

るというのは、地域住民の活動拠点となる施設

。の整備等を行うというようなことでございます

これは何年前からあるか、私は存○米良委員

、 、じておりませんが 過去の実績がありましたら

また後でいただけませんか。市町村に貸し付け

た……。

市町村別の貸し付けの実績○四本市町村課長

でしょうか。

参考のために、後で用意してくだ○米良委員

さい。

承知しました。○四本市町村課長

これは貸付要綱というのがもちろ○米良委員

ん定めてあると思いますが、それもあわせて。

さっき自治意識の話もありましたが、私は長

い間、県の教育委員会の社会教育関係に携わっ

ておりました関係で、関連して、皆さんたちに

どうかなと思われますけれども、お話を申し上

げたいと思うんですが、今まさに自治意識とい

うのが、市町村課長に言ってもぴんとこないか



- 35 -

もわかりません。というのが、的外れなことが

出てくるかもわかりませんけれども、そのつも

りでお聞きください。今ほど自治意識というの

が薄れてきている時代はないと思うんです。例

えば、市町村の自治の窓口で、自治公民館とか

そういう自治意識を高めていこうという機運が

ありながらも、住民の意識啓発の面から手薄に

なってきたという面があるんです。そういうこ

とを考えますと、これは昔から県の教育委員会

、の社会教育の窓口で進めておりましたけれども

ここらあたりで皆さんたちのほうに移行したほ

うがいいんじゃないかと思うんです。こういう

事業をどんどん取り入れていこうという時代に

なってきましたから、これは後々、県の教育委

員会といろいろ協議を重ねていただきたいと思

うんですが、県の教育委員会の自治公民館活動

とかそういうものになってくると、県の教育委

員会というのは予算のとり方が下手です。私も

そういう経験があるんです。予算をなかなかや

らないんです。市町村課の窓口に移して、自治

意識という一つの機運醸成を高めていくために

も、財政的な面からも支援をしていく面からも

市町村課と窓口を密にしていただいて、これが

結局、防災意識とか防災啓発とか、そういうも

のにつながっていくわけですから、特に効果が

大きいと思うんです。そういう点では、くどい

ようでありますが、もう少しその辺で切磋琢磨

していただいて、県の教育委員会と協議を重ね

ていただいて、特にさっき中村委員からもあり

ましたけれども、自治意識を高揚していく観点

から協議の場所をぜひつくっていただきたい。

お願いを申し上げておきたいと思うんです。

、 、それから このことに関連をするわけですが

以前、平成何年でしたか、竹下内閣のときにふ

るさと創生で１億ずつ配りましたね。あの時期

には、あのときのあの事業というのは、市町村

自治意識というのが高まったりしていろんな事

業をやってきました あれに似通った 県でも30。 、

市町村を対象にそういう事業を一回やってみる

といいんじゃないかと思ったりするものですか

ら、これはなかなかいい貸付事業だなと思った

ものですから、特にそういう観点でお願いやら

意見を申し上げておるわけでありますが、今ほ

どコミュニティー事業関連が必要なときはない

と思うんです。この10億円の貸し付けの内容的

なものを私は見ておりませんが、将来にわたっ

ては交付していくようなやり方もいいんじゃな

いか。くどいようですけど、そういう気がして

ならんわけです。将来にわたるこの事業に対す

るそういう見方 考え方というのは持っていらっ、

しゃいますか。

平成20年度の貸し付けの状○四本市町村課長

況を見ますと、ある程度の部分は、さっき合併

の話でも出てきましたが、昔借りた高金利の国

の資金を繰り上げ償還するのに、この資金は無

利子ですので借りてということで、あと行革関

係だとか、そういうふうな方面にもある程度の

額は使われておりますので、これを将来どっち

の方向に持っていくのかというのはなかなか難

しい面があります。これは一つは、いろんな国

の財政措置があり、県もあるんですが、そうい

うもので最終的に救われないものをある程度何

でも使える的に融通がきく形で市町村のメ

ニューとして用意しているという趣旨がござい

ますので、これを例えば委員おっしゃるような

住民自治のためだけに引っ張っていくかという

、 、と なかなか難しい面もあるかもしれませんが

その辺はまた市町村の意見も聞きながら、将来

ということは考えていくのかなというふうに思

います。
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、○米良委員 さっき出ましたルネッサンス事業

これは自治会の住民意識という、組織の強化等

を図るということが前提にありますね。それと

これと結びつけていくと、おもしろいと思うん

です 今言う貸し付けは市町村単位の窓口でしょ。

う。市町村を窓口にして、モデル的な自治会を

つくってみなさいとか、自治意識の高揚を図る

ためのいろんな事業を起こしてみなさいという

ことで、市町村の窓口に投げて、そして自治会

の強化を図っていくとか、そういうことに結び

つけると、物すごい効果が出ると思うんです。

単なる あなたがおっしゃったけれども 災害・、 、

防災対策というのはどの市町村も一生懸命やっ

ています。金がなくてやれないところもあるか

もわかりませんから、こういうのはあると思う

んですけど、もちろんそれも大事ですよ。もっ

と大事なのは、下部におろさせていただいて、

市町村の自治体で、自治公民館あたりにおろし

ていただいて、そこから盛り上げていくような

機運と事業の展開等やってみたら、自治公民館

活動なるものはうんと盛んになってくると思う

し、より効果が期待できると思うんです。県の

教育委員会はそこまでようやらん。最近、特に

社会教育課から生涯学習課になった。ここまで

言うといかんけれども、暇でたまらんような高

齢者とか奥さんたちを集めてちょっとした学習

会をやってみたり、そういうちっぽけなことし

かしないのよ。昔のような社会教育関係団体を

相手にした自治会育成強化というのは、追いや

られてしまっている。市町村課のこういう事業

を通してそういうものも展開させるといいなと

思うんです。課長、ぜひ私の話を大事にとらえ

、 。てもらって 教育委員会とやってみてください

十分肝に銘じまして検討さ○四本市町村課長

せていただきます。

 75ページ、決算のときに気づ○中野 明委員

かんかったですけれども、予備費の１億円、去

年はどれぐらい消化して、主な内容はどういう

のがあったか。簡単でいいです。

この予備費の額につきまして○西野財政課長

は、今、手元にございませんが、充当先につき

ましては、大きく４つほどございまして、県有

車両による交通事故等の損害賠償金を支払うも

の、管理運営瑕疵事故、のり面が崩れてとか、

そういったものの賠償金、和解金の補償金に措

置するもの、訴訟等に伴う弁護士に対する着手

金、謝金、その他予期しない行政運営経費等に

充てるものでございます。

以上で第１班の審査を終了いた○外山委員長

します。

これより総務事務センター、危機管理課、消

防保安課の審査を行います。

総務事務センターから順次説明をお願いいた

します。

総務事務セン○柄本総務事務センター課長

ターでございます。総務事務センターの平成21

年度当初予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の89ページをお開

き願いたいと思います。総務事務センターの平

成21年度当初予算額は12億386万2,000円でござ

いまして、平成20年度当初に比べ３億6,301

万7,000円、率にしますと43.2％の増となってお

ります。この増額の主な要因としましては、人

件費の増によるものでございます。

91ページをお願いしたいと思います （款）総。

務費10億6,288万9,000円でございます。その主

。 、（ ）なものについて御説明いたします まず 事項

。 、総務事務センター運営費でございます これは

本庁の総務事務センター及び各県税事務所に設

置しています総務事務センターの運営費でござ
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います。予算額は2,720万6,000円をお願いして

おります。このうち、新規事業は、３に旅費事

務効率化リサーチ事業がございますが、これに

つきましては、後ほど御説明させていただきま

す。

次に （事項）健康管理費でございます。予算、

額は6,135万円をお願いしております。92ページ

をお開きいただきたいと思います。２の定期健

康診断事業費でございますが、これは県職員全

職員を対象としました１次、２次の定期健康診

断、３の特殊業務従事職員健康診断事業費は、

放射線業務などの特殊業務に従事する職員を対

象とした健康診断をそれぞれ実施する経費等で

ございます。また、４にございます職員の心の

健康づくり推進事業についてでございますけれ

ども、そのうち（３）メンタルヘルス対策経費

として435万円を計上しております。内容は、職

員研修の実施、相談体制を図るとともに、心の

病によります休職者等の円滑な職場復帰に向け

た支援を行うものでございます。

次に （事項）職員厚生費でございます。説明、

欄２の保健体育施設管理費、これは、職員健康

プラザの建設費を地方職員組合へ償還する経費

でございます。また、４は職員互助会への育成

費でございまして、各種の福利厚生事業に要す

る経費でございます 予算額は１億2,122万9,000。

円をお願いしております。

次に （事項）物品管理及び調達事務費でござ、

います。これは、物品の適正な管理と効率的な

活用を促進し、調達の適正化を図るための経費

でございます。予算額は490万8,000円をお願い

しております。そのうち説明欄２の物品管理シ

ステム指導強化事業につきましては、不適正な

事務処理の再発防止策の一環としまして 平成20、

年度に引き続き取り組むものでありまして、出

先機関への物品管理事務の指導の強化、本庁に

おける総務事務センターでの物品の納品検査の

一元化によりまして、物品管理事務の適正な運

用を図るものでございます。

次に （事項）車両管理事務費でございます。、

これは、県有車両の適正な維持管理、効率的な

運行の指導助言、交通事故の防止などに対する

経費でございまして、予算額は1,117万8,000円

をお願いしております。

次に、93ページにわたって記載してございま

す恩給及び退職年金費でございます。総務費関

係の恩給、退職年金につきましては、元知事部

局職員38名に係る恩給関係の経費でございまし

て、3,842万1,000円をお願いしております。ま

た、警察費のほうにつきましても、同じく恩給

及び退職年金費としまして、元警察職員146名に

係る恩給関係の経費でございます。予算額は１

億4,097万3,000円をお願いしております。

次に、新規事業について御説明いたしたいと

思います。総務常任委員会資料で説明させてい

ただきたいと思います。32ページになります。

事業名としまして、旅費事務効率化リサーチ事

業でございます。この事業は、旅費事務の効率

化を図るため、アウトソーシングを前提とした

新旅費システムを構築するに当たりまして、公

共交通機関、具体的にはＪＲとかバスとか航空

機とか、そういう機関等の効率的、また経済的

な利活用についての調査検証を行うことを目的

としております。旅費の一連の事務におきまし

ては、旅行命令から、どういう交通手段をとる

か、どういう経路をとるか、またとった結果、

旅費の計算とか支払い、精算、審査等の事務が

ございますけれども、費用対効果を踏まえた最

適なシステムを構築していくということになる

と思います。その上で、２の事業概要にござい
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ます、公共交通機関を効率的、経済的に利活用

するための調査検証、また本県に適したアウト

ソーシングはどのようなものが最適なのか、そ

ういう手法の検討を行うための調査委託、それ

から、旅費事務の実態調査としまして、都道府

県で先進的な取り組みをしている県の調査等を

中心に実態調査を行うこととしております。事

業費としまして450万1,000円をお願いいたして

おります。

次に、報告事項について説明させていただき

ます。同じ資料の35ページでございます。印刷

物における一般競争入札（条件付）の導入及び

請負契約の変更について御報告させていただき

たいと思います。まず、１の実施方針と経緯で

ございます。物品の購入につきましては、行革

大綱2007に基づきまして、原則として、一般競

争入札に移行することとしておりました。印刷

物を除く物品の購入につきましては、既に20年

度から段階的に条件付一般競争入札を実施して

いるところでございますけれども、引き続き印

刷物につきましても、21年度から段階的に一般

競争入札へ移行しまして、あわせて印刷物に係

る契約を従来の物品の売買契約という形から、

製造の請負ということに変更することにしてお

ります。

２の実施内容でございます。全体スケジュー

ルは表に示しておりますが、特に今回導入する

部分は、印刷物について、ことしの４月から500

万円を超えるものについて導入しまして、21年

度下期、10月からは250万円を超えるものについ

ても実施していく予定にしております。ちなみ

に、平成19年度、20年度の実績を見ますと、年

間で５～６件程度という形になります。また、

印刷物を除く物品につきましても、表にありま

すように、ことしの４月から順次拡大しており

まして、今回から160万円を超えるものについて

一般競争入札を導入する予定でございます。こ

の一般競争入札の移行に際しましては、スケ

ジュールの表の下にございますように、県内企

業等への発注を原則としておりまして、また印

刷物の契約を製造の請負に変更することに伴い

まして、最低制限価格の導入ということについ

ても、一般競争入札の履行状況を検証した上で

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

次に、出先機関につきましては、まず本庁を

段階的に実施した上で、その後、引き続き出先

機関にも導入を検討していくということにして

おりますが、印刷物を除く160万円の物品につき

ましては、従来、一部出先でやっていた部分を

全部本庁のほうに吸い上げまして、本課のほう

で実施するということにさせていただきたいと

いうふうに考えております。

一般競争入札の導入関係の一連の報告でござ

。 。います これで説明を終わらせていただきます

危機管理課に関する当初○武田危機管理課長

予算につきまして、歳出説明資料と委員会資料

で御説明させていただきます。

まず、歳出予算説明資料の95ページをお開き

ください。平成21年度当初予算の総額は３

億6,115万5,000円であります。平成２0年度当初

予算に比べ625万1,000円、率にしまして1.7％の

減となっております。

次に、97ページをごらんください。主な事業

について御説明いたします。まず （事項）防災、

対策費4,536万7,000円でありますが、これは、

災害に関する情報の収集や発信、県内の防災力

を向上させるための各種施策など、ソフト面で

の防災対策の推進に要する経費で、次の98ペー

ジにかけてお示ししています１から11の事業で
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ありますが、９から11の事業につきましては、

後ほど委員会資料で御説明いたします。

98ページをごらんください （事項）危機管理。

総合調整推進事業費986万円及び（事項）国民保

護推進事業費521万8,000円でありますが、これ

は、危機管理に関する調整、研修、及び災害監

視施設による24時間監視体制に要する経費と、

国民保護計画の普及推進等に要する経費や、国

民保護訓練を国などと取り組むための事業費で

ございます。

改委員会資料の33ページをお開きください。○

。県民防災力向上事業について御説明いたします

この事業は、地域や事業所において災害時に迅

速かつ連携した防災活動を行うための中核的な

人材を育成するとともに、県民一人一人に防災

知識や技術を得る機会を創出することで、県民

の防災力の向上を図ることを目的としておりま

す。事業の中身としましては （１）の防災士養、

成事業でございます。防災活動の担い手である

地域や事業所、ボランティア団体等において、

防災活動の中核となる防災士を幅広く養成する

ものであります。次に （２）の防災出前講座事、

業は、地域や事業所、団体等の要請に応じまし

て、防災士等の防災専門家を派遣しまして防災

出前講座を行うものであります （３）の企業防。

災セミナー事業につきましては、防災の重要性

を認識できるように、事業所を対象に防災セミ

ナーを開催するものであります （４）の市町村。

職員研修事業は、市町村職員に対しまして、よ

り一層の防災知識向上と、地域で主体となって

防災指導を実施できるように防災研修会を開催

するものであります （５）の防災教育支援事業。

は、県内の全小中学校で防災教育を行うために

防災視聴覚教材を作成し、配布するものであり

ます。なお （３）の企業防災セミナーは、来年、

度から新たに実施したいと考えている事業であ

、 、りますが その他の４つの事業につきましては

これまで取り組んできているもの、あるいは一

部拡充して実施したいと考えているものであり

。 、ます これらの事業を体系的に組み立てまして

県民一人一人の防災力の向上を図ってまいりた

いと考えております。事業費は490万2,000円を

計上しております。

続きまして、委員会資料の９ページをごらん

ください。その他の重点事業につきまして御説

明いたします 「宮崎県防災の日」推進事業につ。

いてであります。この事業は、新聞・テレビ広

告、ポスター等によりまして、宮崎県防災対策

推進条例に規定されております「宮崎県防災の

日」に合わせて広く県民に防災に関する理解を

深めていただくとともに、県民参加型の総合防

災訓練を実施しまして、本県の防災力向上を図

るものでございます。事業費は992万円を計上し

ております。

次に、地域防災力向上促進事業について御説

明いたします。この事業は、県内各地域におけ

る防災力の向上を図るために、新たな自主防災

組織の結成や既存の組織の活動の活性化を図る

ことを目的としております。事業の中身としま

しては、市町村が防災意識の高い自主防災組織

に対しまして資機材の整備を実施する場合に、

県が事業費の一部を補助するものであります。

事業費は500万円を計上しております。

私からは以上であります。どうぞよろしくお

願いいたします。

。○川野消防保安課長 消防保安課でございます

消防保安課の平成21年度当初予算につきまして

御説明いたします。

歳出予算説明資料の101ページをお開きくださ

い。消防保安課の平成21年度当初予算の総額は
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５億4,428万8,000円をお願いしております。平

成20年度当初予算に比べ8,701万円､13.8％の減

となっております。

103ページをごらんください。主な事業につき

まして御説明いたします。まず （事項）防災行、

政無線管理費２億6,041万3,000円であります。

これは、防災行政無線等の防災設備の維持管理

や保守委託、設備更新等に要する経費でありま

す。説明欄に、○新総合防災情報ネットワーク新

基本設計事業1,440万円を計上いたしておりま

す。詳細は後ほど御説明いたします。

次に （事項）航空消防防災推進事業費１、

億6,823万4,000円であります。これは、防災救

急ヘリコプターの管理運航に要する経費であり

ます。

次に （事項）消防防災施設設備整備促進事業、

費3,950万円であります。これは、市町村が実施

する消防防災施設等の整備促進や緊急消防援助

隊の体制強化を図るために要する経費であり、

市町村への補助金が主なものであります。

次に、104ページをお開きください （事項）。

。 、消防指導費1,462万8,000円であります これは

市町村に対する消防指導や救急救命士の養成、

消防団員の加入促進等の消防力の強化に要する

経費であります。

次に （事項）予防指導費1,840万7,000円であ、

ります。これは、消防設備士や危険物取扱者の

免状交付、講習等に要する経費であります。

次に （事項）消防学校費3,687万5,000円であ、

ります。これは、消防職員や消防団員等を対象

に、消防学校もしくは現地に赴きまして教育訓

練を実施するために要する経費であります。

次のページの（事項）火薬類取締費80万4,000

円、高圧ガス保安対策費478万4,000円、電気保

安対策費64万3,000円につきましては、それぞれ

取り締まり及び保安指導等に要する経費であり

ます。

次に、委員会資料の34ページをお開きくださ

い。○新総合防災情報ネットワーク基本設計事新

業について御説明いたします。１の目的であり

ますが、総合防災情報ネットワークは、県庁と

出先機関や市町村等を防災行政無線網で結び、

通常は電話、ファクス、各種データ伝送に利用

され、災害時には情報収集や情報の伝達を行う

重要なシステムでありますが、無線機等の老朽

化や周波数の移行及びデジタル化に対応する必

要があることから、全面的に再構築するための

基本設計を実施するものであります。次に、２

の事業の概要でありますが、事業の中で２つの

。 、観点から調査を行うこととしております まず

（１）として、既存システムの課題等の確認を

行います。また （２）として、新総合防災情報、

ネットワークシステムにつきまして、周波数の

移行とデジタル化を前提としたシステム全体の

基本機能や必要とする機能、全体ネットワーク

の構成、通信手段の変更等の基本システムにつ

いて検討したいというふうに考えております。

事業費は1,440万円を計上いたしております。

、 。次に 同じ資料の11ページにお戻りください

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例」について御説明いたします。

１の改正理由でございますが、手数料は、国の

地方公共団体の手数料の標準に関する政令にお

きまして、全国統一して標準額を定めてあるも

のであり、本県でもその額に準拠して定めてお

ります。昨年12月25日に政令の一部改正が行わ

れたことに伴い、使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正するものでございます。２の改正の

内容でありますが、高圧ガスに係る製造保安責

任者または販売主任者試験手数料及び液化石油
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ガス設備士試験手数料並びに火薬類製造保安責

任者または火薬類取扱保安責任者試験手数料の

３種類の試験手数料につきまして、その額を変

更するものでございます。それぞれ額を例示し

ておりますが、高圧ガス製造保安責任者試験手

数料のうち、乙種化学責任者免状など、９件の

試験手数料を変更するものでございます。詳細

につきましては、12ページから15ページに新旧

対照表をつけております。説明は省略させてい

ただきます。施行期日につきましては、平成21

年４月１日としております。

消防保安課は以上でございます。

各課長の説明が終了しました。○外山委員長

、 。まず 議案についての質疑をお願いいたします

、 。○鳥飼委員 92ページ 総務事務センターです

職員の心の健康づくり推進事業というのがござ

います。これは○ではありませんから、継続事新

業ということになると思いますけれども、事業

。概要について簡単に御説明をお願いいたします

職員の心の健康○柄本総務事務センター課長

づくり推進事業870万についての概要を御説明さ

せていただいてよろしいでしょうか。870万は大

きく分けまして、１つは職員相談・ライフプラ

ンセミナー経費ということで149万7,000円の予

算を計上しております。この内容は、職員健康

プラザに非常勤の相談員を１人配置しておりま

して、そのための人件費を計上しているのが主

な予算でございます。次に、健康相談経費とし

まして286万6,000円を計上しております。これ

につきましては、本庁において健康管理医師を

派遣してもらっております。現在のところ、健

康づくり協会から非常勤という形で医師を派遣

してもらっておりまして、日ごろの県職員の健

康管理事業に携わってもらっております。定期

健康診断とか、もろもろの診断をしていただい

ております。この医師の報酬に係る分というこ

とが主なものでございます。もう一つは、メン

タルヘルス対策経費でございます。これが昨年

度新規事業で組み立てまして、ことしも引き続

き行う経費でございますけれども、これにつき

ましても、主なものは人件費という形になって

おりますが、心の病に伴いまして、休職者、病

休者がふえる傾向にございます。したがいまし

て、従来の事業をもう少し拡大、もしくは充実

できないかということで、来年度からは非常勤

の保健師を１人増員する形をとらせていただい

て、充実を図っていきたいというふうに考えて

おります。従来から行っております一次予防的

な研修とかいうものについては、従来どおりの

事業を展開していく予定にしております。主な

事業の内容はそういうことでございます。

休職者、病休者ということで出ま○鳥飼委員

したけれども、メンタル関係の休職者、病休者

の状況をお知らせください。

20年度になりま○柄本総務事務センター課長

すと、１月末現在での数字でございますけれど

も、傷病休暇者の総数45名中26名が精神疾患と

いうデータになっております。また、休職者に

つきましても、１月末現在で総数39名のうち精

神疾患32名という数字でございます。

傷病者ということは、３カ月を超○鳥飼委員

えない場合はいいわけですが、傾向はどういう

ふうにとらえておられますか。重大に受けとめ

ているから保健師を配置するというのがあると

思うんですが、その辺の考え方を御説明いただ

けますか。

私ども、病休に○柄本総務事務センター課長

入る、もしくは傷病休暇に入る前については、

必ずしも一人一人のデータをはっきり把握して

いるわけではございませんけれども、一たん傷
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病休暇もしくは休職に入りまして、復職に当た

りまして、復職支援会議なるものを持ちます。

そのとき、最初、私どもが計画していたのは、

月１回ぐらいの程度で一人一人カウンセリング

して、または専門的な医師を交えて対応してい

けばいいというふうに考えていたわけでござい

ますけれども、やはり１人当たり１回ですぐ済

むというものではなくて、２回、３回繰り返し

たり、もしくは一たん復職しかけていたのが残

念ながらちょっと延びたとかいうことで、月に

予定よりも多く回数を開かなければならないよ

うな状況も生じてきておりました。現陣容の中

で手厚いといいますか、きめ細かい一人一人の

フォローするには無理があるといいますか、も

う少し充実させた休職フォローをしたいという

ことで、今回、保健師を１人、増員をお願いし

まして、円滑な休職に向けての体制を少しでも

とっていきたいというふうに考えておるところ

でございます。

これは補正のときにも申し上げま○鳥飼委員

したから、これでやめたいと思うんですけれど

も、うつ病も未解明な部分があって、私、この

間 ＮＨＫの特集を見たんですけど 初診で行っ、 、

、て３つ以上の薬を処方する医者には行くなとか

そういうのを専門医の方が言っておられるんで

す。それほど、うつというものの病気の広さと

いうか、全体的にドクターの中に広まっていな

いというか、周知されていない。精神保健セン

ターの所長をしておられた方が開業されて丁寧

な診察で有名になっておられますけど、解明さ

れていない点もあるわけで、今、課長が言われ

たように丁寧な処遇、丁寧な相談、いわば寄り

添うような形で復帰を果たしていくということ

が大事だと思っていますので、ぜひ御配慮をお

願い申し上げたいと思います。

消防保安課にお尋ねいたします。103ページの

消防防災施設設備整備促進事業費というところ

で消防広域化等体制強化促進事業3,950万という

のが出されておりますけれども、この概要の御

説明をお願いいたします。

これは、市町村の消防防○川野消防保安課長

災関係の施設につきまして、その強化を図ると

、 、いう観点から 補助金を主に出しているもので

事業的には、大きく言いまして３つの事業から

成り立っております。まず１番目が常備化促進

対策ということで、県内に７町村ほど非常備町

村がございますが、その常備化を図ろうという

ことで、１町村当たり100万円、合計700万円ほ

ど補助することといたしております。２番目に

消防防災施設等整備ということで、消防関係の

資機材、消防ポンプ車であるとかホースである

とか、そういうものに対して補助しようという

ことで、３分の１補助ということで、この予算

。 、が3,050万円ございます ３番目といたしまして

緊急消防援助隊の資機材の整備ということで、

全国的な大規模災害に備えるため、各県に緊急

消防援助隊、登録がございますが、その関係の

資機材を整備するための補助ということで100万

円、これも３分の１補助でございます。

防災設備資機材、３分の１補助と○鳥飼委員

いうことですけど、資機材の充足率は８割ぐら

、 、いだったか ９割だったかなと思うんですけど

平均で結構ですけれども、県内の９消防本部あ

ると思いますが、お知らせください。

18年度の調査結果で申し○川野消防保安課長

上げますと、車両につきましては95％、消防水

利71.3％、消防職員につきましてが68.1％、そ

ういう数字が出ております。

機器については95％、水利が71％○鳥飼委員

ということですけれども、機器についてはおお
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むね整備されているのかなと思うんですけれど

も、要員については68％ということですから、

全国平均からしてもかなり低いというふうに

思っておりますが、今進められている消防広域

化の事業、いろいろ議論されておられます。本

会議でも議論になりましたけれども、現状の御

説明をお願いします。

広域化計画の進捗状況と○川野消防保安課長

いうことでよろしゅうございますか。御存じの

とおり消防広域化計画につきましては、昨年３

月に推進計画を定めたところでございます。こ

の中で、１消防本部と３消防本部体制というこ

とで、意見の一致を見ずに２つの方法を記載し

たところでございます。今年度、年内に推進計

画では組み合わせについて決定ということで書

いてございましたが、現段階でまだ組み合わせ

が決定していないという状況でございまして、

現在、関係消防本部、消防長でございますとか

そういったところと一緒に意見交換をやってい

るという段階でございまして、現段階でまだ意

。見の一致を見ていないという状況でございます

いましばらく時間がかかるのではないかという

ふうに考えております。

２月４日だったと思うんですけれ○鳥飼委員

ども、私、消防庁に行きまして、いろいろとお

話を聞いてまいりました。画一的に国が10年前

ですか、広域化をやって、９に宮崎県はなった

と思うんですけれども、今回、１ないし３、30

万市民に１消防本部をというような目安を出し

ておるわけですけれども、そのほうが効率的で

はないかと。しかし、宮崎県のように広いとこ

ろ、そして実質的に要員が50％を切っていると

ころもあったんじゃないかと思っているんです

けれども、そういう状況の中で一元化していく

ということについては、十分機能しないのでは

ないかということを申し上げましたら、整備指

針にも、各県の実情に応じてやっていただいて

結構ですというふうに説明があったんです。国

は責任とりたくないから、ああいう項目を入れ

ているんだというふうには思っているんですけ

れども、しかし、今ある９消防本部を仮に３つ

にした場合、中央は、県が想定しているあの中

では、宮崎市郡、東諸県、児湯郡、西都市とい

うことになるわけです。日向から北が全部１カ

所、南が１カ所ということになるんだと思うん

ですけれども、果たしてそれで、山とかいろん

なところがあるんですけれども、過疎地域もあ

りますし、消防団との関連もあって、十分機能

しないと私は思っているんです。

、消防庁のことし１月１日現在で広域化の計画

例えば北海道は68あるのを21にするとか、青森

は14あるのを６にするとか、岩手は12あるのを

８にするとかいうのが並んでおりまして、九州

はまだ出ていないところもあるようですけれど

も、熊本が13カ所を４カ所にするとか、九州は

意外と１カ所とか出ているんです。ただし、鹿

児島県は19あるところを７カ所という計画に

なっているようです。もっと現場の声を聞くべ

きだと思っているんですけれども、本来、自治

事務ですから、市町村の声をもっと聞くべきだ

というふうに思っているんですけれども、基本

的な考え方を、何回かやりとりしたことがあり

ますけれども、お尋ねしたいと思います。

現在、39都道府県で推進○川野消防保安課長

計画が定められているところでございまして、

そのうち、本県を除きますと、11団体が１消防

本部という体制でございます。委員言われたと

おり、30万以上ということを一つの目標という

ことで国は基本指針に書いておりまして、30万

未満でも地域実情等ございますので、30万人が
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絶対というわけではないというふうに私どもも

考えてはおります。

ただ、議論をしていきまして、すべての消防

本部の意見の一致を見る、共通認識を持つとい

うことが大事だというふうに私ども考えており

ます。したがいまして、現在は、その実情を一

番知るというのは消防長でございますので、そ

の前は検討委員会という形で作業部会等を踏ま

えてやっておったんですが、現状を一番知ると

いうのは消防長、現場を掌握していらっしゃる

消防本部の長である消防長であるというふうに

考えておりまして、消防長を中心とした意見交

換会というのをフランクな形でやろうじゃない

かという形で、今、何回かやっているところで

ございます。そういう状況でございます。

広域化については、元来は消防事○鳥飼委員

務というのは市町村事務ですね。それを県が、

国からこういういうのがあったものだから、指

針とか出たものだから、やっているというのが

現状であると私は思っているんですけれども、

最初の声を大事にしないといけないと思ってい

るんです。どうしても県が押しつけてしまうよ

うな形に結果としてなっているんじゃないかと

いうことを私は心配しているんです。私も去年

の９月の代表質問で、広域市町村圏といいます

か、日向でしたら日向・入郷というような形、

日南の場合は日南・串間というのが一つの単位

になるのかなと想像して、頭の中に描いてもそ

ういうふうになるのかなと。そうすると、医療

圏と一緒で７消防本部、老人福祉圏と一緒、広

域市町村圏と一緒というふうなことが、消防業

務の地産地消じゃないですけれども、その地域

でそれを実施していくということが一番いいと

思っているんです。そこでお尋ねしますけれど

も、例えば１消防本部なり３消防本部になった

場合の自治法上の責任体制はどういうふうなこ

とを想定しておられるのか、お尋ねしたいと思

います。

消防広域化の方法として○川野消防保安課長

は３通りほどあるんじゃないかと考えておりま

す。まず１番目が事務委託を行う方法、これは

宮崎市等が国富 綾等から事務委託を受けて行っ、

ておりますが、１つの市が委託を受けてやると

いう方法でございます。２番目が一部事務組合

方法でやるという形で、これは西諸広域行政組

合等で行われている方法でございます。３番目

が広域連合という形で、一部事務組合と似たよ

、 、うなところがございますが そういう形でやる

。この３つの方法が考えられると思っております

、広域化した場合にどの方法でやるかというのは

この３つの方法のメリット・デメリットござい

ますので、それをそれぞれ十分に検討した上で

選択されるのではないかというふうに考えてお

ります。

、○鳥飼委員 それぞれ長短あると思うんですが

スムーズといいますか、円滑に運営されている

、 、ときはいいんですけれども それが何かあって

どこに責任があるのかという場合になったとき

に、例えば広域連合にしても隔靴掻痒といいま

すか、議員はどうやって選ぶのか、２段階の２

階でやっているようなことですから、そうなる

と責任体制というのが極めて不明確になるん

じゃないかと。私どもは、今回のエコクリーン

プラザみやざきの問題から学ばないといけない

と思っているんです。当初、エコクリーンプラ

ザみやざきのスタートの前に、宮崎県は３ブロ

、ックのごみ処理方式というのを出してこられて

議会とも議論をいたしまして、見切り発車で中

央地区がなった経緯があります。それ以外につ

いては広域市町村圏単位ということで今、整備
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をされてきているんですけれども、そうなって

きたときに、それぞれの事情があったんでしょ

うけれども、結局、今起きている事態というの

は、だれが責任をとるのかというような議論に

なっていると思うんです 当初県は 県だけで30。 、

、 、万トンでしたか 産業廃棄物を処理するという

市町村は市町村で一般廃棄物を処理するという

ことで計画が進んできたのが、いつの間にか一

緒になってしまったわけです。広域の中央地区

が一緒になってしまって、そして今こんな問題

が起きていて、どっちが責任とるかと大騒動で

す。余り市町村の事務に対して 県が消防を―

やりますなら別ですよ。宮崎県消防というのを

つくるということであればまた話が変わってき

ますけれども、私は、そういうことも踏まえて

慎重に対応すべきだというふうに思っておりま

、 。すけれども 総務部長の考え方をお尋ねします

私が着任する、あるいは消防○山下総務部長

保安課長が着任した時点でこの計画は決まって

おりました。改めてこの１年の流れなりあるい

は市町村の消防長さんなりの反応、特に宮崎市

さんの反応というふうに見ておりますと、おっ

しゃるとおり、確かにそれぞれの市町村の基本

的には自治事務、恐らく自治事務の核になる仕

事だろうと思いますので、私どもとしては、基

本的に市町村がお決めになることだという立場

は変わりません。その場合に、では将来的に、

それぞれの市町村の消防体制が今の財政状況な

りあるいは人口の動きなり、こういったことで

本当にこれでいいのかという思いはあります。

そことの兼ね合いの中でこういう広域化という

のは、ある意味、避けて通れないところではな

いかと思います。ただしかし、そのときに、例

えば地形的な条件とかそういったことを全く無

視して、一律に１消防本部だとかあるいは３つ

だとかいうことは必ずしも適当ではない。そう

いう意味では、既にあった計画ではありますけ

れども、将来的にそれぞれ市町村の力といいま

すか、そういった状況を見ながら、どこに移す

かというのは、結論を先に出さずに、少し幅広

い立場でそれぞれ市町村の消防長さんたちとは

議論をする予定です。

ただ、どうしても、例えば１消防本部体制と

なると、今、一番充実しているところが一見、

割りを見る。例えば１だとすると、宮崎市が一

番充実しているわけですけれども、そこの消防

力がある意味分散される。例えばそれを３つに

、 、 、 、した場合には 中心となる都城 宮崎 延岡が

ある意味、消防力を薄くするという状況は、割

れば割るほど、それぞれ中心となるところは出

てくるという状況は変わらない。そんな中でこ

、の結論をどんなふうに持っていくかというのは

十分話し合いをしたいと思っております。

ぜひ慎重の上にも慎重に対応して○鳥飼委員

いただきたいと思っております。救急と密接に

かかわりますけれども、これは総括のときにや

らせていただきたいと思います。

その他の報告事項についてござ○外山委員長

いますか。よろしいですね。

以上で第２班の審査を終了します。

暫時休憩いたします。

午後３時９分休憩

午後３時20分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

、各課ごとの説明及び質疑が終了しましたので

これから総括質疑を行いますが、その前に財政

課長から一言あるようですので、西野課長、ど

うぞ。

財政課の歳出予算の内容につ○西野財政課長
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きまして、先ほど中野明委員から御質問があ

りました予備費の関係で御説明させていただき

たいと思います。19年度で申しますと、交通事

故等損害賠償訴訟関係等々、合計26件で1,749

万4,000円を執行させていただいております。な

お、過去５年間、予算額は１億ですけれども、

最高が5,600万余を執行したこともございます。

では、総括の質疑がございまし○外山委員長

たらお願いいたします。

代表質問でお聞きしましたので、○井上委員

これも重複するところがあるんですけれども、

きょうの審議を聞いていてもやはり思うんです

が、予算の透明化というか、意思決定過程とい

うのが大分今回違ってきたというふうに思って

います。そういう意味では評価しているんです

が、予算の編成の仕方、再度お聞きして恐縮で

すが、事業部制にされるという、そういうお考

えはないでしょうか。

本会議でもお答えしたと思う○山下総務部長

んですが、いわゆるキャップ制というもので、

それぞれの事業部にあらかじめ、全額というこ

とではなくて一定の枠を与えて、その中は基本

的にそれぞれの事業部で、事業といいますか、

それぞれお組みになって、一定の範囲で査定の

分を別に設けるというような、そういう方式に

するつもりはないかということですけれども、

既に幾つかの県でそういう試みをされている県

はあるかと思います。一長一短ございまして、

特に財政の厳しい折に、それぞれの事業部のあ

る意味、既得権の部分をそれなりの範囲で確保

しておくということが今後とも許される情勢か

どうかというのが一つはデメリットとしてある

んだろうと。一方で、それぞれの事業部がある

意味、イニシアチブをとって、自分たちで、組

、みたいようにと言うと語弊がありますけれども

沿ってやるという意味では、それぞれの職員の

やる気を引き出すというところはあるかと思い

ますけれども、現時点では現行の方式で考えて

おりまして、将来的な検討課題であるとは思っ

ております。

、 、○井上委員 午前中 私も申し上げましたけど

本来、予算の執行は、置かれている経済状況に

応じては、柔軟に対応できたり、工夫性とか創

意性みたいなのが出るといいなと思うんです。

例年と同じような予算書をずっと見続けていく

と、今のような状況のときには、ここに集中的

に金を使ってほしいのになと言っても、予算書

を見る限りは余り変化はないというふうに思う

んです。歳出の削減含めて努力はしたんだと言

われても、私たちから見ると、財政課長が、こ

れはマル、これはバツみたいな感覚というのが

ずっと残ってくるのかなという気がしてならな

い。西野課長がそうしたということじゃないん

ですよ。総務部がそうやって鉛筆なめながら、

これはマル、バツというふうにだったら、もう

少し予算の執行の仕方については、経済の状況

によっては違うような執行の仕方というのは

あってもいいのではないかと。先ほど言いまし

たとおり、それはあってもいいのではないかと

思うわけです。

事業部制のいいところは、無駄を省いた分は

自分たちのほうに予算としてまた返ってくるの

で、本来必要なものについては本来必要なよう

に使える。努力した分は努力した分で返ってく

るということもあるわけで 佐賀なんかはちょっ、

と激しくて、人件費を削減したら、その分が予

算化できるのでということもあって、好ましく

ない面もあるのかもわかりませんが、そういう

意味で言うと、客観的に見たときに、総務部が

予算執行のあり方について、もうちょっとめり
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張りがあるような予算の組み方というのはでき

ないものなのか、本当にできないものなのかど

うか、そこが知りたいんですけど。

難しい御質問なんですけれど○山下総務部長

も、今の予算の策定の中でもキャップ制の長所

を取り入れたようなところもございまして、ス

クラップ・アンド・ビルドは、全庁的に一定率

キャップをかぶせて、そこからシーリングやっ

てという部分ももちろんございますが、一方で

それぞれの部は既存の予算の中でスクラップ・

アンド・ビルドというのを当然やっておりまし

、 、 、て スクラップする分 ビルドする分について

少なくとも財政当局といろんな議論をしていっ

て、そしてビルドする分で本当に全庁的に見て

選択と集中で集中するべきものがあれば、当然

ほかのところのスクラップ分を持ってきたりす

ることもございますし、そういうところではそ

れぞれの部の意向も十分尊重しながら、議論を

しながら、選択と集中を生かしているという部

分は今でも十分やっているというふうに思って

います。ただ、集中できる財源が非常に限られ

ているというか、状況的にはそういう状況でご

ざいます。

この話をすると必ず義務的経費、○井上委員

本来支出しないといけない部分というのは幅が

あって、実際使える部分というのが非常に限ら

れていて小さいので、それをちょっと動かす程

度なんだみたいな話になるので、予算の話にな

ると必ずそういう話になると思うんです。今回

も基金の取り崩しをして、あと161億しか残りま

せんよというふうに、補正で少し来たので222億

になりましたみたいな話をされるわけです 先々。

において非常に心配なのは、国との関係という

のは依然として変わらずです。国と都道府県と

の関係というのは今のような状況です。そこが

変わらないので、一律、国がつくっているよう

な予算と同じような感じで各都道府県がつくれ

ば 一緒じゃないのかと思うんです 財政がこっ、 。

ちがなくなれば、こっちが負担を受けて、そし

てまた同じ。好景気になるというか、税収入が

いっぱい上がって都道府県に金がいっぱい来る

時期が来るのかと言われると、なかなか難しい

と思うんです。

うちの県の財政の大方は総務部が握って、使

える部分の大半を総務部が握って、そこを責任

を持ってチェックしているわけだけれども、だ

からこそ、違う金の使い方の議論ぐらいは一回

してもらってもいいのではないだろうかと思う

んです。従来の予算の組み立ての仕方、ちょっ

と削減しました、ここが減りました、ここがこ

うですというのは基本的にあったとしても、私

が県議会議員になって以降で、余りよくわかっ

ていないんですけれども、予算書を見る限りに

おいて、ちょっと変わったなみたいな刺激的な

予算書にはなかなかなり得ないというふうに思

うんです。経済状況によって、うちの予算書は

変わったというのがちょっと見られない。そこ

が残念な気がするわけです。その辺についての

議論というのは全くできない、そういう余地が

ないというふうに考えたほうがいいということ

ですか。

さきの予算の歳出の補正でも○山下総務部長

ごらんいただきましたように、非常にタイトと

いいますか、全体として厳しい状況になってお

りまして、その中で何を動かせるかというと、

例えば義務的経費のところの人件費は、職員を

、半分にしてとかいうことが許されるかというと

マンパワーの供給というのがある意味、公務の

義務でもございますので、そんなむちゃなこと

。 、 、はできない 一方 公共事業費につきましても
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当然、一定の公共投資はしていく。県の産業構

成上、一定の公共事業を財政投資としてやって

いかないといけない。いろんな縛りがある中で

今の財政が構成されている。大枠としてはそう

いうことでございまして、それを全部チャラに

してというのはなかなか厳しいというのが本音

でございます。

ただ、その中でも、１年、２年で変わるもの

ではないんですけれども、社会情勢の変化に応

じて大きく予算の分野の重点を変えるとか、そ

ういったことは長いスパンで見ればあり得るか

もしれません。例えば、教育費と土木費の割合

とか、あるいは商工費の割合とかいったのは、

それぞれの構成割合を経年で長いスパンで見て

みると、相当変わってきているというのは事実

です。ただ、年々の予算で見ていると、確かに

変化はないように見えるかもしれませんけど、

それを10年とか20年とかいうスパンで見てみる

と、相当変わっているというふうに私は認識し

ています。

私は、ゼロ予算は物すごく評価し○井上委員

ているわけです。これは創意工夫、職員の方た

ちの努力によって、ゼロ予算というのは、今回

出ている分だけでもすごくいいですね。新規も

重点事業も非常にいいと思うんです 努力が実っ。

た形で表に出ているというふうに思うんです。

これを対価として経済的に考えたら、億単位の

金にもなると思うんです。そういうことは確か

にやられているというふうに思うんですけれど

も、結局は、限られた予算の中でどう使うかと

いうことについての議論がもっとされてもいい

のではないのかなと。壇上で私は申し上げまし

たが、おりてからでしたか、死にそうな人にか

たい御飯をやってみたって、食べられないんで

す。宮崎県の経済状況の中で、何に今、金を出

したほうが宮崎県の景気が浮揚していくのか、

経済状況がよくなっていくのかというときの、

メッセージ性の高い予算書であってほしいとい

うのが私の考え方です。

産業活性化の特別委員会に知事がお見えに

なったときに、1,000人のために113万人の県民

を犠牲にはできないと言われて、あれは予算が

ないんですよということをメッセージされたと

いうのは、前回の補正のときにも申し上げまし

たが、そうだと思うんです。そういう言い方だ

と思うんです。でも、だからといって、本当に

やれないのか。知事がそういう意識があったら

やれるんじゃないのかなと、もっとメッセージ

は高く県民に言うことはできたのではないだろ

うかという思いが逆にするわけです。もっと早

くもっとやれる、的確な経済対策の方法という

のはあったのではないかというふうに逆に思う

んです。

何時間議論していても、これはずっと平行線

で、私は予算編成のほうに入ったことがないの

で 審査するばかりで そこがないので わかっ、 、 、

ていないのかもしれないんですけど、今後、予

算の組み方についても、執行の仕方についても

少し工夫というか、そういうものが必要なので

はないかなと。県民政策部との議論もあるのか

もしれませんが、各部とも議論する必要性とい

うのはあるんじゃないかと思う。総務部が切っ

。たというと非常に厳しいのかもしれないんです

各部が持っている予算を切ったりすると、大変

なのかもしれないけれども、議論の上に立って

はそういうことも必要な場合はあるというふう

に考えてもいいのではないかと思うんです。各

部が自分たちの既得権だというふうに言われて

しまうと、なかなか先に進めないかもしれない

けれども、既得権でないということも含めて議
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論する必要性というのはあるのではないかと思

うんです。お答えにくいと思うので、それ以上

は……。

、 、それから 私は林活議連にいるものですから

気になるのが森林環境税です。県民の皆さんに

、 。御協力をいただいて 実際取っているわけです

取られているほうの側は、山のために使われて

いると思っているわけです。山がよくなる、そ

こに働いている人たち、そこに住んでいる人た

ちにとって効果のあるお金の使い方がされてい

るというふうに実際思っているわけです。感覚

的に、私たちはそういうふうに理解しているわ

けです。そのために、ワンコインかもしれない

けれども、税金を払っているということです。

何か一般財源と見間違うような形で組み込まれ

ているんじゃないかと、信念的に疑いを持って

いるわけですけれども、それについてはいかが

なんですか。

森林環境税につきましては、○後藤税務課長

個人県民税の中で一緒に市町村のほうで徴収し

てもらっております。別枠といたしまして、毎

年２億3,400～２億3,500万ぐらいの額が森林環

境税の使途ということで事業があります。事業

といたしましては、森林づくりとか、そういう

事業がありますけれども、そういうことに使っ

ております。

本来、県のもともとの事業として○井上委員

やればいいのを森林環境税でやろうとするとこ

ろは、一般財源化されているのと同じような使

い方じゃないのかということを聞いているんで

す。

、○後藤税務課長 申しわけありませんけれども

森林環境税の使途につきましては、環境森林部

ということでありますので……。

県税の中にぶち込んでしまうとそ○井上委員

んな感じになって、その使途についても設けら

れているから、的確に使われておりますよと言

われれば、それまでなんだけど、山についての

効果は本当に上がったと、これは別税で取って

いるわけだから、効果のあらわれている税金な

のかどうかというチェックはきちんと、県税で

あっても、中に入れ込んでしまって、一緒くた

でわからなくしてしまうというのは問題がある

のじゃないかということは提起しておきたいと

思います。

総務課長にお尋ねしておりません○鳥飼委員

でしたので、お尋ねします。総務課の予算が15

億ということでございます。その中の文書費と

かいろいろございますけれども、財産管理費の

ところが一番大きいのかなと思います。そこ

で､60ページの庁舎公舎等管理費のところでは、

職員共済住宅の返済分の関係で５億ほど減に

なっておりますという説明がございました。東

京ビル運営費は指定管理者の委託料かというふ

うに思うんですけれども、ほぼ変わっていない

と。消防設備管理費も同額、電話設備管理費、

いずれも業務委託だというふうに思っているん

ですけれども、以前に、人件費がほぼ大半を占

めておりますのでということで、最低制限価格

をというお話もしたんですけれども、今申し上

げたところ、庁舎公舎等管理費のところと消防

設備管理費、電話設備等管理費は委託契約とい

うことになっているだろうと思うんですけれど

も、そこを御説明いただきたいと思います。

まず１点目の庁舎公舎等維持○馬原総務課長

管理費でございますが、全体で５億564万7,000

円を計上しておりまして、全体では、前年度と

比べまして約900万ほど増加しております。この

中身につきましては、主に清掃・警備等、いろ

いろ法律で規定されております保守点検等、こ
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れが２億9,900万余でございます。本庁、出先等

の光熱水費が１億8,700万円、総合庁舎につきま

して駐車場を借り上げているところ、延岡と高

鍋がございますけれども、これが合わせまし

て368万4,000円ということでございます。予算

額の一番大きいのが清掃・警備等の委託でござ

います。これが先ほど申し上げました２億9,900

万余でございますが、前年度と比べまして560万

ほど増加いたしております。場所が固定されて

おりますので、それほど大きな要因はないんで

すけれども、主にこれにつきましては警備業務

で、県庁に来客が多いということで、従来から

警備を増員しておりますけれども、これを今年

度当初予算から組ませていただいたと。これ

が480万ほど当初から予算化させていただいてお

ります。

、２点目の電話設備等の管理費でございますが

これが1,133万9,000円で、前年度と比べまして

約480万ほど増加しております。主な増加要因で

ございますけれども、電話料につきましては、

営繕課のほうで集計して、総務課が一部を払っ

ているというのがございますけれども、集中管

理分のほうを約120万ほど増加していただいたと

いうことが１点でございます。それから、ＮＨ

Ｋの受信料がございますけれども、本庁につき

、 、ましては 総務課で一括して払っておりますが

ことしの２月からＮＨＫの受信料の徴収方法が

若干変わりまして、事業所については、２台目

以降契約する場合はその分が半額になるという

、 、制度になりまして こういうことに伴いまして

出先も含めて総務課で支払う。出先につきまし

ても、建物ごとに２台目の場合はそれが半額に

なるということで、総務課で一括計上しており

まして、この分の予算増が約240万ほどで、総務

課のほうはふえておりますけれども、出先のほ

うのＮＨＫ受信料の支払いはなくなるというこ

とで、一応節約を図るというふうな形にしてお

ります。

警備・清掃などの人件費、その辺○鳥飼委員

の業務日誌のチェックとかもされておられると

いうことでしたので、人件費にしわ寄せが行く

ことのないように目配りをお願いしておきたい

と思います。

その他ございますか。○外山委員長

 総務部に、予算をつける立場○中野 明委員

、 、として要望しておきますけれども やっと今度

、 。香港 上海物産展等の新規事業が出ております

東アジアというのは、やり方によってはいろん

な形で出てくると思う。ただ、見ていると、林

務は林務で売り方を始める。最初驚いたのは、

。林務はまた別に事務所を構えるという話だった

既に上海はあるじゃないのと言って、やめたか

やめさせたかわからんけど、みんな、農政は農

政、ばらばらしておっても 特に何でもかん―

でもウエルカムだから、その気になってしてい

ても、特に東南アジア関係は、国際政策じゃな

くて、物を売り込むか、来てもらうかの話だか

ら、貿易協会とかも含めて、予算をつけるほう

もただ単発でつけても、本当は県民政策部の話

かと思うけど、ぜひその辺を考えて、効率の上

がるような……。中にはいっぱいそこにおらん

でも、観光協会なんかが行っておって、実態を

知っておる人たちもおるから、外国に２年行っ

ておったりした人たちもおるわけだから、ぜひ

組織を効率的にやるように、今度上海のあれを

見たら、商工観光労働部の商業支援課か、アド

バイザーをつけてどうのこうの、そんな話じゃ

ないと思うんだけど、ぜひ一回予算をつける立

場として議論してください。

一般質問や代表質問、この前、終○中村委員
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わったわけですけど、途中で知事に言ったんだ

けど、国の動向、他県の動向を見ながら考えま

すとか 自分で考えろとはっきり言いました―

けど、皆さん方がそういう答弁書を書くじゃな

いですか。他県の動向とか国の動向とか絶対書

かせたらいかん。基本的に、自分の県のことは

自分で考えなさい。他県、国の動向を見ながら

、 。処理しますとか そういう答弁書はないと思う

今度もう一遍あったときは厳しく一般質問で言

おうと思います。お願いしておきます。

では、その他よろしいですか。○外山委員長

以上をもちまして、総務部の審査を終了いた

します。執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時49分休憩

午後３時52分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

明日の日程についてでありますけれども、午

前10時から県民政策部の審査を行うことといた

します。

本日は以上で終了します。

午後３時52分散会
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平成21年３月11日（水曜日）

午前10時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

県 民 政 策 部 次 長
渡 邊 亮 一

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
宮 田 廣 志

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 土 持 正 弘

部参事兼秘書広報課長 緒 方 哲

統 計 調 査 課 長 橋 本 江里子

総 合 交 通 課 長 渋 谷 弘 二

生活・協働・男女参画課長 髙 原 みゆき

文化文教・国際課長 福 村 英 明

人権同和対策課長 酒 井 勇

情 報 政 策 課 長 渡 邉 靖 之

中山間・地域対策室長 後 沢 彰 宏

広 報 企 画 監 亀 田 博 昭

交通・地域安全対策監 黒 木 典 明

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

委員会を再開いたします。○外山委員長

当委員会に付託をされました当初予算関連議

案等の説明をお願いいたします。

今回提案しております議○丸山県民政策部長

。案につきまして概要を説明させていただきます

県民政策部からお願いしております議案は、

議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計予算」

案外３件であります。お手元に配付しておりま

す資料によって説明させていただきます。

１ページをお開きください。平成21年度当初

予算につきましては、厳しい社会経済情勢のも

とにありましても、未来への確かな礎を築くた

め、財政改革を推進しながら、重要施策に積極

的に取り組む「未来へつむぐ新みやざき展開予

算」として編成したものであります。特に来年

度は、雇用創出・就業支援対策、中山間地域対

策、子育て・医療対策、環境エネルギー対策の

４つを重点施策と位置づけ、経済・雇用緊急対

策に係る20年度補正予算と一体となった、力強

く切れ目のない事業執行を行っていくこととし

ております。

このような基本方針のもとで編成された県民

政策部の平成21年度一般会計当初予算額は、後

ほど説明いたします当初の補正予算分と合わせ

まして97億1,367万8,000円となり、昨年度当初

予算と比較しまして97.7％、2.3％の減となった

ところであります。これは、情報政策課で運用

しておりました庁内システム用の大型コン

ピューターを本年度で廃止したことによる維持

管理費の減や人件費の減の要因によりまして、
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。予算額全体としてはマイナスとなっております

このような要因を除いた事業費ベースでは、選

択と集中により重点施策への対応を初め、新た

な施策や事業展開のための予算が確保できたも

のと考えております。また、宮崎県開発事業特

別資金特別会計予算につきましては、3,654

万5,000円となり、昨年度に比較しますと1.8％

の増となったところであります。

次に、２ページをごらんください。平成21年

度重点施策及び新みやざき創造戦略の体系ごと

に関係する事業をまとめております。

３ページをお開きください。３ページ以降に

つきましては、新みやざき創造計画の分野別施

策ごとに当部の所管事業を体系的にまとめてお

りますので、参考にしていただきたいと思いま

す。

９ページをお開きください。平成21年度の県

民政策部の主な新規・重点事業の概要について

説明をさせていただきます。なお、事業名の前

の○は新規事業であります。○は改善事業で、新 改

既存事業の一部を見直したものを示しておりま

す。まず、平成21年度重点施策の中山間地域対

策関連事業であります。中山間地域対策につき

ましては、昨年６月、中山間地域対策推進本部

を設置しまして、総合的な対策について庁内で

検討を進めたところであります。平成21年度に

おきましては、集落の活性化、日常生活の維持

充実、産業振興を３つの柱としまして、さらに

部局連携による施策の集中投入といった方策も

取り入れ、体系的、効果的な中山間地域対策を

講じることとしております。まず初めに、中山

間地域の集落の活性化であります。○中山間地新

域集落点検モデル事業によりまして、集落支援

員を活用した集落点検や、集落のあり方につい

ての話し合い等を実施する市町村を支援します

とともに、○いきいき集落応援事業により、昨新

年募集いたしました「いきいき集落」の各種活

動の支援や情報発信を通じて、住民発意による

元気な集落づくりを推進することとしておりま

す。また、本年度に引き続きまして、宮崎魅力

再発見 出会い・ふれあい交流事業を行いまし

て、地域資源の再発見、交流人口の拡大を通じ

。た中山間地域の振興を図ることとしております

また、○中山間盛り上げ隊派遣事業によりまし新

て、集落における諸活動を支援するとともに、

都市と中山間地域との交流促進を図ることとし

ております。さらに、中山間地域等創造支援事

業は、市町村の骨太な地域計画に対しまして、

庁内各部局の施策を集中投入し、ハード・ソフ

ト両面での補助を行い、市町村と地域住民とが

一体となった地域づくりへの取り組みを支援す

るものであります。

次に、中山間地域の日常生活の維持充実であ

ります。地域バス再編支援事業によりまして、

コミュニティバスなど、地域の実情に応じた効

率的な交通システムへの再編に取り組む市町村

に助成を行い、地域住民の交通手段を確保する

とともに、携帯電話等エリア整備事業によりま

、 、して 携帯電話サービスエリアの拡大を支援し

県内における情報通信格差の是正を図ることと

しております。

10ページの中山間地域の産業の振興でありま

。 、す 中山間地域雇用創出支援事業によりまして

地域資源を活用した起業等を支援し、中山間地

域における新たな雇用創出を図ることとしてお

ります。

次に、重点施策の環境エネルギー対策であり

ます。太陽光発電につきましては、太陽電池に

関する研究や製造等の産業集積、さらには太陽

、 、光発電の新たな活用方法の発信といった 製造
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発電、活用の三拍子そろった太陽光発電の拠点

づくりに積極的に取り組むみやざきソーラーフ

ロンティア構想のもと、住宅用太陽光発電シス

テム融資制度による県内家庭への太陽光発電の

普及促進や、その前提となります県民の新エネ

ルギー導入への意識醸成を図る新エネルギー普

及啓発推進事業を行いますとともに、メガソー

ラー全県展開支援事業によりまして、本県の太

陽光発電のシンボルとなるメガソーラー建設を

促進することとしております。

。 、次に､11ページをお開きください ここからは

新みやざき創造計画に掲げる施策のうち、知事

マニフェスト具現化に向けて特に優先的に取り

組む重点施策であります新みやざき創造戦略に

沿って、主な事業を掲載いたしております。ま

ず、戦略１「郷土の宝『宮崎人』づくり戦略」

関連事業であります。宮崎国際音楽祭開催事業

は、より県民に親しまれるよう工夫しながら、

アジアを代表する国際的な音楽祭として充実さ

せ、本県から世界へ向けてさらなる文化事業の

発信を行うものであります。また、ミュージッ

クランドみやざき推進事業は、音楽を気軽に楽

、 、しむ機会や発表の機会を広げ 芸術文化の振興

さらには観光振興、地域づくりに資することと

しております。次の女性のチャレンジ支援事業

は、女性の再就職や起業、社会貢献活動などに

関する情報の提供や講座の開催、あるいは相談

事業等によりまして、女性のチャレンジを促進

いたします。また、男女共同参画センター管理

運営委託費は、宮崎県男女共同参画センターの

運営を通しまして、情報提供、啓発、相談支援

等による男女共同参画社会づくりの一層の推進

を図るものであります。

次に、戦略２「成熟社会における豊かな暮ら

し戦略」関連事業であります。犯罪のない安全

で安心なまちづくり強化事業は、リーダー育成

講習会やアドバイザー派遣事業を行い、県民が

安全に安心して暮らせる地域社会づくりを促進

するものであります。

次のページをごらんください 戦略３ 経済・。 「

交流拡大戦略」関連事業であります。トロッコ

列車活用促進事業は、日南線を中心に観光列車

として運行する旧高千穂線のトロッコ列車を有

効活用し、県内鉄道、観光の活性化を図るもの

であります。次の○宮崎県物流効率化支援事業新

は、昨年７月に設置しました物流対策推進本部

における検討結果を踏まえまして、トラック輸

送から海上・鉄道輸送へシフトした貨物等に対

する助成を行いまして、モーダルシフト推進を

図るものであります。また 「みやざきの空」航、

空ネットワーク活性化事業では、国際定期便な

ど宮崎空港を発着する国内・国際航空ネット

ワークの維持充実を図ることとしております。

ケーブルテレビ施設整備支援事業は、市町村や

事業者が行うケーブルテレビ網のエリア拡大に

対して助成を行うものであります。

次の13ページからは、その他の新規・重点事

業を所管課別に掲載しておりますが、主な事業

につきましては後ほど各課長から説明させてい

ただきます。

以上が21年度当初予算関連であります。

次に、議案第72号「平成21年度一般会計補正

予算」案について説明をいたします。これは後

ほど課長から説明させますが、先般、国の２次

補正予算を受けまして、消費者行政活性化基金

の設置及び積み立てについて御審議、可決いた

だいたところでありますが、この基金を活用し

た事業を来年度当初から円滑に実施するため、

基金管理事務費について当初予算の補正という

形でお願いするものであります。
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続きまして、議案第28号であります。お手元

の平成21年２月定例県議会提出議案の議案第28

号、109ページをお願いします 「県指定統計条。

例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改正す

る条例」についてであります。この条例は、本

年４月に全面施行される改正統計法を踏まえま

して、調査票情報の提供に関する規定並びに罰

則などについて改正するものであります。

以上が議案の概要でありますが、詳細は担当

課長から説明させていただきます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

最後に、報告事項が１件ございます。常任委

員会資料の46ページをお開き願います。宮崎国

際音楽祭を考える懇談会の設置についてであり

ます。この音楽祭につきましては、アジアを代

表する音楽祭として本県の芸術文化振興などに

大きく寄与してきたところでありますが 平成22、

年度に当事業を委託しております県立芸術劇場

、の第１期の指定管理期間が終了しますとともに

第15回の節目を迎えます。そこで県といたしま

しては、これまでの総括と今後の音楽祭の方向

性について検討を行うこととし、県民の方々か

ら広く意見を得るための懇談会を設置したいと

。 。考えております 御報告をさせていただきます

私からの説明は以上であります。よろしくお

願いします。

引き続き各課・室長に説明をお○外山委員長

、 、願いしますけれども 審査に時間を要するため

、数課・室ごとに班分けをして説明と質疑を行い

それが一通り終了した後に総括質疑の時間を設

けることといたします。執行部の皆様の御協力

をお願いいたします。なお、歳出予算の説明に

つきましては、重点事業、新規事業を中心に簡

潔明瞭にお願いいたします。

、 、 、では まず第１班ということで 総合政策課

中山間・地域対策室、秘書広報課、統計調査課

の審査を行いますので、関係者以外の方々は退

室をお願いいたします。

準備のため、暫時休憩いたします。

午前10時14分休憩

午前10時15分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

これより総合政策課、中山間・地域対策室、

秘書広報課、統計調査課の審査を行います。総

合政策課から順次説明をお願いいたします。

総合政策課の当初予算に○土持総合政策課長

ついて御説明いたします。

お手元の平成21年度歳出予算説明資料の11

ページをお開きいただきたいと思います。総合

政策課の平成21年度の当初予算額でございます

けれども、課内室であります中山間・地域対策

室と合わせまして、総額で13億9,731万3,000円

をお願いしております。内訳は、一般会計が13

億6,076万8,000円、特別会計が3,654万5,000円

でございます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。なお、私のほうからは、総合政策課の所管

、事業につきまして御説明させていただきまして

、中山間・地域対策室所管の事業につきましては

後ほど室長のほうから説明させていただきたい

と思います。

13ページをごらんいただきたいと思います。

（ ） 。事項 総合企画調整費1,437万円でございます

これは、県政の総合企画調整を図るとともに、

全国知事会、九州地方知事会等の活動を通じま

して、関係行政機関、関係団体との協議調整等

に要する経費でございます。

（事項）県外事務所費8,494万6,000円でござ

。 、 、います これは 14ページになりますけれども
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東京、大阪、福岡の３つの県外事務所におきま

す各種活動等の事務費など、その運営に要する

経費でございます。

次に （事項）地域開発推進費264万8,000円を、

お願いいたしております。これは、九州地方開

発推進協議会の活動、東九州軸などといった地

域連携軸構想等の推進によりまして、県境を越

えた広域的な交流・連携を進めるための経費で

ございます。

（事項）高等教育整備促進費243万5,000円で

ございますけれども、これは、県内の高等教育

機関の連携組織でございます 高等教育コンソー「

シアム宮崎」の活動を支援しまして、地域に根

差した魅力ある高等教育環境の創出とか、教育

研究機能の充実、また高等教育機関による地域

貢献活動等を促進するものでございます。

（事項）県計画総合推進費でございます。こ

れは、総合計画の着実な推進及び政策課題に関

する調査検討等に要する経費でございます。こ

のうちの６のスポーツメディカル・サポートシ

、 、ステム推進事業でございますけれども これは

宮崎大学が現在進めておりますスポーツの外

傷・障害の病態解明をテーマといたして実施し

ております文部科学省の連携融合事業と連携い

たしまして、県内スポーツ競技者へのメディカ

ルチェック、障害の早期発見、予防のためのシ

ステムを構築しようというものでございます。

次に、16ページをお開きいただきたいと思い

ます （事項）エネルギー対策推進費でございま。

す。これは、エネルギー対策の総合的な推進に

要する経費でございまして、このうちの太陽光

発電関連の取り組みにつきましては、後ほど委

員会資料で御説明させていただきたいと思いま

す。

一般会計につきましては以上でございます。

次に、18ページをお開きいただきたいと思い

。 。ます 開発事業特別資金特別会計でございます

この特別会計は、企業局の電気事業会計から繰

り入れました九州電力からの株式配当金を主な

、 、財源としておりまして 事項といたしましては

運営費、積立金、繰出金となっております。そ

の主なものといたしまして、繰出金の3,000万円

でございますが、これは、一般会計に資金を繰

り出しまして、資金の使用目的に沿った事業を

実施するものでございます。来年度の対象事業

といたしましては、当課所管のメガソーラー全

県展開事業、環境森林部所管の環境保全の森林
も り

整備事業を予定しているところでございます。

特別会計につきましては以上でございます。

続きまして、新規・重点事業について総務政

策常任委員会資料で御説明させていただきたい

と思います。まず、住宅用太陽光発電システム

関係の説明でございますが 説明の前に 19ペー、 、

ジをお開きいただきたいと思います。太陽光発

電に関します本県の今後の取り組み方針につい

て、みやざきソーラーフロンティア構想という

形で整理をいたしております。構想の基本理念

をごらんいただきたいと思いますけれども、こ

の構想は、先ほど部長が申し上げましたけれど

も、太陽光発電の普及だけではなくて、太陽電

池に関する研究や製造等の産業集積、さらには

太陽光発電の新たな活用方法といった、製造、

発電、活用の三拍子そろった太陽光発電の拠点

づくりに積極的に取り組んでいくものでござい

ます 施策の展開につきましては メガソーラー。 、

全県展開プロジェクト、ソーラー住宅普及促進

プロジェクト、ソーラー産業育成集積プロジェ

クト、この３つを柱として展開することとして

おりますけれども、来年度の具体的な事業につ

きましては、20ページでございますが、21年度
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事業としておりますけれども、住宅用太陽光発

電システムの融資制度、私ども県民政策部のほ

うではメガソーラー全県展開事業、住宅太陽光

発電システムの融資制度、新エネルギー普及啓

発推進事業、こういったものに取り組みますと

ともに、企業局、商工観光労働部、教育庁にお

。いても事業を展開していくこととしております

21ページをお開きいただきたいと思います。

住宅用太陽光発電システム融資制度でございま

。 、 、す 住宅用太陽光発電につきましては 今年度

国の補助制度が３年ぶりに復活したところでご

ざいますけれども、この融資制度は、国庫補助

制度を補完いたしまして、普及率のさらなる向

上を図ることを目的といたしております。事業

概要に融資条件等を記載しておりますが、限度

額は300万円で、利率は10年固定の２％程度にし

たいというふうに考えております。また、事業

費につきましては、１億円を預託いたしますけ

れども、融資枠全体では、金融機関の協調融資

分を合わせまして３億円を確保する予定といた

しているところでございます。

次に、22ページでございます。メガソーラー

全県展開支援事業でございます。この事業は、

１にありますように、本県の新たなシンボルと

なりますメガソーラーの円滑な事業展開を図る

ことを目的といたしております。メガソーラー

につきましては、先月12日でございましたけれ

ども、審査の結果を公表したところでございま

すが、今後は、その実現に向けまして、提案い

ただいた企業と具体的な協力を進めていくこと

としておりますけれども この事業は メガソー、 、

ラー事業の事前準備に要する費用の一部を助成

するものでございます。その対象事業といたし

ましては、２の建設予定地の環境調査や地元自

治体との連携組織の運営等を想定しておりまし

て、補助率は２分の１以内で、500万円を上限に

しております。事業費といたしましては1,500万

を予定しているところでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

中山間・地域対○後沢中山間・地域対策室長

策室の平成21年度予算の主な内容につきまして

御説明いたします。

お手元の平成21年度歳出予算説明資料の15

ページをお開きください。まず （事項）中山間、

地域活力再生支援費１億2,873万9,000円でござ

います。これは、中山間地域に対する重点的、

総合的な支援に要する経費でございます。説明

欄の中山間地域集落点検モデル事業以下５つの

事業につきましては、後ほど別冊の資料で御説

明いたします。

次に （事項）過疎対策推進費504万2,000円で、

ございますが、これは、過疎地域活性化対策の

推進に要する経費でございます。

次に （事項）ふるさとづくり推進事業費696、

万4,000円でございますけれども、こちらは、地

域の特性を生かした、個性的で魅力あふれるふ

。るさとづくりの推進に要する経費でございます

次に （事項）地域活性化促進費5,797万2,000、

円でございますが、こちらは、地域活性化の推

進に要する経費でございます。

16ページでございますけれども、説明欄３の

元気のいい地域づくり総合支援事業3, 8 5 7

万4,000円でございますけれども、こちらは、市

、町村や地域住民による主体的で戦略性に富んだ

個性と魅力ある地域づくりの取り組みに対する

支援に要する経費でございます。

次に （事項）エネルギー対策推進費のうち、、

説明欄２の水力発電施設周辺地域対策事業２

、 、億680万3,000円でございますけれども これは
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、水力発電施設等の所在する市町村に対しまして

地域活性化事業等のための交付金を交付すると

いうものでございます。

次に、17ページでございますが （事項）土地、

利用対策費3,259万円でございます。これは、土

地取引の規制等、国土利用計画法の適正な運用

に要する経費でございます。説明欄４の地価調

査費2,219万6,000円は、一般の土地取引の指標

などに活用していただくために県内全市町村で

行っている基準地の標準価格の調査及びその結

果の公表に要する経費でございます。

続きまして、先ほど説明を省略いたしました

新規事業等について御説明をいたします。総務

政策常任委員会資料の23ページをお開きいただ

きたいと思います。個別の事業の御説明に入る

前に、23ページでは、平成21年度の中山間地域

対策の方向性と主な事業をまとめて掲載してお

ります。中山間地域対策につきましては、昨年

、 、度 集落の現状に関する調査などを行いまして

県内の中山間地域における集落の課題等を把握

するとともに、今年度、中山間地域対策推進本

部を設置いたしまして、総合的な対策について

、庁内で検討を進めてきたところでございますが

そこでの議論など踏まえて21年度におきまして

は、23ページに整理してございますとおり、集

落の活性化、日常生活の維持充実、産業の振興

の３つを対策の柱として施策を講じていくこと

としております。

それでは、個々の事業について御説明いたし

ます。24ページでございます。中山間地域集落

点検モデル事業でございます。この事業は、た

だいま御説明いたしました３つの柱のうち、１

の集落の活性化の（１）内発的な活力の向上に

位置づける事業でございます。この事業は、集

落の活性化は、地元市町村の細やかな目配りの

もと、集落住民が集落の問題をみずからの問題

としてとらえ、今後の集落のあり方を考えるこ

とが重要であるというふうに考えましたことか

ら、集落支援員を設置して集落の点検や集落の

あり方についての話し合い等を行う市町村に対

。 、して支援を行うというものでございます また

あわせて現行の中山間地域対策の成果の検証や

今後の効果的な施策の研究等を行うということ

にしております。事業費は819万6,000円を予定

しております。

続きまして25ページ、いきいき集落応援事業

でございます。この事業も、集落の活性化のう

ち、内発的な活力の向上に位置づける事業でご

ざいます。いきいき集落につきましては、今年

度、元気な集落づくりに取り組む集落について

の新たな呼称を全国から募集し、10月に「いき

いき集落」と命名したところでございます。そ

の後、県内の中山間地域からいきいき集落を募

集したところ、先月、15市町村55集落を認定し

たところでございます。認定した集落につきま

しては､26ページの地図に落とす形でお示しして

おります。このいきいき集落応援事業でござい

ますが、来年度以降もいきいき集落をふやして

いくとともに、その発進力の強化とネットワー

ク化の促進によりまして、さらなる元気な集落

づくりを推進するために実施するものでござい

ます。事業概要についてでございますが、元気

な集落づくりに取り組むいきいき集落で構成す

る連絡会議を設立いたしまして、集落の活動内

容等を県内外に広く発信する情報発信事業、集

落が行う活性化の取り組み支援や研修交流会の

開催といった支援事業等を行うこととしており

ます。事業費は350万円を予定しております。

次に、27ページ、中山間盛り上げ隊派遣事業

でございます。この事業は、先ほど23ページで
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お示しした対策の３本柱のうち、集落の活性化

の、都市からの支援と交流を図るという部分に

位置づける事業でございます。この事業は、過

疎化、高齢化等によって維持存続が困難になり

つつある各種の集落活動を支援するとともに、

都市と中山間地域との人的交流の促進を目的と

するもので、中山間地域の活性化のためにボラ

ンティア活動を行う人材をあらかじめ登録した

中山間盛り上げ隊を組織しまして、市町村や集

落からの派遣依頼に応じて隊員を派遣し、集落

。の活動支援を行うといった内容としております

派遣の形態といたしましては、日帰りで集落の

草刈り等を行う短期派遣、中山間地域に数カ月

間在住する中長期派遣に加えまして、県職員が

町村役場に駐在しまして、町村職員や地域住民

と一体となって地域活性化に取り組む県職員派

遣を考えているところでございます。事業費と

、 。しましては 811万6,000円を予定しております

次に、28ページ、中山間地域雇用創出支援事

業でございます。この事業は、先ほどお示しし

た３本柱のうち、産業の振興の、新たな産業の

創出という箇所に位置づけている事業でござい

ます 今年度から実施しました中山間地域コミュ。

ニティビジネス応援事業の支援対象を拡充した

改善事業でございます。前身の事業では、中山

間地域においてコミュニティビジネスの創業支

援のみを行うという事業でございましたが、来

年度からは雇用の確保というところにより重点

を置きまして、一定の地域貢献を伴い新たな雇

用を創出するものであれば、コミュニティビジ

ネスに限らず、通常の企業活動であっても支援

の対象とするということで、中山間地域におけ

る新たな雇用の創出を図るということとしてお

ります。事業の概要でございますが、企業、Ｎ

ＰＯ法人などから新たな雇用を創出する事業プ

ランを広く募集いたしまして、その立ち上がり

。のための経費を支援する内容となっております

事業費は837万4,000円を予定しております。

最後でございますが、29ページ、中山間地域

等創造支援事業でございます。この事業は、今

年度実施いたしました個性と工夫で頑張る地域

づくり応援事業に新たな枠を設けた改善事業で

ございます。23ページの３本柱の箇所でござい

ますけれども、関係部局が連携して各種施策を

集中的に投入することによる成功事例の創出と

いう文言を書いておりますが、それを実現する

。ために実施しようとしている事業でございます

事業の目的でございますけれども、市町村と地

域住民が一体となった地域づくりの取り組みを

積極的に支援するというものでございます。事

業の概要としましては、地域創造枠、一般枠、

条件不利市町村枠の３つの区分で支援を行うこ

ととしており、特に、今般新設しようとしてお

ります地域創造枠につきましては、市町村の骨

太な地域計画を地域創造計画として位置づけま

して、国や庁内各関係部局の施策を連携投入す

るとともに、この事業そのものによってもハー

ド・ソフト両面で補助するということで、重点

的に支援していこうというスキームをつくって

おります。補助率は各区分ごとにそれぞれ設定

しております。事業費は１億55万3,000円を予定

しております。

説明は以上でございます。

秘書広報課の当初予算に○緒方秘書広報課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の19ページをお開きいただ

きたいと思います。秘書広報課の平成21年度の

当初予算額は、一般会計の４億4,221万5,000円

をお願いしております。

主なものについて御説明いたします。21ペー
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ジをお開きいただきたいと思います （事項）秘。

書業務費の2,122万2,000円でございます。これ

は、知事、副知事の活動経費や秘書業務に要す

る経費でございます。

次の（事項）広報活動費の２億1,246万円でご

ざいます。これは、各種の広報媒体を利用いた

しまして、県の重要施策など県政全般の広報を

行うものであります。１の印刷広報事業につき

ましては、県の施策等を県民に広く提供するた

めに 「広報みやざき」を年６回作成いたしまし、

て、市町村の自治会組織などを通じて各世帯に

配布するものでございます。３の新聞広報事業

は 「県政けいじばん」といたしまして、毎月２、

回、地元新聞など６紙に県からのお知らせ等を

掲載いたしますとともに、随時、新聞紙面を購

入いたしまして、県政の重点施策などの情報を

県民に提供するものであります。４のテレビ・

ラジオ放送事業は、テレビやラジオによる県政

番組を作成いたしまして、県政の広報を行うも

のであります。６の県ホームページ情報発信事

、 、業は インターネットの普及拡大に伴いまして

ホームページが有効な広報媒体となってきてお

りますことから、県ホームページの作成及びそ

の維持管理、並びに知事の定例記者会見の動画

配信を行うものであります。

次に、22ページをごらんいただきたいと思い

ます （事項）広聴活動費の341万3,000円でござ。

います。これは、県民の皆様の御意見を県政に

反映させるために、県民フォーラムや県民の声

事業などを通じ、県政に関する意見をお伺いす

るものでございます。

（事項）県政相談費の508万2,000円でござい

ます。これは、本庁の県民室及び各総合庁舎や

西臼杵支庁に設置しております県政相談室の運

営のための経費でございます。

秘書広報課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

統計調査課の当初予算に○橋本統計調査課長

つきまして御説明いたします。

同じ資料の23ページをごらんください。統計

調査課の平成21年度の当初予算額は、一般会計

。の５億158万3,000円をお願いいたしております

それでは、予算の主な内容につきまして御説

。 。（ ）明いたします 25ページをお開きください 目

統計調査総務費といたしまして２億1,550万円を

お願いしております。これは （事項）職員費２、

億1,415万3,000円と 事項 統計諸費134万7,000（ ）

円で、各種会議、講習会旅費などの事務費でご

ざいます。

、（ ） 。次に 目 委託統計費についてでございます

これは、国の統計調査の実施に要する経費でご

ざいまして、２億8,331万9,000円をお願いして

おります。以下、主なものにつきまして御説明

いたします （事項）消費経済統計調査費につき。

ましては、2,783万5,000円をお願いしておりま

す。これは、国民生活における家計収支、貯蓄

及び消費の実態などを調べる家計調査と、商品

の小売価格、サービス料金等を調べます小売物

価統計調査に要する経費でございます。

（事項）労働諸統計費につきましては、2,756

万4,000円をお願いしております。これは、国民

の就業及び不就業などを調べる労働力調査と、

事業所における雇用者数や賃金などを調べる毎

月勤労統計調査に要する経費でございます。

次に、27ページをごらんください （事項）経。

済センサス費でございます。これにつきまして

は、5,901万2,000円をお願いしております。こ

れは、我が国全体の経済活動を同一時点で産業

横断的に把握する調査に要する経費でございま

す。
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次に （事項）農林業センサス費につきまして、

は、9,370万3,000円をお願いしております。こ

れは、農林業の基本構造の現状と動向に関する

基礎資料を得るための調査に要する経費でござ

います。

次に （事項）全国消費実態調査費につきまし、

ては、3,277万4,000円をお願いしております。

これは、家計の実態を調査し、全国及び地域別

の世帯の所得分布、消費水準及び構造等に関す

る基礎資料を得るための調査に要する経費でご

ざいます。

続きまして （目）県統計費につきまして、

は、276万4,000円をお願いしております。この

主なものを御説明申し上げますと、28ページを

ごらんください （事項）社会生活統計指標整備。

費といたしまして、113万2,000円をお願いして

おります。これは、各種統計資料を加工分析し

て本県経済活動の実態と動向の把握に要する経

費でございます。

。当初予算についての説明は以上でございます

引き続きまして、議案第28号「県指定統計条

例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改正す

る条例」について御説明させていただきます。

資料につきましては、提出議案109ページでござ

いますが、説明につきましては、総務政策常任

委員会資料の39ページをごらんください。初め

に、１の改正の理由でございます。社会経済情

勢の変化に対応するため、昨年度、統計法の全

面改正が行われ、ことしの４月から施行される

こととなっております。改正統計法におきまし

ては、統計調査の対象者の秘密を保護しつつ、

調査票情報の多様かつ高度な利用を可能とする

ため、統計データの利用促進と秘密の保護に関

する新たな規定が設けられるなど、規定の整備

が図られたところでありますが、県指定統計条

例につきましても、同様の観点から規定の整備

等を行うものであります。

ここで、調査票情報及び県指定統計について

御説明させていただきます。まず、調査票情報

でございますが、調査票情報と申しますのは、

統計調査の際に各調査対象事業所等におきまし

て記入していただきました調査票の内容そのも

ののことでございまして、例えば毎月の生産量

や出荷額などでございます。次に、当条例の対

象となります県指定統計でございますが、現在

のところ、ここに記載しておりますように３つ

ございます。このうち宮崎県現住人口調査につ

きましては、市町村から毎月の人口について数

値を報告していただきますもので、内容的には

秘密保護の対象となる情報は含まれてはおりま

せん。なお、指定統計ごとの調査票情報につき

ましては、44ページに参考２としてまとめてお

りますので、後ほどごらんいただきたいと存じ

ます。

39ページの２に戻っていただきたいと思いま

す。２の改正の内容でございます。まず、①調

査票情報の提供についての規定の明確化であり

ますが、現行条例におきましては、県指定統計

調査について目的外利用を行う場合の要件が明

確に規定されておりません。このため、国の行

政機関及び他の地方公共団体が統計の作成や統

計的研究を行う場合等に限りまして、調査票情

報の提供を行う旨の規定に改めたいと考えてお

ります。また、これによりまして、調査票情報

の提供を受けた者等に対しまして、守秘義務等

。についても新たに規定したいと考えております

次に、②の罰則改正についてであります。調査

票情報の提供を受けた者等の守秘義務違反に対

する罰則を新たに規定するなど、統計法の改正

にあわせまして、罰則の対象の拡大や罰則の強
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化を行うものであります。次に、③の文言の修

正でありますが、統計法の中で国の指定統計が

機関統計と名称を変更されたことなどに伴う統

計法の引用に関するものを中心に文言の修正を

行うものであります。また （２）にありますよ、

、 、うに 宮崎県個人情報保護条例につきましても

同様の趣旨で文言の修正を行いたいと考えてお

ります。なお、施行につきましては、ことし４

月１日からを考えております。

統計調査課からの説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

各課・室長の説明が終了いたし○外山委員長

ました。まず、議案についての質疑をお願いし

ます。なお、その他につきましては、総括質疑

のほうでお願いしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

、○中野一則委員 集落のことでお尋ねしますが

この分布図を見ますと、偏りがありますね。55

集落ですが、県南部、特に東諸を含めた諸県地

方は都城だけが１件ということですが、これは

今からでもまだ申し込みができるんですか。

当面、昨年末で○後沢中山間・地域対策室長

募集を締め切るという形にはしておりますけれ

ども、今後もふやしていくというつもりでいま

すので、随時募集はしておりますし、適宜ＰＲ

しながら、もっとふえていくように取り組んで

いこうと思っております。

予算が350万ですが、１件当た○中野一則委員

りにしますと６万3,000円ちょっとになります。

１集落は６万3,000円ということだと思うんです

、 。が この事業は市町村の負担もあるわけですか

この事業費の350○後沢中山間・地域対策室長

万につきましては、いきいき集落個別の取り組

みに対する支援というのもありますけれども、

ホームページの構築による発信事業ですとか、

研修交流会の開催経費なども込みでございます

ので、これを55で割った数字がそのまま集落に

行くというものではございません。個別の集落

への支援についてですけれども、この事業の肝

といいますか、そこは今後の発進力の強化とネ

ットワーク化ということでございますので、個

、別の集落の取り組みに対する支援とかいうのは

当室の事業も含めて各部の事業を必要に応じて

投入しながら支援していくということで考えて

おります。

一段とわからなくなりました○中野一則委員

が、いきいき集落に手を挙げた いろいろ募―

集して全国から注目される事業になると思うん

ですが、具体的に１集落どんな取り組みを、例

としてどこか挙げていただけませんか。どんな

ことをするのか。

取り組みの内容○後沢中山間・地域対策室長

につきましては、これから何かやろうという段

階のところから、ある程度熟度のあるところま

でさまざまでございますけれども、例えば大分

有名になっていますけれども、五ヶ瀬町の桑野

内地区のように、区民全員で夕日の里というの

をキーワードにして、農家民泊などもしながら

地域づくりをしていくというところもあります

し、日之影町の戸川のように、石垣に囲まれた

集落という資源を生かしながら、石垣の維持管

理をみんなでしっかりやっていきながら、交流

人口を拡大していくための取り組みを祭りなど

を開催して進めるとか、そういった取り組みが

。 、 、あります そのほかに 花の植栽をしますとか

休耕田を使ったソバの栽培をやりますとか、非

常に多岐にわたった取り組みが挙がっておりま

す。

生き生きになるために何をす○中野一則委員

るの。
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いきいき集落と○後沢中山間・地域対策室長

いうのは、取り組みの内容が高度である必要は

ないと思っておりますけれども、集落の皆さん

で何か目標を決めて、何かお祭りをやるでもい

いですし、集落の草刈りを自分たちで何とか頑

張ってやっていこうということでも構いません

し、そういう目標をつくって皆さんで取り組ん

でいかれるということが生き生きだということ

でとらえております。

もともと限界集落ではどうも○中野一則委員

いかんということで、西米良の村長とか、五ヶ

瀬の町長なんかが文句というか、意見を言われ

て、それがもとで募集をされて、いきいき集落

になったと思うんです。そうじゃなかったです

か、まず確認。

きっかけは、確○後沢中山間・地域対策室長

かに西米良村長と日之影町長が直接的には言わ

れて、限界集落というマイナスイメージで中山

間地域がとらえられているので、それが問題だ

ということを言われていて、我々は、限界集落

という言葉を言いかえるということでこの取り

組みをしているのではなくて、限界集落という

言葉に代表されるマイナスイメージで中山間地

域をとらえるのではなくて、頑張っている皆さ

んもおられるので、もっと前向きにイメージを

とらえて、頑張っている集落をふやしていこう

という取り組みでございます。

そうすると、限界集落への対○中野一則委員

。策というのは別枠で事業がまだあるわけですか

限界集落を対象○後沢中山間・地域対策室長

とした事業 そもそも限界集落というのは学―

術上の用語ですけれども、高齢化率が50％を超

えていて、かつ日常生活など生活機能の維持が

難しくなっているところというのが定義になっ

、 、ていまして 特に２つ目の要件につきましては

なかなか客観的に位置づけ切れないものですか

ら、どこが限界集落だと行政のほうから一方的

に決めることはなかなかできないという性質の

ものですので、限界集落を対象にした事業とい

うものはつくっておりません。ただ、中山間地

域の集落全体を底上げしていくための事業とし

ては、来年度新規で上げています集落点検です

とか、そういう事業で取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

過疎の宮崎県で過疎が進んで○中野一則委員

限界集落になって、そしてそれが進めば崩壊集

落というか、集落がなくなってしまう、そうい

うことで一段と中山間地域が疲弊していく。そ

こに何かをせないかん、もっと元気を出さない

かん、元気集落でありますが、そういう対策を

打つ事業というものをモデル事業でもいいから

ぜひ取り組んでほしいと思うんです。私は、今

度のいきいき集落事業がそれにかわるもので、

かなりの予算を組んで何かするのかなと思って

いたんです。各市町村競争して手を挙げてくる

んじゃないかなと思っていたんですが、トータ

ルで350万、これには集落への直接的なものとい

うよりも、こういう事業をする上で要る経費も

含めてだという話でしたから、募集した割には

何か先細りするような感じがします。名前のと

おり、生き生きとした集落ができるように、元

気が出るようにもっと考案して、補正予算でも

何とか基金とかいろいろありますね。ああいう

のを使って、申し込んだところには積極的に予

算措置するような事業を展開するように要望し

ておきます。

おっしゃるとお○後沢中山間・地域対策室長

り、しっかりやっていきたいと思っております

が、我々の発想としては、集落対策を中山間・

地域対策室ですとか、県民政策部で持っている
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事業だけで支えていくというふうには考えてお

りませんでして、生き生きしていくための取り

組みには、農業で頑張るところとか、観光で頑

張ろうとか、いろいろございますので、県庁内

の各部局で持っている事業も投入しながら、県

庁の事業全体で支えていきたいと思っていると

ころでございます。

まず、13ページの総合政策課、県○鳥飼委員

外事務所費が1,000万増額になっているんですけ

ど、主たる理由はどのようなものか、お聞かせ

ください。

今年度の予算につきまし○土持総合政策課長

ては、実は組織改正との関係がございまして、

大阪事務所の経費が商工のほうで計上されてお

りました。これをこちらに持ってきた関係でそ

の分が増加しているというふうに思います。

わかりました。○鳥飼委員

14ページの県計画総合推進費の６番のスポー

ツメディカル・サポートシステム推進事業です

けれども、これは宮崎大学が実施するスポーツ

外傷・障害の病態解明と連携してということに

なっているようですが、宮崎大学は第何外科と

いうか、特定の部署があるんでしょうか。

私どもも大学の特定の先○土持総合政策課長

生たちと話をしていますので、どこが部署とい

うことは把握しておりませんが、宮崎大学のほ

うでこの事業を19年度から23年度までの５カ年

事業ということで現在取り組んでおられます。

研究テーマは先ほど申し上げましたスポーツ外

傷・障害の病態解明、これは医科学的な研究を

進められるわけですけれども その中で スポー、 、

ツメディカル・サポートシステムについても構

築していくということが計画で上がっておりま

して この部分について県のほうが 関係スポー、 、

ツ団体はたくさんございますので、そのスポー

ツ団体と大学との橋渡し、そういう役割を果た

していこうということで考えている事業でござ

います。

私がお聞きしているのは、イメー○鳥飼委員

ジですが、例えば産科の体制をどうするかとい

うことであれば４医療圏で再構成しますとか、

こども医療については３つにしますとか、具体

的に頭に浮かぶんですけれども、ここでは恐ら

く外科のどこかの教授のグループがこういうこ

とをやっておられるのかなということで、それ

にスポーツ団体、例えばサッカー連盟とかいろ

んなところがありますけれども、それで宮崎県

に来てもらって、温泉につかってもらって治療

してもらうとか、青島の活用はそういうふうな

ことをしたらどうかというのも出ておったよう

なんですが、そういうイメージが全く浮かばな

いんです。橋渡しで幾ら出します、大いにいい

ことですから、それはそれでいいんですけれど

も、イメージが浮かぶように、そこを具体的に

説明していただけるとありがたいんですけど。

まず、県内のいろんなス○土持総合政策課長

ポーツ団体等と連携いたしまして、そこの選手

にメディカルチェックを受けていただく。そう

いう中で、宮崎大学が研究しておりますスポー

ツ外傷・障害の病態解明、そういったものに大

学としても役立っていくというふうに考えてお

ります まずはそういうシステム 県内のスポー。 、

ツ団体等がメディカルチェックを受けるという

システムをつくっていく必要があろうかという

ふうに考えております。その後の展開として、

委員がおっしゃいましたように、本県にはいろ

いろなスポーツキャンプ等で訪れることがふえ

ておりますので、そういったところへの対応、

そういったものが出てくるというふうに考えて

おります。
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事務局といいますか、具体的に進○鳥飼委員

行するところはどこになるんでしょうか。

これは当面、大学との関○土持総合政策課長

係がございますので、私どものほうに設置しよ

うというふうに考えております。

わかりました。○鳥飼委員

中山間のところは総括のところでさせていた

だきたいと思います。

16ページのエネルギー対策推進費、資料がご

ざいましたが、新エネルギーに的確に対応して

いこうという姿勢ですから、大いに評価できま

すし、大いに推進していただきたいというふう

に思います。そういう前提でお聞きするんです

けど、メガソーラー全県展開事業の今の進捗状

況といいますか、事業者に説明をしてというの

がありましたね。絞り込んでという、その御説

明をお願いします。

メガソーラーにつきまし○土持総合政策課長

ては、現在４つのグループから、共同してやり

ましょうという提案がなされておりまして、そ

のうちの２つにつきましては、先般２月に公表

させていただきましたけれども、国際環境ソ

リューションズという会社とダイワエネルギー

を中心とするグループ、その２つが21年度の着

手に向けて、今まさに詰めの協議をやっており

ます。早ければ今月末なり来月早々に協定まで

行けるのではないかというふうに考えておりま

す。他の２つについては若干詰める事項がござ

いまして、もうちょっと時間がかかるかなとい

うふうに考えております。

２グループについては採択といい○鳥飼委員

ますか、具体的な提案を受けるということで、

あと残りの２グループについては進捗状況を見

ながら、採択をやっていくということだろうと

思うんですが、新聞で見たときには、都農のと

ころを走っている旧国鉄のリニアモーターカー

の上と、あともう一つどこか土地を使ってとい

うことが出ていたようなんですが、そこを説明

していただけますか。

今申し上げました２つの○土持総合政策課長

グループのうちの国際環境ソリューションズが

、 、リニアの実験線を活用したいということで 今

鉄道総研、地元都農町との話も進めているとこ

ろでございます。21年度にはとりあえず実証実

験的な小規模なものを設置いたしまして、22年

度以降に本格的にということで計画しておりま

す。それから、ダイワエネルギーグループのほ

うは、県有地を使用するということで、今その

県有地について、向こうのほうは急いでいるん

ですけれども、私どものほうが若干県有地の調

整をしているという状況でございます。

リニアの実験線で実証実験をとい○鳥飼委員

うことですね。ダイワエネルギーでは県有地の

使用をということですけれども、１メガという

ことでしたから、県有地、広さというのはおお

むねどの程度になるんでしょうか。

１メガで２ヘクタールほ○土持総合政策課長

ど必要というふうに言われています。

２ヘクタールといったら結構ある○鳥飼委員

と思うんですけれども、県有地で実証実験を始

めるとしても、県有地となれば２ヘクタール要

るわけですが、２ヘクタール以上ある県有地は

どこがありますか。

県内で今使われていない○土持総合政策課長

遊休県有地がございますので、考えております

のは、宮崎市内もございますし、児湯のほうも

ございます。そこらで調整いたしております。

、○鳥飼委員 高原のフリーウェイ工業団地とか

細島が該当するかどうかわからないんですけれ

ども、何カ所というのは指で折れますね。どこ
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どこというのはわかるから、そういうのは一応

こうですと説明していいんじゃないですか。そ

れはわかり切ったことだから。

まだ地元等への説明等も○土持総合政策課長

ございますので、今の時点でどちらという、候

補地も含めて申し上げられないということで御

了解いただきたいと思います。

だれも候補地をとは言っていない○鳥飼委員

んですよ。２ヘクタール以上の県有地はどこを

把握していますかと聞いているんだから、言い

たくなければいいですけど、それはすっすっと

やられたほうがいいとは思います。

先ほど言われた資料で、太陽光新エネル

ギー、19ページのみやざきソーラーフロンティ

ア構想概念図というのを部長のほうから先ほど

御説明いただいたと思っているんですが、この

中で構想の基本理念というのが、製造、発電、

活用の三拍子そろったということになっている

んです。製造については、それなりに製造でき

るのかなと、発電ももちろんできるのかなと、

活用をどうするかということなんですね。ここ

が大きな課題になるのかなと思っているんです

けれども、どういうことを想定しておられるん

でしょうか。

私どものほうでもそこは○土持総合政策課長

検討しておるんですけれども、本県の産業の特

徴というものを考えたときに、まずは農業との

連携、農業への活用、こういったものができな

いかということを考えております。それから、

ソーラー産業育成・集積プロジェクトという 19、

ページの下の表に他産業との連携ということを

書いておりますけれども、今後、電気自動車等

が普及していくだろうと、もちろんエネルギー

は電気になるわけですけれども、その電気は、

従来の石油の火力で生成した電気を使用するよ

りも 電気自動車には自然エネルギー そういっ、 、

た電気のほうがよく似合うのではないかという

ふうに思っておりますので、そういった自動車

産業との連携ができないか、そういうことを検

討しているところでございます。

農業でしたら けさもテレビでやっ○鳥飼委員 、

ていましたけれども、かなり大きなところを紹

介しておりましたけれども、農業団地というこ

とになりますね。農業団地に夜間、蓄電池の機

能がどれだけできるのかというのももちろん出

てくるでしょうし、そうすると、おのずと限ら

れてくるということですね。通常の農家で農業

、 、者 農業生産法人は施設をやっていませんので

、施設園芸をやっておられるということになると

おおむねどの程度の施設園芸が可能というふう

、 。に予想しておられるのか そこをお尋ねします

まだ具体的に細かいとこ○土持総合政策課長

ろまでの検討に入っておりませんけれども、例

、えば農家のヒートポンプに活用できないかとか

大規模な園芸といいますか、野菜等の生産、そ

ういったものにも活用できるんじゃないかとい

うようなことは考えておりますが、具体的にど

う利用していくかというのは、今後、私どもの

ほうでも十分検討研究をしていきたいというふ

うに考えておるところでございます。

１メガということは、先ほど言わ○鳥飼委員

れたようにかなりの広さを持っているわけで、

これで供給する先はないですということになる

と、大変なことですね。九電に売電、買っても

らう。たしか今20円ぐらいですか、これを高く

しようという話はあるようなんですけれども、

当然絞られてきますね。要望にしておきますけ

れども、その辺を慎重に検討していって、どこ

でやるのかということも決めていかないと、結

果的に、メガソーラーをやったけれども、活用
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の方法がないということでは困ると思いますの

で、そこはよろしくお願いしたいと思います。

今回は1,500万ということで、対象経費の２分

の１ということなんですけれども、500万、４つ

出てくれば2,000万になりますけれども、後、何

か出てくるということはないんですね。後、県

が補助するとか、県有地を貸すのかどうかわか

りませんけれども、それも実質的には補助と同

じようなことですから、後のことについてはど

んなふうに考えておられるのか、今後について

お尋ねしたいと思います。

メガソーラーの設置に関○土持総合政策課長

、 、 、しまして 今後 メガソーラーにつきましても

予定がある、希望があるというものについては

話し合いをしながら、本県内での設置をさらに

。進めていきたいというふうには考えております

その際には、改めてこういった予算をお願いす

ることはあるというふうに考えております。今

回の1,500万につきましては、先ほど申し上げま

した現時点で４件が対象となっておるわけです

けれども、そのうちの１件は自家消費が基本で

ございますので、そこにつきましては支援が必

要ないというふうに考えております。可能性が

ある３件についてこの予算をお願いしたという

ことでございます。

自家消費というのはまだ採択され○鳥飼委員

ていないんですね。わかりました。ということ

は、例えば500万補助した後については補助とい

うことは出てこないというふうに私たちは思っ

ていていいんでしょうか。

先ほど委員のほうからも○土持総合政策課長

話が出ましたけれども、発電した電気をどうい

うふうに使うかということとの関係も出てきま

すけれども、こういった環境価値をまた県とし

てどうするか、環境価値を県として購入すると

いうこともございますので、そういうことも考

えながら、幅広い何らかの支援といいますか、

そういったものは考えていかないといけないの

かなというふうには考えております。

中山間盛り上げ隊について詳しく○黒木委員

聞きたいんですが、３番目に、県職員を地域に

派遣するようなことも言われておりますが、皆

さん方の中で、課内の皆さん方を派遣するわけ

ですか。それとも、関係者を派遣しようとして

いるんですか。

現在、うちの室○後沢中山間・地域対策室長

に11人いるんですけれども、その中から割いて

出すというよりも、来年度以降も室内で仕事を

している人数は11人なんでしょうけれども、そ

れとは別に３人程度と考えていますけれども、

中山間地域に派遣されるという形になると思い

ます。

これは１年きりじゃなくて継続も○黒木委員

考えているわけですか。

ここから先は人○後沢中山間・地域対策室長

事の話になるので、何年という話は私も申し上

げられないんですけれども、１年では十分な効

果はないんじゃないかというふうには考えてお

ります。

わかりました。○黒木委員

新エネルギーについて聞いておきますが、ゆ

うべ、テレビを見ておった方がいればと思いま

すが、どこかの大学の研究だったですか、サト

ウキビに似た種類ですが、５メーターぐらいに

伸びて、バイオマス燃料というのか、その研究

が進んで、いいものができていると。中山間あ

るいは荒れ地、やせている土地でも非常に育ち

がいい。その方の話では、日本全国が油田だ、

油田になる いいものができたというふうに言っ、

ていましたが、特に宮崎あたりは、中山間、ま
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。た農地を放棄しておる土地がかなりあるんです

、そういうところを活用するには非常にいいなと

あれを見て感じていたんです。それこそ中山間

、 。でもいろんなところ そういうところでできる

それがバイオマス燃料になるわけですから、こ

。 、れから新エネルギーの中でも効率的になる 今

太陽光は、プラスのほうにはなかなかならない

ですね。だれがやっても、資金だけはかかるけ

ど、プラスにならない。これは植えて何カ月で

太るんだそうです。４カ月ぐらいでできる。そ

うなりますと、台風の時期を外してうまくやれ

ば、宮崎でも十分できる。冬でもできるんじゃ

ないかという感じがしたんですけれども、これ

はぜひ率先して取り組んでみてほしい。宮崎な

んか特に荒れ地が多いところ、これを活用する

ことが一番いいと、ゆうべ、あれを見て私は感

じておりました。職員の皆さんでも見ておった

ら、そういうところを真っ先に宮崎は取り組む

と。研究されておりました大学のところは、村

ごとやりたいと、すぐ手を挙げて、そこは取り

組むようです。九州であれば宮崎が一番先にや

るぞぐらいのものを皆さんが言って、そういう

ものを取り込んでいく中で、九州であれば宮崎

に先にやらせてくれとか……。種がなかなかと

れないので、早く提携しないと宮崎がおくれる

と思います。これは全国に広がると思います。

日本が油田だというんです。確かにそれが毎年

育っていけば燃料ができるわけですから、立派

なものだなと私は見ておりましたが、ぜひ早い

うちにとらえていってみてください。これは要

望しておきます。

調査してもらって検討してくだ○外山委員長

さい。

秘書広報課にお尋ねします 21ペー○鳥飼委員 。

ジの秘書業務費についてですけど、先ほど御説

明されたんですが、もう一度経費の大まかな内

訳の御説明をお願いいたします。

秘書業務に今回2,122○緒方秘書広報課長

万2,000円お願いしておりますが、昨年が1,775

万4,000円ということで、300万ちょっとの増と

いうことになっております。秘書業務費につき

ましては、メーンの中身といたしましては、知

事 副知事の活動経費 いろんな資料購入代等々、 、

、 、になっておりまして 今回ふえておりますのは

知事、副知事並びに秘書が一緒に活動する場合

の旅費等が300万ほどふえております。そのこと

によるものでございます。

。○鳥飼委員 秘書の方の人件費は職員費ですね

そうすると、知事、副知事の旅費ということな

んですけれども、１人1,000万ぐらい、そんなに

なるものですか。

細かくなりますけれど○緒方秘書広報課長

も、2,100万のうちの旅費が680万程度でござい

ます。その次に大きいのが、先ほど言いました

新聞購入代とか、資料購入代にかかります需用

費ということで、これが450万程度ございます。

次に大きいのが、知事、副知事の交際に要する

交際費ということで、それを21年度は200万お願

いしておりまして、これで大体1,300万程度にな

ろうかと思っております。あとは、非常勤職員

の報酬ですとか、私どもの通常の業務に要する

経費ということになっております。

職員もかなり旅費を切り詰めてお○鳥飼委員

るものですから、トップですからというふうな

気がいたしたんですが、金曜日の夜に東京に出

かけられてというのは、余り変わっておられな

いんですか。

、○緒方秘書広報課長 この議会につきましては

今のところは土日も県内で行事、公務、政務等

をこなしております。
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議会中は当然でしょうけれども、○鳥飼委員

例えばいろいろテレビに出演される場合、この

間、私、消防庁やら行ったときにもついでに、

２月４日だったと思うんですけれども、東京事

務所にも寄ったんですが、所長と話をして、テ

レビに出演のときには迎えに行っておりません

というふうなことで、テレビ局から直接迎えが

行きますと。公務の場合は私どもが行きますと

いうような説明を受けているんですけれども、

私どもとすれば、地元におって、たまにはいい

と思うんですけれども、傾向として余り変わっ

、ていないのかなという感じもしたものですから

今度の議会ということではなくて、例えばこの

半年とか、そんな感じを受けたものですから、

お聞きしたところですけれども、よろしいです

けれども、ただお願いしておきたいのは、どう

いう用務でどこに行っているということだけは

全部把握しておいていただきたい。これは政務

であろうと何であろうと、いざというときがあ

るわけですから、秘書広報課も大変でしょうけ

れども、お願いしたいと思いますし、この間、

不発弾の処理のときは、鹿児島空港におりられ

て、ヘリコプターで来られたということですけ

れども、あの場合は公費になるんでしょうか。

その件につきましては、○緒方秘書広報課長

主催者のほうの経費で出していただいたという

ことで、政務として対応いたしております。

１点補足させていただきます 今回 旅費が300。 、

万ほどふえた形で、全体的に秘書業務がふえて

おりますけれども、知事、副知事の旅費につき

、 、 、ましては 従来から予算の中で 定型的なもの

定例的なものについて秘書広報課のほうで予算

措置させていただいてきたところでございます

けれども、知事が就任して２年になりまして、

知事の行事、出張というのがある程度見えてき

たかなということで、足りなかった分につきま

しては、関係課のほうからこれまでも協力をい

ただいてきておったわけですけれども、今回、

就任丸２年ということで、活動の状況も大体固

まってきたといいますか、ある程度把握できる

ようになりましたものですから、今まで協力い

ただいてきた分を秘書広報課のほうで合わせて

今回計上させていただいて、より効率的に執行

させていただくということでございます。例え

ば、20年度の旅費が21年度にかけて実質的にふ

えたということではございません。従来、秘書

広報課に予算措置していたものプラス関係部局

のほうから協力いただいてきた分を、21年度は

秘書広報課のほうでまとめて計上させていただ

いたという経緯がございます。

秘書広報課も大変でしょうけれど○鳥飼委員

も、頑張ってください。

統計調査課に１つだけお聞きしたいと思いま

す。28ページの社会生活統計指標整備費という

事項ですが、各種統計資料を加工分析して、本

県経済活動の実態と動向を総合的に把握するた

めの基礎資料の作成ということで書いてあるん

ですけれども、国10分の10の調査とかで御苦労

いただいておるんですけど、それを宮崎県の場

合はどういうふうにして理解すべきだというの

が大きな課題ですし、それとあわせて大事なこ

とではないかと思っているんですけど、例えば

この間ありましたいろんな調査に関連して、そ

ういうような分析をしていくというのが大事だ

と思っているんですけれども、それは現実的に

はどういうふうなことでやられているのかとい

うことをお尋ねしたいと思います。

統計につきましては、私○橋本統計調査課長

どものほうでは、国からの委託統計というのが

、 、ほとんどの業務でございまして それ以外にも
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県のほうでの独自の業務というのもいたしてお

ります。その中で行っておりますのが県民経済

計算ですとか景気動向指数、資料の28ページの

事項の鳥飼委員おっしゃった社会生活統計指標

整備費のところの説明にありますような鉱工業

指数作成ですとか産業連関表、こういったもの

。が私どものほうで行っているものでございます

これにつきましては、国のほうで行っておりま

すいろいろな統計調査の結果を使いながら、ま

た県独自で行っております鉱工業指数の作成と

か、そういったものも使いながら、組み合わせ

まして、経済動向の分析などを行っているとい

うことでございます。行いました結果につきま

しては 「統計みやざき」ですとか、毎月出して、

おりますけれども、県経済の動向ですとか、そ

ういったもので印刷物として出しておると。ま

、 、た一方 ホームページでも掲載しておりまして

御利用いただけるようにしているところでござ

います。

前知事の時代に統計課から統計調○鳥飼委員

査課ということになったわけで、ここが非常に

大事だと思いますので、就業構造実態調査でし

たか、そういう数字とかいろいろ出てきますの

で、十分な分析検討をお願いしておきたいと思

います。要望で、お答えは結構です。

委員会資料の21ページですが、住○中村委員

宅用太陽光発電システム、先ほど説明の中で国

の予算が３年ぶりに復活したんだというお話を

されましたね。国としては今後、太陽光発電あ

るいはエネルギー対策で雇用・経済対策をやっ

ていこうという話をしていますね。前、補助金

を出したのはＮＥＤＯでしたか。この中では300

万円限度額で貸し付けるわけですけれども、大

体15年間で元を取るか取らんかということで

しょう。耐用年数も考えると、リスクも大きい

わけです。この中には補助金があると乗りやす

いのかなと思うんだけど、今から国の新しい景

気・雇用対策をやるでしょうから、追加補正や

るでしょうから、その中で何かつかんでいませ

んか、補助金とかそういったものについては。

今後の国の経済対策の中○土持総合政策課長

でという意味では、まだ情報をつかんでおりま

せん。

先ほど３年ぶりに復活したという○中村委員

のはどういう……。

国の助成制度は、キロワ○丸山県民政策部長

ット当たり７万円助成するということで、国が

組んでいます。今年度補正で90億、国は組んで

います。当初予算で237億ぐらい組んでいます。

当面、国のほうは助成措置をやっていくという

ことで、個人用住宅の太陽光発電を広げていこ

うという考えでおります。御存じかと思うんで

すが、2010年度からは個人の住宅用発電の買い

取り価格、今25円ぐらいですから、それを２倍

にして導入促進をやると。そして、当然、買い

取り価格が２倍であれば、電力会社はコストが

かさむわけですから、その分は一般家庭に普遍

、的にコストを負担していただこうということで

標準的な家庭では月100円ぐらいのアップにな

る、そういう話が今出ております。ただ、それ

に対しても、何で太陽光発電を導入した人のコ

ストを自分たちが負担せないかんのかという反

発もあるようでありまして、そこの調整を経済

産業省のほうで詰めの検討をされているという

ふうに伺っています。ただ、２倍で買い取ると

いうのも、2010年度から10年間を計画されてい

るようであります。今のところ国の動きはそう

いう状況です。

太陽光発電を取りつけようとした○中村委員

ら、もうちょっと時間を置いて、待っていたほ
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うがいいということ。

デジタルテレビと一緒み○丸山県民政策部長

、 、たいなことになると思うんですけれども 国も

福田ビジョンというのが去年出たんですけど、

この中で、2020年については今よりも10倍導入

量をふやす、2030年には40倍にふやす、そうい

う計画でありまして、一方では数年間でコスト

を半分に下げる、そういう研究もされているよ

うであります。今導入したほうがいいのか、も

うちょっと待ったほうがいいのか、そこらあた

りは微妙に判断に迷うところではあります。

私ごとになるんですが、616平米の○中村委員

施設をつくって、メガには到底、達しないんだ

けど、太陽光をするように設計を組んでくれと

いう、616平米の屋根なんですが、そこにつける

について、もっと先のほうがいいのかなと思っ

たものですから。

説明資料の27ページの中山間盛り上げ隊 さっ、

き黒木委員からも質問があったんですが、隊員

募集するのはどういう方法でされるんですか。

集まりますか。

隊員の募集につ○後沢中山間・地域対策室長

きましては、ホームページですとか広報誌、メ

ディア媒体など、あらゆる手段を使ってやろう

と思っております。集まるかどうかというとこ

ろにつきましては、本音で言いますと、事業を

、 、仕組んでおいてなんですけれども 我々自身も

どれぐらい集まるかは不安半分 期待半分といっ、

たところです。ただ、最近のボランティア志向

の高まりですとか、二地域居住なんていうのが

クローズアップされていますが、いわゆる田舎

、への関心の高まりということもございますので

そういうものを背景にすればある程度集まるん

じゃないかというふうに期待しているところで

す。

ホームページとかいろいろあるで○中村委員

しょうけれども、具体的にどういう形で集めよ

うということはまだ決めていないんですね。

具体的にという○後沢中山間・地域対策室長

ことになると、これから詰めていくというふう

に考えております。

この中にも都市住民にと書いてあ○中村委員

るけれども、宮崎県民だけじゃなくて、例えば

東京とか大阪とか、その付近からもということ

になるんですか。

そういうふうに○後沢中山間・地域対策室長

考えております。ただ、特に短期派遣ですと、

日帰りか、せいぜい１泊程度ということになり

ますので、実質は宮崎県内というのが現実的か

なと思っております。中長期派遣のほうに東京

とか大阪から手が挙がってくれば、一つの交流

になるのかなというふうに思っております。

いい発想ではあるけれども、先ほ○中村委員

ども話があったように、単年度であれば一つの

線香花火みたいなもので やっぱり続けなくちゃ、

いけないだろうし、そして、おもしろいけれど

も、集まるのか、そういったことに関心を持っ

て見守っていますから、来年の今ごろ集まって

いないときは また 努力が足りなかったんじゃ、 、

ないかという話をしたいと思いますので、その

つもりでお取り組みをお願いいたします。

 厚い資料の15ページ、過疎地○中野 明委員

域自立促進計画推進事業の中身を、対象者とか

だれがつくるのか、もうちょっと細かく説明し

てください。

過疎地域自立促○後沢中山間・地域対策室長

進計画推進事業というのは、現行の過疎法に基

づいてつくられた、いわゆる過疎計画について

は、基本的な方針とあわせて、具体的にどうい

う事業を実施していくのかというのが位置づけ
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られているわけですけれども、その事業の進捗

を毎年度管理しているという業務をしておりま

して、そのための事務経費でございます。

 事務経費ですか。私は、計画○中野 明委員

をつくる事業かなと思っていました。これは新

。 。規ですか それとも従来やっていることですか

従来から毎年度○後沢中山間・地域対策室長

取り組んでいる事業でございます。

 例えば去年もそういうのをチ○中野 明委員

ェックしていて、チェックした中身というのは

大体計画どおりいっているものですか。

おおむね予定ど○後沢中山間・地域対策室長

おり進捗しているところでございます。

 おおむね進捗しているという○中野 明委員

けど、データで見ると、限界集落が出たり、過

疎は進んでいるわけだけれども、マイナスのチ

ェックしているわけじゃないわね。その辺をチ

ェックしておれば、現況としては毎年いい数字

が出てこんといかんと思うんだけれども。

この過疎計画で○後沢中山間・地域対策室長

は、委員がおっしゃるような、いわゆる限界集

落がどれぐらいになったとか、そういう数値で

はなくて 過疎債やなんかを使って実施するハー、

ド整備を中心に、道路整備ですとか、水路とか

の整備とか、そういうものをどれぐらいやるの

か、どこの地先でどれぐらいやるのかというの

を位置づけていまして、それが計画どおりに進

捗しているのかというのをチェックするもので

ございます。

それでは、以上をもちまして、○外山委員長

第１班の審査を終了します。

暫時休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

これより総合交通課、生活・協働・男女参画

課、文化文教・国際課、人権同和対策課、情報

政策課の審査を行います。総合交通課から順次

説明をお願いいたします。

総合交通課の当初予算に○渋谷総合交通課長

ついて御説明いたします。

平成21年度歳出予算説明資料の29ページをお

開きください。総合交通課の平成21年度当初予

算額は、総額で５億9,271万7,000円をお願いし

ております。

主なものについて説明いたします。31ページ

をごらんください （事項）広域交通ネットワー。

ク推進費3,014万5,000円であります。これは、

交通基盤の整備や輸送機能の強化を行い、国内

外との広域的な交通ネットワークの形成に要す

る経費であります。このうち３の物流・海上輸

送対策事業の（２）○宮崎県物流効率化支援事新

業につきましては、後ほど別冊の資料で説明さ

せていただきます。

次に （事項）地域交通ネットワーク推進費３、

億7,165万9,000円であります。これは、地域住

民の日常の生活交通手段であるバスや鉄道の公

。共輸送サービスの確保に要する経費であります

このうち１の地方バス路線等運行維持対策事業

２億9,497万円でありますが、利用者の減少等に

より、その維持が大変困難な状況にありますバ

ス路線につきまして、国や市町村と協調して運

行費等を補助することにより、地域住民の生活

に必要なバス路線の維持確保を図るものであり

。 、 （ ）ます 次に ２の公共交通利用促進事業の ３

トロッコ列車活用促進事業でありますが、この

事業につきましても、後ほど別冊の資料で説明

させていただきます。次に、３の地域バス再編

支援事業6,500万円でありますが、地域の交通手
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段を将来にわたって安定的に確保できるよう、

コミュニティバスなど地域の実情に応じた効率

的な交通システムを平成20年度までに導入を

図った市町村に対し、その運行費について支援

するものであります。

32ページをお開きください （事項）航空交通。

。ネットワーク推進費8,696万8,000円であります

これは、韓国、台湾の国際定期便など、宮崎空

港を発着する国内・国際の航空ネットワークの

維持充実を図るものであります。

（事項）高千穂線鉄道施設整理基金事業費473

万4,000円でありますが、この事業については、

これも同じく別冊の資料で説明させていただき

ます。

新規・重点事業について御説明いたします。

常任委員会資料の32ページをお開きください。

宮崎県物流効率化支援事業であります。事業の

説明に入る前に、31ページの添付資料をごらん

ください。県では、昨年７月に知事を本部長と

する物流対策推進本部を設置いたしまして、本

県の物流対策をどのように進めていくべきか、

検討を行ってまいりましたけれども、その結果

を整理したものであります。簡単に御説明いた

しますと、これまでの本県の物流はトラック輸

送への依存度が高く 貨物不足からカーフェリー、

航路の休止やＪＲ貨物の利便性低下を招きまし

て、さらにトラックへ依存が進むという悪循環

になっております。しかしながら、トラック輸

送は、原油の高騰による輸送コスト増やＣＯ 削２

減の要請、ドライバーの高齢化といった問題を

抱えていることから、海上輸送や鉄道輸送への

転換、いわゆるモーダルシフトが必要になって

おります。このため、行政と産業界の役割分担

を明確にし、相互に連携して対策を進めていく

必要があり、行政といたしましては、産業界の

役割である大量輸送機関への荷寄せの取り組み

を誘導、支援するとともに、船会社やＪＲ貨物

への利便性向上の働きかけや企業誘致等による

貨物量の拡大、道路、港湾等のインフラ整備を

行っていく必要があります。このようなことか

ら、県民政策部において21年度に新たに実施し

たいと考えておりますのが宮崎県物流効率化支

援事業でございます。

、 。内容ですが まず１の事業の目的であります

先ほど申し上げましたように、本県物流の効率

化を図るためには、大量・低コスト輸送が可能

な海上・鉄道輸送へのモーダルシフトが必要で

。 、 、あります しかしながら 荷主にとりましては

物流手段やルートの変更に伴って発生する一時

的なコスト負担などが障壁となっております。

したがいまして、このような負担を軽減するた

めの助成を行い、モーダルシフトの推進を図ろ

うとするものであります。

２の事業概要であります。助成対象は、貨物

の荷主とその荷を輸送する運送事業者といたし

まして、助成の対象となる貨物の具体的な条件

は、①にありますように、陸上トラック輸送か

ら県内港発着の海上定期航路または県内駅発着

のＪＲ貨物輸送にシフトした貨物、及び②にあ

りますように、企業立地や工場増設等により新

たに発生した貨物で、これらの輸送機関を利用

。 、するものとしております 助成額でありますが

平成21年度内でシフト開始から６カ月の間に輸

送された貨物の量に応じまして、１企業当た

り500万円を上限として助成することとしており

ます。具体的な助成額は、助成額の例のところ

にありますように ローロー船等で使用される12、

メーターシャーシの場合は１個１万円、鉄道貨

、物等で使用される12フィートコンテナの場合が

大きさが12メーターシャーシの約３分の１とい
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うことから、１個3,000円といったように、トラ

ックやコンテナの大きさに応じて決定すること

としております。事業費は2,165万4,000円であ

ります。

33ページをごらんください。トロッコ列車活

用促進事業であります。まず、１の事業目的で

ありますが、ＪＲ九州が日南線を中心に観光列

車として運行する旧高千穂線のトロッコ列車を

有効活用することにより、県内鉄道の活性化を

。 。図るものであります ２の事業概要であります

（１）のように、観光列車の活用促進を図るた

め、運行開始記念イベント、県民向けのＰＲを

実施し、県民意識の醸成を図るとともに （２）、

にありますように、沿線自治体等が行う駅舎の

改修や日南線活性化プランの作成、駅舎を活用

、 、した地場産品の販売 イベント列車の運行など

観光列車を活用した日南線活性化の取り組みに

対し補助するものであります。事業費は全体

で750万円であります。

34ページをごらんください。高千穂線鉄道施

設整理基金事業費についてであります。まず、

１の事業目的であります。宮崎県高千穂線鉄道

施設整理基金について、計画的かつ効率的な資

金の積み立てや処分を行うものであります。２

の事業概要であります （１）高千穂線鉄道施設。

整理基金管理事業ですが、基金運営協議会開催

のための事務費等34万4,000円を計上させていた

だいております （２）は、今回新規事業の高千。

穂線鉄道施設整理基金補助事業であります。去

る１月28日の委員会視察の際にも御説明いたし

ましたが、日之影町が住民の安全で安心な生活

の障害となっております①から③までの施設を

撤去するために要する費用に対し、基金から補

助を行うものであります。金額は439万円を計上

させていただいております。これらの施設につ

いては、本来、高千穂鉄道株式会社において撤

去すべきでありましたが、鉄道事業の廃止時期

の関係で撤去できなかったものでありまして、

２月17日に開催した基金運営協議会におきまし

ても、基金を活用して早急に撤去すべきである

旨を確認しております。事業費は全体で473

万4,000円であります。

総合交通課は以上でございます。

生活・協○髙原生活・協働・男女参画課長

働・男女参画課の当初予算について御説明いた

します。

平成21年度歳出予算説明資料の33ページをお

開きください 生活・協働・男女参画課の平成21。

年度当初予算額は、総額で３億9,206万9,000円

をお願いしております。

主な内容について御説明いたします。35ペー

ジをお開きください （事項）交通安全基本対策。

費1,023万円であります。これは、交通安全実施

、計画の策定及び交通安全活動の推進を図るため

交通安全の広報、啓発、教育などに要する経費

でございます。

次に （事項）交通事故被害者救済対策費478、

万4,000円でございます。これは、交通事故被害

者救済のための交通事故相談所の運営に要する

経費でございます。

（事項）安全で安心なまちづくり推進費681

万4,000円です。これは、安全で安心して暮らせ

、 、る社会づくりを推進するため 県民会議の運営

地域リーダーの育成、アドバイザー派遣、県民

推進大会などに要する経費でございます。

36ページをお開きください 事項 ボランティ。（ ）

ア活動促進事業費3,510万5,000円であります。

これは、ＮＰＯ・ボランティア活動の促進や、

県民との協働を推進するため、県ボランティア

センター及びＮＰＯ活動支援センターの運営、
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協働に関する県職員研修、市町村の協働事業促

進などに要する経費でございます。

（事項）消費者支援対策費4,740万9,000円で

ございます。これは、消費者の自立を支援する

とともに、消費者被害の防止と解決支援を図る

ための消費者への啓発事業や、消費生活相談員

の配置などに要する経費でございます。このう

ち、次のページの説明欄の○相談しよう！多重新

債務者対策事業につきましては、後ほど委員会

資料で御説明させていただきます。

事項 消費生活センター設置費2,536万3,000（ ）

円でございます。これは、消費者施策を推進す

るために設置しております消費生活センターの

運営や生活情報センターの施設管理等に要する

経費でございます。

（事項）男女共同参画総合調整費301万3,000

円でございます。これは、男女共同参画社会づ

くりの推進に関する総合的な体制の確立及び国

や市町村等との連絡調整のため、各種会議への

参加や男女共同参画審議会の運営等に要する経

費でございます。

（事項）男女共同参画推進費3,210万8,000円

でございます。これは、男女共同参画社会づく

りに関する意識啓発及び活動を推進するため、

啓発資料を作成するほか、再就職や起業など女

性のチャレンジを支援するとともに、啓発や相

談支援を行う男女共同参画センターの運営に要

する経費でございます。

続きまして、当初予算の追加分について御説

明いたします 平成21年度歳出予算説明資料 議。 （

案第72号）の３ページをお開きください。当初

追加分といたしまして400万円の増額補正をお願

いしております。補正後の額は総額３億9,606

万9,000円となります。

補正の内容について御説明いたします ５ペー。

ジをお開きください （事項）消費者行政活性化。

基金事業費でございます。これは、消費者行政

活性化基金事業を円滑に推進するため、生活・

協働・男女参画課と消費生活センターに配置す

る基金事業推進員に要する経費でございます。

続きまして 総務政策常任委員会資料の35ペー、

ジをお開きください。○相談しよう！多重債務新

者対策事業について御説明いたします。１の事

業目的でございますが、深刻化する多重債務問

題に対応するため、消費生活センターの相談体

制や啓発事業の充実強化を図り、県民の安全・

安心な生活を確保するものでございます。

２の事業概要でございますが、まず（１）の

多重債務者対策協議会における連携強化といた

しまして、関係機関や団体と連携することによ

り、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を

図ることといたしております。また （２）の消、

、費生活センターの機能の強化等といたしまして

①の関係機関との連携強化として、消費生活セ

、ンターに多重債務相談専用窓口の電話を設置し

各関係相談窓口の相談員等に債務整理の方法等

について助言するほか、相談員等を対象に研修

会を開催することといたしております。②の消

費生活センター相談窓口の強化といたしまして

は、消費生活相談員を１名増員いたしまして、

債務整理等の相談に対応するほか、市町村職員

が行う多重債務相談をサポートすることにして

おります そのほか 多重債務問題に関するキャ。 、

ンペーンや講座を実施するなどにより、情報発

信、消費者金融教育の強化を図ることとしてお

ります。事業費といたしましては、368万5,000

円をお願いしております。

生活・協働・男女参画課の当初予算につきま

しては以上でございます。

文化文教・国際課○福村文化文教・国際課長
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の歳出予算について御説明いたします。

お手元の説明資料の39ページをお願いいたし

ます。文化文教・国際課の当初予算額は、総額

で50億837万6,000円をお願いしております。

主な内容について御説明申し上げます 41ペー。

ジをお願いいたします （事項）県立芸術劇場費。

６億6,184万6,000円であります。内容につきま

しては、次の42ページをお願いいたします。説

明欄１の指定管理料４億8,789万3,000円は、県

立芸術劇場の指定管理者であります財団法人宮

崎県立芸術劇場へ支払う経費でありますが、

（１）国際音楽祭開催事業１億3,098万1,000円

は、ことし５月に開催されます第14回音楽祭や

次年度の音楽祭の開催準備に要する経費であり

ます （２）県立芸術劇場管理運営委託費３。

億5,691万2,000円は、県立芸術劇場の管理運営

に要する経費であります。説明欄２の県立芸術

劇場大規模改修事業費１億6,786万6,000円は、

県立芸術劇場が平成５年11月の開館以来ことし

で16年目を迎え、改修や修繕を要する設備が増

加していることから、県立芸術劇場の運営及び

県民の継続的な芸術文化活動に支障を来さない

よう、19年度から計画的に改修事業を行ってい

るものであります。

次に （事項）文化活動促進費3,518万9,000円、

であります。これは、多様な主体の参画により

ます多彩な文化活動の促進を図るために要する

経費であります。説明欄１の宮崎県芸術文化協

会補助1,535万円は、本県芸術文化の普及振興を

目指し、活気に満ちたふるさとづくりを願って

活動しております財団法人宮崎県芸術文化協会

への運営費補助と、同団体が実施します県民芸

術祭への補助のための経費であります。説明欄

９のミュージックランドみやざき推進事業624万

円は、ライトアップ県庁星空コンサートや県内

各地での街角コンサート等を実施するなど、い

ろいろな音楽をいろいろな場所で気軽に楽しむ

ということを目的に、ミュージックランドづく

りを推進するために要する経費であります。

（事項）文化交流推進費485万2,000円であり

ます。これは、文化の交流連携を促進し、県内

各地における文化活動の振興を図るために要す

る経費であります。その主なものとしまして

は、43ページをお願いいたします。説明欄２の

日本の原点宮崎の郷土芸能伝承事業368万5,000

円は、県民が長年にわたって伝承してきました

郷土芸能を広く発信するため、郷土芸能フェス

ティバルを開催し、伝承団体の誇りを醸成しま

すとともに、県民の理解を一層深め、地域を挙

げて保存伝承する環境を整備するものでありま

す。

次に （事項）海外渡航事務費3,558万7,000円、

であります。これは、県民の海外渡航の利便性

を高めるため、宮崎パスポートセンター及び６

カ所の県税・総務事務所において主に一般旅券

の発給申請の受理、交付に関する事務を行うた

めの経費でございます。

次に （事項）国際交流推進事業費１億210、

万8,000円についてであります。説明欄３の外国

青年招致事業1,956万8,000円は、国際感覚豊か

な人づくりを推進するため、当課に国際交流員

を３名配置しまして、通訳、翻訳や各種国際交

流事業の企画運営等の業務を担当してもらうと

ともに、県内の市町村や高等学校に配置してお

ります国際交流員や外国語指導助手に係るカウ

ンセリング事務とか研修を実施するための経費

であります。４の海外国際交流推進拠点整備事

業負担金1,500万円は、財団法人自治体国際化協

会が行う海外における地方公共団体の国際交流

活動支援等に対する負担金として納付するもの
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であります。６の多文化共生社会推進事業3,654

万7,000円は、県民と外国人住民が互いの習慣や

文化の違いを認め合い、ともに地域の一員とし

て協力し合う多文化共生社会づくりを推進し、

県民に対する異文化理解の啓発や外国人住民の

支援等を行うということで、財団法人宮崎県国

。際交流協会へ委託して実施するものであります

７の（１）の国際理解・国際交流促進事業66

万8,000円でございますが、国際理解を促進する

ため、県の国際交流員等を活用しまして、県内

の児童生徒に多様な文化に触れる機会を提供す

るものであります。なお、本事業は、これまで

行ってまいりました小学校高学年以上を対象と

した国際理解講座に加えまして、新たに小学校

低学年向けの講座を加えるなどの改善を行った

ところであります。８の東アジア民間交流促進

事業485万2,000円は、東アジア地域との多彩な

分野における交流を促進するため、本県と台湾

の民間団体の相互交流を支援するために要する

経費であります。９のアンニョンハセヨ！少年

少女国際交流事業579万1,000円は、韓国との交

流及び国際理解の促進を図るとともに、国際感

覚豊かな人づくりを推進するため、小中学生の

相互派遣受け入れによります交流事業を実施す

るものであります。次に、44ページをお開きく

ださい。11のブラジル宮崎県人会創立60周年記

念事業1,346万7,000円につきましては、後ほど

委員会資料のほうで御説明申し上げたいと思い

ます。

次に （事項）海外技術協力費1,281万8,000円、

についてであります。説明欄１の海外技術研修

員受入事業604万6,000円は、アジアを中心とし

ます開発途上国から技術研修員を受け入れ、県

内の大学や研究機関等で研修を受けることによ

りまして、母国の発展に貢献できる人材を育成

するものであります。また、２の海外移住宮崎

県出身者子弟県費留学生受入事業677万2,000円

は、ブラジルなど海外に移住された本県出身者

、の子弟を留学生として県内の大学等に受け入れ

修学の機会を提供するものであります。

続きまして （事項）私学振興費39億9,499、

万6,000円であります。主なものといたしまして

は、まず説明欄１の私立学校振興費補助金37

億5,532万7,000円であります。これは、私立学

校の経営基盤の安定、教職員の資質向上、保護

者の経済的負担の軽減など、教育環境の充実を

図るとともに、建学の精神を生かした特色ある

学校づくりを推進するため、補助を行うもので

ございます。次に、説明欄６の私立学校授業料

。 、減免補助金6,209万4,000円であります これは

私立高等学校が行う授業料減免に対して補助を

行うことにより、生徒の教育に係る経済的負担

を軽減し、修学機会の確保を図るものでありま

す。次に、45ページ、説明欄11の私立学校耐震

対策緊急支援事業2,098万6,000円であります。

これは、私立学校が行う耐震診断に対して補助

を行うことにより、私立学校の校舎等の耐震診

断を促進し、もって生徒の災害時の安全の確保

を図るものであります。

先ほど説明を省略いたしましたブラジル宮崎

県人会創立60周年記念事業につきまして、委員

会資料の36ページをお開きください。ブラジル

宮崎県人会創立60周年記念事業についてであり

ます。まず、１の事業目的でありますが、ブラ

ジル宮崎県人会が本年８月23日に開催します創

立60周年記念祭典及び記念事業に参加、協力す

ることによりまして、ブラジル在住の宮崎関係

、者とのきずなをより強固なものにするとともに

新たな交流の機運の醸成を図るというものでご

ざいます。
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２の事業概要でありますが （１）の訪問団派、

遣でございますけれども、①の派遣期間は、祭

典開催日を含んで７泊８日、うち機中３泊の日

程であり、③の派遣人数は、知事及び県民政策

部職員の計６人を予定しております。なお、県

議会及び農政水産部におきましても、それぞれ

。 、予算をお願いしていると聞いております また

市町村や農協等の関係機関及び移住者留守家族

等の一般参加者につきましては、宮崎ブラジル

親善協会が別途募集するということになってお

ります。④の派遣内容、すなわち現地での主な

行事でありますが、記念祭典への参加のほか、

開拓戦没者慰霊碑参拝とか県人会会員等との交

流等を予定しております （２）の在伯功労者等。

表彰及び記念品授与ですが、県人会役員経験者

等を対象とした県人会発展功労者、80歳以上の

高齢者及び農政水産部が所管しております県農

業青年派遣研修事業協力者等を対象とした県事

業功労者を表彰するものであります （３）の記。

念式典開催費等補助でありますが、記念祭典の

開催経費と、記念事業として実施します県人会

実態調査、これは県人会名簿の作成でございま

すが、及び平成15年に宮崎ブラジル親善協会が

作成しました「宮崎県南米移住史」という分厚

い冊子があるんですが、これを翻訳及び印刷す

るということで、その経費の２分の１を補助す

るものであります。３の事業費であります

が、1,346万7,000円でございます。よろしくお

願いします。

最後になりますけれども、46ページをお願い

いたします。午前中、部長のほうからも御報告

がありましたけれども、再度説明いたします。

宮崎国際音楽祭を考える懇談会の設置について

。 、 、であります まず １の設置目的でありますが

県立芸術劇場は平成18年度から財団法人宮崎県

立芸術劇場が第１期の指定管理者として管理運

営しているところであります。平成22年度に指

定管理期間が終期を迎えますとともに、その重

要な指定管理業務であります宮崎国際音楽祭

が15回の節目を数えることとなります。このた

め、これまで音楽祭が果たしてまいりました本

県の芸術文化振興や本県のイメージアップに係

る貢献度などにつきまして、総合的な評価をし

ますとともに、今後の音楽祭の方向性を検討す

る必要がありますことから、県民から広く意見

を得るために懇談会を設置したいというもので

ございます。

次に、２の性格でありますが、懇談会は、知

事の私的諮問機関に準ずるものとして、県民が

広く意見を表明し、または意見を交換する場と

位置づけまして、当懇談会におきます意見等を

踏まえて県のほうにおいて音楽祭の方向を検討

することといたしております。

次に、３の委員でございますが、委員数につ

きましては、発言の機会を確保できるよう10名

以内にしたいと考えております。また、委員の

選考に当たりましては、多方面からの意見が得

られますよう配慮したいと考えております。

４の設置期間でありますが、４月に設置しま

して、年内12月までには御意見を取りまとめた

いと考えております。

なお、５の会議の公開にありますように、懇

談会は原則として公開とした上で、その主な御

意見等については取りまとめた上で公表するこ

ととしておりまして、建設的な御意見をいただ

けるように努めたいと考えております。

文化文教・国際課からは以上であります。

人権同和対策課の当○酒井人権同和対策課長

初予算について御説明いたします。

お手元の平成21年度歳出予算説明資料の47
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ページをお開きください。人権同和対策課の平

成21年度の当初予算額は、総額で１億5,897

万2,000円をお願いいたしております。

主な内容について御説明いたします。49ペー

ジをごらんください （事項）人権同和問題啓発。

。 、活動費3,779万7,000円であります この事業は

適正な人権同和行政を行うための啓発研修や人

権同和問題に対する理解等を深めるための啓発

活動を行うものであります。説明欄１の宮崎県

人権啓発推進協議会委託2,979万7,000円であり

ますが、これは、人権啓発の推進のために設置

しております同協議会に委託いたしまして、８

月の人権啓発強調月間、12月の人権週間におけ

る各種の啓発事業やマスメディアによる広報な

どのさまざまな啓発事業を年間を通じて行うも

のであります。また、説明欄２の○みんなの人改

権！思いやり交流プラザ開催事業800万円であり

ますが、これは、人権問題に取り組むＮＰＯな

どの民間団体、民間事業所と県民の皆様が交流

を通じて人権についての理解を深めるイベント

を開催するものであります。

次に （事項）宮崎県人権教育・啓発推進方針、

推進事業費2,487万4,000円であります。この事

業は、平成17年に策定いたしました宮崎県人権

教育・啓発推進方針に基づいて実施する事業で

あります。説明欄１の宮崎県人権啓発センター

事業1,682万円でありますが、これは、平成19年

に開設いたしました宮崎県人権啓発センターを

拠点といたしまして （１）以下に掲げておりま、

す各種研修会の開催、情報誌の発行、人権問題

に関する相談などの事業を実施するものであり

ます。

次に、50ページをごらんください。４の○犯新

罪被害者等支援施策推進事業でありますが、こ

れにつきましては、別冊の資料で御説明させて

いただきます 総務政策常任委員会資料の37ペー。

ジをごらんください。まず、１の事業目的であ

りますが、犯罪被害者等支援に関する県の部局

や市町村等が被害者等からの相談などに適切に

対応できるよう、関係部局との連携強化と、そ

れらの職員の資質向上を図るものであります。

次に、２の事業概要でありますが （１）の犯、

罪被害者等支援に関する連携強化につきまして

は、庁内連絡調整会議や市町村主管課長会議を

開催いたしまして、関係者間の情報の共有や連

携強化を図ります。なお、情報の共有と申しま

、 、すのは 犯罪被害者等の支援に活用できる施策

これは一般施策等を含むものでございますが、

そういったものや、相談窓口などに関するもの

を想定いたしております。また （２）の犯罪被、

害者等支援に関する研修につきましては、被害

者団体の代表の方などから直接お話をお聞きす

ることによりまして、担当職員の理解促進と資

質向上を図ってまいります。３の事業費は138万

円を計上させていただいております。

人権同和対策課の当初予算につきましては以

上でございます。

情報政策課について御説○渡邉情報政策課長

明いたします。

平成21年度歳出予算説明資料の青いインデッ

クスで情報政策課のところ、51ページをごらん

ください。情報政策課の当初予算の総額は12

億5,297万8,000円となっております。

重点事業を中心に主なものについて御説明い

たします。53ページをお開きください （事項）。

行政情報処理基盤整備費の１億1,709万6,000円

であります。説明欄１のパソコン等整備費であ

りますが、県職員が業務用として県庁ＬＡＮで

使用するパソコンを当課で一括して５年の長期

継続契約でリース契約することによりまして、
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コスト削減を図りますとともに、パソコンの仕

様を統一化し、セキュリティー対策の強化を図

るものでございます。

次に、54ページをお開きください （事項）電。

子県庁プロジェクト事業の２億8,757万1,000円

であります。説明欄２の電子申請届出システム

運営事業の5,844万2,000円でありますが、これ

は、法律によりまして地方公共団体に電子申請

の基盤整備等が求められておりますために、住

民、企業等がいつでもどこからでもインターネ

ットを通じて県への申請、届出等の手続ができ

る電子申請届出システムを運営するために要す

る経費であります。次に、説明欄５のサーバ管

理委託事業の１億493万5,000円でありますが、

これは 耐震構造や厳格な入室管理などのセキュ、

リティー対策が講じられました民間のデータセ

ンター内に、職員パソコンの一括リースと同様

に、５年間の長期継続契約に基づきまして、県

庁内各システムのサーバを集中管理することに

より、業務の安全かつ効率的な運営を行うため

の経費であります 説明欄６の情報セキュリティ。

監査推進事業の734万5,000円でありますが、こ

れは、情報の漏えいの発生、コンピューターウ

イルス等による被害が多発するなどの社会情勢

に的確に対応した質の高い情報セキュリティー

を確保するために、情報セキュリティー監査の

実施などに要する経費であります。

次に （事項）地域情報化対策費の４億37、

万4,000円であります。説明欄１の情報通信基盤

整備対策費であります （１）のケーブルテレビ。

施設整備支援事業の2,500万円でありますが、こ

れは、市町村またはケーブルテレビ事業者が総

務省の地域情報通信基盤整備推進交付金を活用

してケーブルテレビのエリア敷設拡大を行う際

、 。に その費用の一部を補助するものであります

次に （２）の宮崎情報ハイウェイ21管理運営事、

業の１億7,753万円でありますが、これは、高度

情報化の進展に対応するために整備した高速・

大容量の情報通信基盤であります宮崎情報ハイ

ウェイ21の管理運営を行うもので、宮崎情報ハ

イウェイ21は、公共的な利用とともに、山間地

における無線インターネットサービスの上位回

線やケーブルテレビのエリア拡大、さらには地

上デジタル放送のバックアップ回線などとして

も利用されております。

次に、説明欄２の電気通信格差是正対策費で

あります （１）の携帯電話等エリア整備事業１。

億9,784万4,000円でありますが、これは、別冊

の常任委員会資料で御説明いたします。38ペー

ジをお開きください。まず、１の事業目的であ

りますが、情報通信基盤の整備充実を図ります

とともに、県内におきます情報通信格差を是正

するために、携帯電話等移動通信のための鉄塔

施設を整備する市町村に対しまして、その費用

の一部を助成するものであります。次に、２の

事業概要でありますが （１）の事業主体として、

は市町村 （２）の対象地域としては過疎地、辺、

地など （４）の補助率につきましては、対象世、

帯が100世帯以上では国県合わせて10分の７ 100、

世帯未満では15分の２ （５）事業予定地域とし、

ましては、延岡市、諸塚村、椎葉村内の３地区

であります。なお、この事業につきましては、

昨年までの国庫補助事業であります移動通信用

鉄塔施設整備事業が、その財源を一般財源から

電波利用料に移行されるとともに、従来の事業

費3,000万円以上という条件が撤廃されたもので

あります。

情報政策課につきましては以上であります。

各課長の説明が終了いたしまし○外山委員長

た。まず、議案について質疑がありましたらお
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願いいたします。

委員会資料の12ページ 「みやざき○中村委員 、

の空」航空ネットワーク活性化事業ですが、こ

の前の代表質問の折に、台湾に私は行きました

ということで、行きが47～48名、帰りが37～38

名、搭乗率が30％ぐらいだったんです。鳴り物

入りで知事が行かれて、定期便になったわけで

すが、このような状況であると、この前申し上

げたように、いわゆる採算ラインを大幅に切っ

ているわけですが、今からどういう手だてを打

たれるのか、我々も考えねばいかんわけだけれ

ども、それをお聞かせいただきたい。

台湾路線は、当初、台湾○渋谷総合交通課長

のほうから大分おいでいただけるんじゃないか

ということで期待しておったんですが、日本の

ほうからは、それなりに行っていただいている

、 。 、んですが なかなか伸びない そこは一つには

台湾の方々に宮崎県のよさというのが全然知ら

れていないんじゃないかというのがあるのかな

と思います。それで、まず、台湾のテレビとか

そういったところに出してもらうために、今月

から来月にかけて３つぐらい取材に来ることに

なっています。そういったことで今後も継続的

に宮崎を知らせていくと それから 県民の方々。 、

については御利用いただかんといかんわけです

から、例えばこれまで団体利用補助を10人から

としていたものを、６人に引き下げて、行って

いただく。そういったことで、行く人も来る人

も双方向で利用していただこうと。さらには、

６月には１周年ということになりますから、１

周年に向けて何か企画を立てて、さらにＰＲを

図っていきたいというふうに思っております。

この前、言いましたように、亜東○中村委員

協会で話したときに、鹿児島が非常に熱心で、

中華航空が飛ぶんじゃないか、そうなるとまた

少なくなるんじゃないかという話になったんで

す。いろいろあちこち行っているときに、頻繁

にやっているのは石川県でしたか、あそこあた

りは県の職員が、例えばある県に２名ぐらい出

向して、向こうの県からもこっちに２名ぐらい

出向してきて、そこでがっちりした地盤を築い

。 。て行き来をやっている 行く人が多いわけです

そういう手だてを講じないといけないんじゃな

。 、いかと思うんです 我々は少数だったですけど

行って、早速、向こうの偉い校長先生、台湾の

中でも力のある校長先生と急遽会うことができ

て、来年度に修学旅行も派遣しましょうという

ところまで話が進んできたんです。頻繁に行っ

てそういうことをやることでしょうね。その校

長先生は修学旅行を仕切っているところの一番

トップらしい。そういう人と会ってきたんだけ

れども、そういう人たちとのやりとりとか、そ

。 、ういったものが必要じゃないかと ２県か３県

目星をつけて 県職員をお互いに派遣して がっ、 、

ちり根を張っていくというのがいいんじゃない

かという話があったんだけど、課長、どうです

か。

修学旅行は非常に魅力だ○渋谷総合交通課長

と思っています。台湾の窓口を忘れましたけれ

ども、せんだって、鹿児島と宮崎と、たしか大

分だったと思うんですが、台湾のほうから修学

旅行を企画する上でいいところはないかといっ

たようなことで視察等もあったようですので、

そういったことについても期待したいと思って

います。まず、スポーツ少年団なんかの交流と

か、子供が行けば親がついていきますから、し

かも向こうの方々と交流ができれば、そういっ

たことで人の行ったり来たりがまたできるし、

そういったところも力を入れてみようかと。ま

ずは職員をというより、民間の方々の、そうい
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うことで拡大を図っていければどうかなという

ふうに思っているところでございます。

スポーツ少年団がドイツと交流を○中村委員

やっているんです。御存じだと思いますけれど

も、私も、かれこれ30年近く前に、少年野球の

、 、監督をずっとしておって 中学生を引き連れて

そのときは東西ドイツが一緒になっていないと

きだったけど、西ドイツを１カ月ぐらいホーム

。 、ステイしながら回ったんです 今考えてみると

金はかかるけど、非常によかったんですが、台

湾だったら１時間で行ける。ドイツも大事なん

だけど、台湾であれば、そういう金を何回も振

り分けることができるんじゃないかと。ドイツ

とやっているのは日本がやっているわけで、宮

崎県単独でもスポーツ少年団との交流ができる

、 、んじゃないかと思うんだけど 親が半分出して

半分ぐらい補助するような形でも結構交流がで

きるんじゃないかと思うんだけど、スポーツ少

年団の中でも、野球とか限られてくるでしょう

けど、そういうのは考えておかないと、廃止に

ならんかと心配です。

少年たちの交流について○渋谷総合交通課長

は、空港振興協議会の補助、そういったものも

ありますから、そういったものを活用して、総

合交通課だけでやれる話ではないので、関係者

にも御協力いただいて、そういう交流が拡大で

きればと思っております そういう方向で頑張っ。

ていきたいと思います。

 今、観光コンベンションと窓○中野 明委員

口が２つあるんです。航空会社はいろいろ言う

けど、台湾で人を集めるのはエージェントなん

です。窓口が今２つあるんです。これをしっか

り整理せんと みんなそれぞれが言っておったっ、

てしようがない。今後、東アジアで物産展など

するのに、１つにせんと、それぞれ新しく来た

、 。人が新しいことをまた始めるのでは だめです

飛行機の補助を持っているけど、航空会社がい

ろいろ言うでしょう。航空会社は集めんわけで

す。エージェントにおろしてエージェントが集

めて持ってくるわけです。航空会社が人を集め

るわけじゃない。だからエージェントをしっか

り……。私は商工におったから、整理せんとい

かんと。それぞれが別々にやったりして意味が

ない。今後は台湾も含めて、しっかり整理せん

といかん。

説明資料の35ページ、多重債務者○中村委員

の件ですが、いろいろと消費生活センターで相

談体制をつくられるのはいいんですが、課長、

どこの職種が多重債務者の面倒を一番、見てお

られるか、御存じですか。

最終的には○髙原生活・協働・男女参画課長

弁護士さんあるいは司法書士、そういう方々が

債務整理のときには一番やっていただけると

思っています。私どもの消費生活センターでは

第一義的な受け付けというか、整理をするよう

なことを考えているところです。

私どもの仲間は、多重債務者の扱○中村委員

いをやっているわけです。定期的に無料相談を

受け付けているんです。彼らは物すごく忙しい

んです。多重債務をなくそうと思ったら、根底

から根を絶たないとだめなんです。県で補助金

出してでも、高校を卒業する２～３カ月前でも

、 、 、いいが そのときに 弁護士は高いだろうから

司法書士のほうがよく知っていますので、司法

書士にお願いして、各学校に派遣して、金の借

り方はこういうことをしたらだめですよと、こ

ういうことで金は借りるんですよと、実例まで

話をさせて、講演させたら、実が上がると思う

んです。その辺の計画はないですか。

今おっ○髙原生活・協働・男女参画課長
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しゃったように、高校生等に対する、いわゆる

世の中に出ていくときにいろいろ教育をすると

いうのは非常に大事だと思っております。そう

いう意味で、今のところ、一日消費者スクール

とか若者向けのスクール、そういった学校での

教育というのも取り組んでいるところでござい

ますけれども、まだ全部というところには行っ

ていないのが現状です。おっしゃるように、い

ろんな関係機関との連携をとりながら、今後と

もそういった教育というのはやっていきたいと

思っていますけれども、今回の新規の中では、

相互連携というところには入りますが、事業費

としてはそういうところまではまだ入っていな

い状況でございます。

実は、学校にお願いして、司法書○中村委員

士協会でやっているんです。やっている学校と

やっていない学校とあるんですけど、高校は県

の管轄ですから、教育委員会と組んで、１日だ

けでも時間をとって、１日もかからんわけだか

ら、３時間ぐらい、教育委員会と連携とりなが

、 、 、ら 多重債務の研修を高校卒業するときに 今

中学校を卒業して就職する人は少ないから、高

校生に集中的に、定期的に１年に１回やるとい

うようなことをやってほしいんです。こういう

のも大事だろうけど、そのことによって多重債

務者がなくなると思うんです 我々もボランティ。

アでやっているんです。例えば、工業高校に出

かけていって、測量技術を我々の仲間が全部、

機械持ち込みで教えたりやっているんです。県

が教育委員会と一声かけてくれれば、そうした

ら多重債務はぐっと減ります。ぜひやってくだ

さい。部長、どうですか。

、○丸山県民政策部長 多重債務者ですけれども

平成19年８月１日に、国、県、弁護士会、司法

書士会、日銀、そういう関係機関に入っていた

だいて、多重債務者対策協議会というのをつく

りました。これは私が会長になっています。既

に全体会を３回か４回、今まで開いておりま

す。18の機関がたしか構成員となっていますの

で、その中で当然情報交換とか、もっと効果的

な多重債務者対策はないのかとか、相談窓口の

強化はどうしたらいいのかとか、そういう議論

をさせていただいております。半日ぐらいかけ

てやっております。日銀さんが事務局になって

いる金融委員会の中でも、出前講座もやってい

らっしゃいますし、中村委員おっしゃいました

ように、司法書士会とか弁護士会のほうでもパ

ンフレットとかリーフレットをつくって、各機

関がそれぞれやるべき分担で一生懸命やってお

りますので、今おっしゃったようなこともまた

教育委員会とも連携して、やる必要があると考

えております。また、そういう方向で１人でも

２人でも多重債務者対策で助かるようにやって

いきたいと考えております。

高校は３月１日が卒業式でしたか○中村委員

ら、ことしは間に合わないけれども、教育委員

会と来年の２月ぐらいはぜひやっていただくよ

うにお願いします。

。 、○中野 明委員 関連 多重債務者というのは

国富の我々も相談を受けるわけです。宮崎市は

消費生活センターとかあるけど、こっちもたま

らんから、この前、県警本部長に言ったら、交

番でも相談に応じますよという話があった。だ

、 、から 試しに交番に行ってみなさいと言ったら

余りうまくいかんで、本当に多重債務者対策を

やろうと思えば、宮崎市につくったり、いろい

ろ会合だけするよりも、具体的に役場に１人そ

ういう専門家を置くとか、県警もそうだけど、

交番でもしっかりやるとか、そういう詰めをせ

んと、協議会をつくっておっても、田舎の人は
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行くところがないわけよ。そういう音頭を取っ

てやらん限りは、ただやっていますやっていま

すと言うだけで…… 宮崎市はいいわけよ しっ。 。

かりその辺を市町村含めて窓口をせんと、国富

から一回一回宮崎市に行く人はいない。警察か

役場にしっかりした窓口を看板ぐらい立てさせ

て やるんだったらそこまで ぜひ頑張ってやっ、 、

てください。

多重債務の○髙原生活・協働・男女参画課長

窓口につきましては、すべての市町村にも現在

置いてございます。消費行政担当のところが相

談も受けているんですが、来年度からは、国の

、ほうの消費者行政活性化基金というのがあって

その事業を３年間、集中的に実施するわけです

が、その中でも、多重債務だけではないにして

も、消費者行政の強化というのに市町村もそれ

ぞれ取り組んでいただくことになっております

ので、全部、委員が思っていらっしゃるような

専門家までにはならなくても、できると思いま

すし、私どもの新規事業の中でも、市町村の窓

口がセンターのほうにホットラインで相談をい

ただくと、そこでアドバイスできるとか、そう

いうネットワークもつくりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

 国富町の役場にあるというの○中野 明委員

を今初めて聞いたけど、看板ぐらいかけさせん

と、どこに行ったらいいかもわからん。私なん

か何人か、冬の寒いときに相談を受けるけど、

追い立てられる人は大変です。極端な言い方を

すると、米を買ってくださいとか、こっちも要

らんけど、買ってやったり、しっかり窓口がわ

かるようにぜひしてください。

、 、42ページの国際音楽祭 １億3,000万ですけど

ほかに入場料を取っていますね。これはどうな

るんですか。トータル事業費、入場料を入れて

１億3,000万ということですか。

この１億3,998○福村文化文教・国際課長

万1,000円は県からの委託料です 入場料が3,000。

万とか、企業からの協賛金が3,500万ぐらい、そ

れを合わせまして、約２億円近く事業全体とし

ては経費がかかっております。

 これを見ていたら、国際音楽○中野 明委員

祭の開催目的が意味がわからんようなことに

なっているんだけど、どういうことかな。国際

音楽祭は、視野の広い人材の育成、輩出となっ

ているわけです。全体では３億ぐらい、音楽祭

で単なる人材の育成とか輩出、当初からこうい

う目的かな。

２ページの②のところは○土持総合政策課長

新みやざき創造戦略ということで、総合計画の

中から、特に知事マニフェストを中心として重

点的に進めます事業を創造戦略ということで規

定したわけですが、これが３つの戦略とそれぞ

れの枝戦略がございまして、視野の広い人材の

育成輩出という枝戦略の中にこの事業をくくっ

たということだけですので、どう説明していい

かわかりませんが、そういう見方をしていただ

ければよろしいかと思います。

 説明をせんと中身がわからん○中野 明委員

ような整理の仕方というのは誤解を招くんじゃ

ないかな。説明がなくてもきちっとわかるよう

な……。国際的にどうのこうの、始めて10年か

な、国際的になったかというと、台湾に行って

何人かに聞いて、韓国に行っても聞いたけど、

全然……。今度、新規事業でやり直しの意見募

集とか言っていますけど、私は意見だけ言って

おきますが、ヨーロッパじゃないけど、アイザ

ック・スターン記念何とかコンクール、そうい

うのをすれば世界から目がけて来るようになる

と思うんだけど、今のままやっておったって、
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好きな人が県外から何人か来るだけで、私は、

やる意味がどうかなと。やるにこしたことはな

いわけよ。だけど、３億使えばもうちょっとい

、ろいろほかに宮崎を売るためのやり方というか

今これは宮崎を売るための音楽祭になっておら

んような気がする。以上、意見を言っておきま

す。

31ページ、総合交通課の物流・海○鳥飼委員

上輸送対策費、委員会資料では32ページになっ

ておりますので、中身について御説明をいただ

きたいと思います。これでいきますと、トラッ

クからシフトと書いてあるから、恐らく今のＪ

Ｒを使っている人は対象にならないということ

だろうと思うんですけれども、そこをもう少し

詳しく説明していただけませんか。

32ページの資料ですけれ○渋谷総合交通課長

ども 「陸上トラック輸送から県内の」と書いて、

いるんですが、陸上トラックというのは、例え

ばこういうのも含まれます。宮崎港のフェリー

が使えないものだから、志布志まで運んでいく

とか、大分まで運んでいって、今までやってい

た。県外に出るときはトラックを使っているわ

けですね。そういったものが宮崎の港から出て

いくものに積まれれば対象にしましょうという

ものです。そのほかは、すべて、トラックで陸

送していたものをＪＲ貨物に載せたりとか、海

上航路に載せかえたりとか、そういったものに

ついて対象にしようというものでございます。

12フィートシャーシで１万円とい○鳥飼委員

うことなんですけれども、通常価格というと、

どの程度補助をするということになるわけです

か。

12メーターシャーシ、ど○渋谷総合交通課長

の程度になるのかというのは、料金は一定の基

準があるみたいですが、ロット数とかリードタ

イムがどうだとか、そういったことでかなり価

格が低く抑えられたりとかいろいろあるみたい

です。実際、どれぐらいの価格で載せているか

というのは私ども把握しておりません。今回、

１万円としたことについては、19年度、20年度

で関東航路の利用促進事業 「南王丸」に載せる、

やつ、これが12メーターシャーシで１個１万円

で助成していた。それを３カ月間やったわけで

すが、それを参考にして一つの基準にしようと

いうことで、今回12メーターシャーシを１万円

とし、そこにある資料で言うと、12フィートコ

ンテナが3.7メーターですから、12メーターのほ

ぼ３分の１です。１万円を基準にすると大

体3,000円ぐらいになる、そういった形で助成し

ようというものでございます。

船の場合は、20フィートコンテナ○鳥飼委員

というんですか。一段上になりつつあるように

なって、いずれにしても、こういう仕組みをつ

くっていくというのはすばらしいことだと思っ

ているんです。物流の改善をやっていくと。先

ほど課長から説明があった物流対策推進本部で

検討してこられたんですけれども、ここで旭化

成の水永社長さんとか寄ってもらって会議をし

ておられると思うんですが、その事業の予算化

はされていないんでしょうか。

推進本部の予算につきま○渋谷総合交通課長

しては、予算の説明資料の31ページを見ていた

だくと、広域交通ネットワーク推進費の中の説

明欄３の（１）物流・海上輸送対策費がござい

ますけれども、この中で、いろいろ検討委員会

を開催したりとか、そういったものの経費を見

ております。物流対策本部についても、関係者

からヒアリングしたりとかいったこともござい

ますので、そういった費用につきましては、こ

の中で見ているというものでございます。
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わかりました。突然というと怒ら○鳥飼委員

れますけれども、対策本部も生まれてきたとい

う経緯もあって、そういう取り扱いがされてい

るのかなと思いました。

次に、生活・協働・男女参画課にお尋ねいた

しますが、一般会計が約１億6,000万減額になっ

ているんですけれども、主たる原因の説明をし

てください。

今年度当初○髙原生活・協働・男女参画課長

に組織改正がございまして、その分が昨年度は

計上されていたんですけれども、今回の21年度

予算につきましては、現状に合わせた形で行い

ましたので、そのほとんどは人件費の減という

ことでございます。

組織改正に伴ってというのがあっ○鳥飼委員

たということですが、多重債務の場合はもうお

聞きしませんけれども、要望しておきますが、

多重債務に陥る前、陥った後、どこでどういう

機関がどういう手を差し伸べていくかというこ

とが問題で、寄り添っていくという、どこにも

相談できなくなった人たちをどうするのかとい

うことがあるだろうと思いますので、お互い知

恵を出していきたいというふうに思っておりま

す。

文化文教・国際課にお尋ねいたします。県立

芸術劇場、中野委員のほうからもございました

けれども、15回になったということですけれど

も、僕らは年に１回とかたまに、去年はＮＡＳ

Ａの映像を送ってもらったのを見ながら１曲だ

け聞きに行ったんですけれども、宮崎にいて、

こういう音楽祭が15年かけて充実、発展してき

たという、そのよさというのは余りわからない

点はあるんですけれども、全国的に見た場合、

、東京音楽祭とかいろいろあるそうですけれども

どういうふうな評価を受けているのか、お尋ね

したいと思います。

委員おっしゃるよ○福村文化文教・国際課長

うに、今まで13回、今度５月が14回になるわけ

ですけど、当初からアジアに向けて情報発信し

ようということで、国際的な力といいますか、

最初から外国人をゲストにしたりして、現在で

もシャルル・デュトワさんという世界的なコン

ダクターを入れてやっております。そのことに

よって世界から注目されると。地方の宮崎にそ

ういう大音楽家が来ているということで評価は

受けていると感じております。その内容、実態

がどうかといいますと、いろいろ県民の方から

も出ておりますし、そのために今回、懇談会と

いうのを設置しまして、いろいろな意見を聞い

てみようかと。東京あたりでどういう評価を受

。 。けているか 音楽家同士では相当の評価ですね

５月は東京に日本の一流の音楽家がだれもいな

い、みんな宮崎に行っているとか、そういうこ

とで一流の音楽家が宮崎に来ていることは事実

だと思っています。

聞くところでは、東京音楽祭とか○鳥飼委員

札幌ですか、そういうのがあって、全国でも四

大音楽祭と言われるまでに成長してきたという

話も聞いたりするものですから、どういうもの

かなということでお尋ねしました。

先ほど協賛金の話も出たんですが、景気が悪

いということでかなりの不況なんです。協賛金

が集まるんだろうかと思っていたんですけれど

も、昨年と比較すると、今度の５月に予定され

、 。ている音楽祭 協賛金はどんな状況でしょうか

去年と比べまして○福村文化文教・国際課長

も、現時点での協賛金の状況は減っておりませ

ん。昨年は、現金協賛をしたところが45社、現

物協賛といってホテルを安くしたりとかそうい

うのも含めまして10社、金額で換算します
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と3,368万の53社ありましたものが、ことし14回

は、現金協賛が41社で2,315万、現物協賛という

ことで1,281万の９社、合計が3,596万で50社と

いうふうにカウントされております。不況で非

常に厳しいんですけど、皆さんこの音楽祭に御

支援いただいているというような、民間からの

支援はいただいておるところでございます。

それなりに応援せないかんなとい○鳥飼委員

うふうに思っておられる結果ではないかという

感じがいたします。

大規模改修事業費１億6,700万についてお尋ね

しますけれども、この間、去年でしたか、視察

、 、に行きまして 大規模改修の状況といいますか

計画なり御説明をいただきたいと思います。

21年度の当初予算○福村文化文教・国際課長

で１億6,786万6,000円をお願いしておるんです

が、19年度は予算計画では7,100万、今年度が１

億3,900万ということでした。順次ふえてきてい

る感じがあるんですが、ことしは舞台周り関係

というのがありまして、舞台の機構の修繕、照

明関係、音響のミキシング関係の修繕に１

億5,272万ということで、修繕に相当経費がか

。かってくるというような状況になっております

来年もまたそういう感じでお願いしたいという

計画は立てておるところでございます。

芸術のことは、私は余り芸術的な○鳥飼委員

あれがないものですから、たまに触れてという

ようなことなんですけれども 15年間でこうやっ、

て成長してきたといいますか、属人的な名前を

申し上げて恐縮ですけれども、青木館長さんの

力によるところが大きかったのかなというふう

な思いはするんです。総括質疑のところになる

のかもしれませんけれども、県民の意見を聴取

する、その場合に、芸術劇場としての考え方を

示していただくということが大事じゃないかと

思っているんです。もちはもち屋というところ

もありますし、ずっと継続してこられて、芸術

劇場としてはこういうふうに今後の見通しを立

てているんです、こんなふうに考えていますと

いうことを示しながら、県民の意見も聞いてい

くということにしないと、この15年がどうだっ

たのかなということを議論しないままになるお

それもありますので、ぜひそこはお願いしてお

きたいというふうに思います。

それから、ブラジルに60周年記念事業で行く

んですが、これは新規事業になるんですか。

５年ごとに県人会○福村文化文教・国際課長

創立記念をやっております。55周年のときにも

こういう形で予算を上げさせていただいており

ます。

非常に苦労しておられるというこ○鳥飼委員

とですね。頑張ってこられたということで、中

村委員が折に触れ いろいろお話をされて 行っ、 、

てよかったというお話を聞くんですけれども、

海外技術協力費のほうに入るのかもしれません

けれども、ブラジルからこちらに帰ってこられ

ているとか、二世の方、三世の方とか、その人

たちに対する支援とか、不況の中で雇いどめさ

れて行くところがないということで、ブラジル

の人たちはということでテレビでよく見るんで

すけれども、その辺の支援、先ほど申し上げた

ことを含めて現状をお尋ねしたいと思います。

平成19年12月末現○福村文化文教・国際課長

在で在住のブラジル人という方が全国で31

万6,000人ほどおられるそうです。これは、日系

三世まで日本で働けるという制度にのっとって

来ている方だと思うんですが、その31万6,000人

に対して、宮崎のブラジル人の数は56人という

ことで、宮崎におられるブラジルの方が特に派

遣切りに遭ったとか、そういう状況は聞いてい
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ないんですが、全国的には自動車産業の不況と

か、そういうことで派遣切りに遭っているとい

う問題が起こっているのは聞いております。宮

、 、崎の場合は もしそういうことになりますれば

国際交流協会とか、そういうところでの相談と

か、当課においても相談を随時受けたいと思っ

ているんですが、今のところ宮崎ではブラジル

人の特にそういった問題は出ていないと聞いて

おります。

具体的にそれ以外で、例えば留学○鳥飼委員

生受入事業もしておられるということになるの

かもしれないんですけれども、その辺の実情で

すが、私がお聞きしたいのは、ブラジルに行っ

て御苦労さまでしたというのは非常に大事なこ

とで、やっていただきたいというのがあるんで

すけれども、継続的にどういうふうな支援なり

宮崎県として応援を、二世、三世の方にしてお

られるのか、その辺は何かあるんでしょうか。

移住者子弟という○福村文化文教・国際課長

ことで留学生の受け入れを毎年２名ほどずつ

やっておりますし、以前は、研修員制度のほう

も使いまして、ブラジルから研修員を受けてい

るということで、既に200名近くが研修員で来て

います。二世、三世の人たちが宮崎県にゆかり

があるということで県人会組織のほうに入った

りして、そういう人たちのきずなもずっと続け

ていくというような体制はできていると思って

います。

前も私、私の地元の阿波岐原の人○鳥飼委員

がブラジルに行って、いろんな交流のことでと

いうことで相談を受けたことがあるんですけれ

、 、ども そういう人たちは協会の方に行かれるか

、もしくは課に来られるだろうと思うんですけど

ぜひそういう相談支援をよろしくお願いしてお

きたいと思います。

何点かお尋ねします。総合交通課○井上委員

の物流の関係のことですけど、前から私も意見

を申し上げているけど、荷寄せは現実に可能で

すか。ここはなかなか難しいところだと思うん

ですけど、荷寄せについての見通し。

基本的に、荷を集めてい○渋谷総合交通課長

ただくのは産業界で、行政が荷を集めるという

のは確かに難しかろうと思っています。産業界

が何とか協力して荷を集めようと、共通の認識

は持っているわけですので、そういったところ

を促進、支援する上で、この事業を今回、御提

案させていただいているわけでございます。

ただ、そうはいっても、私どもも、それぞれ

企業の方々に、荷主の方々に当たっていかんと

いかんだろうなというふうには思っています。

ついては、この事業を行うに当たって、荷寄せ

のためのお願い、例えばある化学薬品メーカー

で言えば、毎日、大分から関西方面に10トント

ラックで15台分が出ているらしいんです。それ

を宮崎県に持ってこれれば荷集めになる。そう

いったところはお願いしていかないかんという

ふうに思っております。

やっぱりそこだと思うんです。海○井上委員

上のほうにシフトしたりとか鉄道のほうにとい

うのは、言われることはよくわかっているんで

すけれども、問題は産業界の協力です。企業で

言えば一番のポイントだと思うんです。コスト

のところであるし、それは各企業間の秘密でも

あることですし、そんなにオープンに議論でき

。 、る部分ではない 業界は業界同士のことなので

幾らで契約しているなどということについても

一切口を出される内容ではないと思います。

物流の問題について、この事業について一番

の問題は、荷寄せが可能になるのかということ

がポイントになるのかなと。産業界含めて各企
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業が個々にきちんと目的意識というか、そうい

うのが整合性がある形で、単なる、幾ら出しま

すからでそういうことが可能かどうか、行く荷

も帰り荷も含めてですけど、ここが一番疑念を

持つところなんです。政策的に仕上がりという

か、それが効果のある形で出るものかどうか、

そこが心配しているところですけど、新規事業

なので、やり始めてみないとわからないところ

もあると思うんですが、今まで検討してこられ

て、その方向性というのは、少なからず天の岩

戸が開いたみたいな感じはあるのかどうか、そ

こを聞かせてください。

県内の物流、海上航路と○渋谷総合交通課長

かＪＲ貨物、そういった部分についての利便性

を高めないといけないという提案というか、そ

れが産業界のほうから出ているわけです。なお

かつ、そのためには荷がとにかくないといけな

いんだと。我々もそう思いますし、産業界自身

もそういう認識に立っております。先ほど言い

ましたとおり、荷を集めるのは、具体的にはや

はり荷主の方々が集めんといかんわなという認

。識に立っていただかないといけないと思います

そこはしっかり協力をいただくように努めてま

いりたいと思いますし、その一助とするために

この事業が活用できればいいなというふうに

思っているところでございます。

十分な議論と、これから私どもも○井上委員

議論を進めていかないといけないと思うので、

やって、その結果を楽しみにしているところで

す。

次に、トロッコ列車活用の促進事業のところ

、 、 、を聞かせていただきたいんですが 実は 私は

日南線には観光列車を早く走らせてほしいし、

今回のトロッコ列車のことは非常に喜んでいる

んです。これが本当に観光列車として皆さんか

ら認知されて、活用が広がっていき、乗ってく

ださる人がふえればいいなと、楽しみにしてい

。 、 、る事業です 駅舎の改修とか 駅名の看板とか

モニュメントの設置などというのが事業の中身

の対象事業の中に出ているんですが、私は、こ

どものくにはこどものくにの駅舎らしくとか、

青島は水族館ふうにしたらどうかとか、いろい

ろ言いたい放題言ってきたところですが、沿線

自治体の皆さんの動きと今後の見通しは、事業

をこれだけ書かれたということは可能性はある

というふうに理解していいのか、その辺の見通

しはどうなんでしょう。

沿線自治体がとにかく中○渋谷総合交通課長

心になって頑張っていただかないといけないと

いうふうに思っているんですが、一つは、日南

線に旧ＴＲのトロッコ列車が入るということを

聞き及んで、今、南宮崎駅にあるＪＲ九州の総

事業本部に、それぞれ首長さんがぜひとめてく

れ、停車してくれといった要望をされているよ

うに聞いています。したがって、非常に地元自

治体としては関心が高かろうと思っています。

私どもとしては、ＪＲ九州さんも含めて、各沿

線自治体と、これが可決されて実行できるとい

う状況になれば、早速連絡協議会みたいなもの

を立ち上げて、具体的に対応について進めてい

きたいというふうに思っております。

これは一つのポイントになるかな○井上委員

と思うんです。青島あたりの開発が一緒に進ん

でいくようなことができれば、また違う意味で

これには広がりが出てきて、おもしろい一つの

ポイントとしてでき上がっていける可能性はあ

るのかなと思いますので、連絡協ができるぐら

い積極的にやっていただいて、実物を見られた

らもっと違ってくるとは思うんですが、ぜひこ

れは、言い方が変ですが、熱心にぜひやってい
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ただきたいというふうに思います。

次に、宮崎国際音楽祭を考える懇談会のこと

ですが、これはうがった見方をしているところ

もあるかもしれないんですが、知事が就任され

たときに、これについては言及されて、国際音

楽祭は、宮崎のように余りお金のない自治体で

こういうものが本当に必要なのでしょうかみた

いなことを言われたのをいつまでも記憶してい

。 、るわけです それからトーンダウンされたので

余りあれがないのかなと思っておりましたら、

今回、懇談会の設置というのが出たんですが、

音楽祭の方向性を検討する必要というのはどう

いうことなんですか。納得いくような説明を。

今のようなアジア○福村文化文教・国際課長

に向けて発信するとか、一流の演奏家を全部集

めてやるとか、今のスタイルで16回以降も続け

ていくのかとか、あるいは経費も含めてもう

ちょっと小さくした方向でいくのかとか、いろ

いろな考え方があるかと思うんですが、その辺

を県民から幅広く聞いて方向性を定めるといい

ますか、どのような方向に展開していったらい

いかということを検討したいという意味合いで

懇談会を設置したいと考えています。

これはネーミングが既に宮崎国際○井上委員

音楽祭なんです。目的性はこれにあらわれてい

るわけです。音楽祭の中身というのは、国際音

楽祭なんです。それを宮崎県はずっと選択して

きた。一方で、それを支えていく、音楽に親し

む、芸術に親しむ人たちの人材を、底辺を広げ

るということで、教育委員会が、子供たちが芸

術劇場に親しむとか、音楽に親しめる環境をど

、 。んどんつくっていくというのが 底辺を広げる

もう一つは、昨年非常によかったストリート音

楽祭的な、地域の人たちが参加できるような音

楽祭をやるということで、中身についてはずっ

と変遷してきたし、いかに底辺を広げていくか

ということの努力はされてきたというふうに私

は思っているわけです。

例えば、けさ、たまたまラジオでやっていた

のがこれだったわけです。日本という国は地域

に、市民文化ホールも含めてですけど、音響効

果のいいものをたくさん持っているけれども、

宝の持ち腐れ的なところがあるということが

ちょうどラジオで討論されていた中身ですが、

例えば地方財政として考えたときに、宮崎県ご

ときが、財政力が余りないのに宮崎国際音楽祭

をやることがおかしいとかという視点で議論を

されるんだったら、これはまた意味合いが違う

のかなと。少ない財政だけれども、これをやり

きるというふうに考えていくのか。そこはまた

違ってくると思うんです。最初の知事の発言等

がいつも頭にあるわけですけど、身分的にふさ

わしくないものをやっているんだという感覚で

これを議論されるということについては、ある

意味では問題点ありではないのかなというふう

に思うんです。

幅広く意見を聞くというふうに言われており

ますので、どういうのが幅が広いのかというの

が お考えは10名ですね。委員数は10名で、―

音楽祭を熟知している者、一般鑑賞者、多方面

からの意見を得られるように配慮、これはなか

なか難しい委員の設定の仕方なのかなと思うん

です。委員を10名と限定したことと、意見を聞

く委員をこの方たちだけにしたという選び方と

いうか、それについてはいかがお考えでしょう

か。

私のほうから説明させて○丸山県民政策部長

いただきます。音楽祭も、先ほどから何回も出

ていますように、今回が14回になるわけです。

当初はスターンさんが主賓ゲストでコーディ
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ネートされてやってこられました。スターンさ

んが亡くなって 主賓がかわりまして 今 デュ、 、 、

トワさんがやっているわけですけれども この10、

数回の中でも、当初は宮崎国際室内楽音楽祭で

ありましたので、室内楽が中心でありました。

それが現在のように大オーケストラという格好

。 、にもなってきているわけであります ですから

先ほど課長が申しましたように、コストあるい

は時期、期間、それから内容、オーケストラで

いくのか、あるいはもとに返って室内楽中心で

いくのか、そして地元とのかかわり、国際スト

リート音楽祭も３回やりましたけれども、続け

るのか続けないのか、続ければどういうスタイ

ルでやっていくのか、あるいは次世代育成支援

のための音楽家をどう育てていくのか、これは

日中間でやってまいりましたけれども、それを

そのまま続けていくのか、あるいは県内の受講

者に限って、レベルは少し落ちてもそういう方

向で行くのか、そこらあたりの意見を聴取した

いと考えております。音楽祭をやめてもいいと

いう意見であれば、こういう懇談会をする必要

はないわけでありますから、これをやるという

ことは、音楽祭をやめるという選択肢は我々は

持っていないところであります。

今の部長のお話でよくわかるんで○井上委員

すが、確かにうちのような貧乏県でこんなもの

、をしてと言われる方もいるかもわかりませんが

一方では、貧乏県でありながら、こういうこと

をやっているということのステータス、それも

考慮いただいて幅広い議論というのを……。確

かに経済的に力がなくなってくれば、こんなの

を支えているよりか、ほかのことをやったほう

がまだいいだろうということはいっぱいあると

思うんです。これもできるし、あれもできるで

はないかという議論も確かに一方ではあると思

うんです。私のように山下達郎ごときでいいの

かという話もあるかもしれませんが、これは十

分な議論をしていただくということを要望して

おきたいと思います。

 この問題は、目的は何のため○中野 明委員

にするのかという議論を内輪でせんと、この10

人集めて、14回したのはよかったよかったと。

カラオケでもやっている人や行ったことのない

人が３億円ももったいないと言うのは、結論は

わかっている。宮崎からの発信とか、そのため

にアジアのと、ではアジアの音楽祭にすればそ

れでなるかと、内部で目的検証するべきじゃな

いのかな。それをまた県民の10人に諮って聞く

と。主催者で金を使っているほうがもうちょっ

としっかり検証して、それを出すべきだと思う

けど、要望だけでいいです。

関連。私もこの委員会で、７～８○米良委員

回目ぐらいだったでしょうか、そろそろ国際音

楽祭は考えたほうがいいんじゃないですかとい

う話をしたことがあるんです。というのが、な

ぜ宮崎市だけかということの議論から始まった

んです。ところが、最近、特に都城にもいい文

化ホールができましたし、延岡にも日向にもあ

るんです。県央だけがこういうものを享受する

ということでなくて、地域分散型はできないか

。 。というところから始まったんです それが一つ

もう一つは、今、皆さん盛んにおっしゃいま

すように、これをやることによって、小学生、

中学生 高校生の若い人たちにどう影響力を持っ、

て、そういう人たちの後を追いかけるというと

、 、ちょっと言い過ぎかもわかりませんが 小学校

中学校の子供たちにどう影響を及ぼしていくか

、 、ということや考えますと 子供たちを招待して

未来にこういうものを目指していこうという、

希望ある子供たちを育てるというのはどうです
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かという話をしたことがあるんです。どなたか

の質問にありましたように、課長お答えになり

ましたけれども、国際音楽祭をやったことによ

る成果の調査あるいは踏み込んだものを持って

おかないと、部長がさっきお話しになりました

けれども、やるかやらないか、私は今度最後で

。 、いいと思いますよ ４億も５億も使うんだから

これならいきましょうと、これならやめようか

とか、そういった思い切った判断というのは10

人に聞く必要はないと思う。皆さんたちで判断

をされて、やめます、やりますというような、

やればやるだけのそういった効果というもの

を、15回のそういうものを羅列して、自信ある

態度を持つべきだと私は思っておりますが、そ

れについてどうですか。

まず、地域分散型○福村文化文教・国際課長

にしたらどうかということの意見は、劇場のほ

うでも大分検討しまして、サテライトコンサー

トというのを音楽祭期間中に各地方に出向いて

やるという、少ないんですけど、そういうこと

は取り組んでおります。今度も日南のほうでや

るということになっています。

小・中・高生への影響力の問題も、毎年、小

学６年生を対象に1,800名ほど全県下からこの音

楽祭の期間中に招待してやっています。それは

最初からです。1,800名を無料で招待して一流の

クラシック音楽を聞かせるということはやって

います。手前みそですけど、成果としまして、

その中で育った子がＮ響のオーボエ奏者になる

とか、ホルン奏者になるとか、１けたの人数で

はありますけれども、そういう効果も出ている

というような評価はしているところでございま

す。

成果を10人の方に聞くんですけれども、あら

ゆる方面から、改善派とか、このままでいいと

いう人とか、いろんな方に頼んで、いろいろ意

見を聞きたいというふうに考えています。

答弁されましたから、繰り返○中野一則委員

しになるかもしれません。多額のお金を使って

国際音楽祭をするわけですけれども、委員を音

楽祭に熟知している者、一般鑑賞者などとすれ

ば、もっとお金をかけたらもっと立派なものが

できるとか、まだまだお金が足りないという意

見しか出ないと思うんです。部長は先ほど、開

催する方向で云々と言われたけど、開催の是非

を含めて抜本的な改革ができるようにやってほ

しいと思うんです。国際と名のつく音楽祭は、

日本じゅうたくさんありますけれども、お金を

かけなくてやるところもありますよ。どういう

ものが宮崎県から発信する国際音楽祭にいいの

か、ふさわしいのか。さっきは郷土芸能につい

て、宮崎県は日本の原点だという言葉を使う文

化交流推進費もありました。これが原点になる

のかどうかわかりませんけれども、抜本的な見

直しを、金額も含めて、そういうメンバーも入

れて委員にしていただきたい。そうしないと、

今まで熟知してとか、鑑賞した人、こういう人

たちが中心になれば、やる方向で決まるのが当

然であって、工夫、知恵というものは余りわか

んと思うんです。

委員の10名のメン○福村文化文教・国際課長

バー構成ですけれども、熟知している者と書い

ておりますが、いろいろ新聞等で投書をされた

、 、りとか 意見を書かれる人もおりますけれども

実は10名のうち、２名は公募にかけようと思っ

ています。２名は一般の音楽祭に関心を持って

いる人も入れて、委員がおっしゃるような意見

も言われる方も入ってくるかもしれません。た

だ、今まで文化を考える懇談会とかで意見を聞

くんですけれども、音楽祭をやめたらとかいう



- 93 -

ような意見は聞いていないところですが、やり

方にいろいろと不満がある方とか、県民の参画

が足りないとか、そういうような意見は出てお

ります。

やめろとは言いませんが、開○中野一則委員

催の是非も含めて検討するような委員にしてほ

しいと。それから、地域性ですね。市町村の統

計をとってみればわかると思うんですが、10何

回するのに１回も、こういうのがあるというこ

とも知らんという人も多いと思うんです。地方

の声を反映できるような人も含めて、10名に限

定せずに、30人であっても、がやがやするぐら

いの集まりにしてくださいよ 多額のお金をこっ。

ちだって流用すれば幾らでも開催できると思う

んです。ぜひお願いしておきます。

人選については、中野委○丸山県民政策部長

員のお話に出ましたように、地域バランスも当

然考えます。年代とか、そういうのを総合的に

勘案して、人選を行いたいと考えております。

関連してお願いだけしておきたい○鳥飼委員

と思います。中野明委員のほうからありまし

たが、内部議論が不足しているんではないかと

思っているんです。なぜかというと、これは簡

単なものですから、もっと詳しいものが出てく

るのかもしれませんけれども、どうしましょう

かというような聞き方で、今から実際始めれば

そうはならないですよと言われるかもしれませ

んが、先ほど申し上げた芸術劇場の意見はどう

なんだと、それを受けて文化文教・国際課とし

てはこういう意見で、それをやって、部全体で

議論して この国際音楽祭をどういう方向に持っ、

、ていこうかというものを持った上で聞かないと

どうなるかわからないと思っているんです。な

くしたほうがいいんじゃないかという意見もあ

るわけですから、いろいろ意見は県民の中にあ

ると思うんです。しかし、15年積み重ねてきた

歴史というものをしっかり踏まえたものでない

といけないと思うんです。そういう意味で、先

ほど要望を課長に申し上げましたけれども、ぜ

ひそういう議論を部の中でしっかり詰めていた

だきたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

以上で第２班の審査を終了しま○外山委員長

す。

、 。総括質疑の準備のため 暫時休憩いたします

午後２時49分休憩

午後３時０分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

、各課ごとの説明及び質疑が終了しましたので

これから総括の質疑を行います。

午前中、中山間地域の問題等含め○米良委員

まして大分議論がありましたが、対策室長、資

料の29ページにあります創造支援事業につきま

して、具体的に内容をお聞きしたいと思うんで

すが、その辺からお話し願えませんか。

中山間地域等創○後沢中山間・地域対策室長

、 、造支援事業につきましては 地域創造枠という

資料で言うと（１）の①に書いてある部分が来

年度から新規につくろうとしている部分でござ

います。今までの地域づくりの支援事業という

のが、事業というものがまずありきで、その事

業を実施するのに合う地域はどこかと、可能な

範囲で連携できるんだったらほかの事業と連携

しましょうという発想だったわけですが、そう

、 、いうことではなくて まず地域づくりありきで

その地域づくりを実現するために投入すべき事

業はどれかという発想で連携していこうという

ものでございます。市町村で骨太な地域づくり

の取り組みがある場合に、その取り組みを事前
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に市町村、県、場合によっては取り組み主体に

なるかもしれない地域住民と連携して、地域創

造計画として練り上げていって、計画として練

り上げたものを中山間地域対策推進本部で決定

する。このタイミングでその地域で何を目指し

てどういう取り組みをするのか、その取り組み

を実現するために県の事業としてどういう事業

のタイミングで導入するのかということもあわ

せて計画に位置づける。後はそれに従って、県

民政策部の事業もあるでしょうし、農政の事業

もあるでしょうし、環境の事業もあるでしょう

ということで順次投入していくと。どの事業で

もなかなか対応できないという部分について、

この中山間地域等創造支援事業の地域創造枠で

支援していくという発想でございます。

昔から、農業、林業を中心とした○米良委員

第１次産業が衰退すれば国は滅びるというぐら

いに、農業なり林業、そういうところを抱えた

中山間地というのは疲弊してしまっているとい

う、まさに限界集落ということが言えると思う

、 、んですけれども 市町村が過疎地域なるものの

市町村が一番必要とするということがこの事業

だと思うんです。それを支援していこうとして

おるわけでしょうが、今日までそういう事業と

して、これは改定版だと思いますが、市町村か

らどういうふうな事業が要請して上がってきて

いるのかということは、これは今からなんです

か。今からの日程をお示し願えませんか。

この地域創造枠○後沢中山間・地域対策室長

を使って連携、集中支援をしていく対象の取り

、 、組みは これから固めていくことになりますが

、今どこでという話ができない段階ですけれども

我々も日常業務などを通じて、ある市町村のこ

ういう取り組みは少し検討すれば太くなるん

じゃないのかなというイメージを持っている箇

所は何カ所かありますので、予算をお認めいた

だいて事業が成立した段階から 具体的に 我々、 、

が候補になり得るかなというところについて詰

めていきたいと思っています。実際にどのタイ

ミングで本部で決定できるまで練り上がるかと

いうところは、正直言って、やってみないとわ

からないところもありますので、できる限り早

く本部で決定したいと思いますが、余り拙速に

まとめ上げる性質のものでもないのかなと思い

ますので、そこは兼ね合いでやっていきたいと

思っております。

そこで、室長のサイドで県内のそ○米良委員

ういうところを見渡したときに、この時代に当

たってどういう内容を皆さんたちとしては想定

して支援していくのか、そこらあたりは、ある

程度皆さんたちが頭に描かれてやっていこうと

いうのがあるんじゃないですか。そこあたりは

どうですか。

イメージとして○後沢中山間・地域対策室長

ないことはないんです。例えば、いろんな事業

を使っていろんなことをやっている市町村があ

るんですけれども、それぞれの取り組みがばら

ばらなところ、例えば農業関係の補助事業を採

択してもらって何か農産品をつくろうとしてい

る、一方で観光交流の拠点づくりをしようとし

ている、その２つの取り組みの間での連携がな

いとか、そういう取り組みが私たちの目から見

ると幾つかあるものですから、そういうところ

を連携させて、もうちょっと大きい取り組みに

育てられないかというイメージでとらえており

ます。

。○米良委員 限界集落とて元気はあるんですよ

ただ、私がいつも言うんですけど、生活してい

く上において経済的な豊かさが伴っていかない

から、生き生きしていないんです。元気はある
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んです。元気集落という名称に皆さんしました

けど、経済的な豊かさをこういう支援事業を通

してもたらしていくような事業に発展的にして

、 、 、 、 、いかないというと 例えば ５つ ６つ 今度

重点施策として中山間地を上げていただきまし

たが、まさに時宜を得た事業と皆さんたちに私

も敬意を表していますけれども、果たしてそれ

ぞれの事業がそういうものに結びついていくか

ということに対しては、いささか疑問を持たざ

るを得ない。

言葉じりをつかんで大変恐縮ですけれども、

例えばいきいき集落にしましても、元気な集落

づくりに取り組む集落ということを前提にして

のぼり旗を立てるのもいいかもしれません。あ

るいは商標マークをかざしていろいろそういう

ことを標榜していくのもいいかもわかりません

が、実際に、先ほど言いましたようなことにど

う結びついていこうとしているのか、その辺が

。見えてこないところに歯がゆさを感じるんです

大きな支援事業と打ち出しておられますけれど

も、その裏々に皆さんたちがこれから支援をし

ていくにふさわしい内容が見えてきて初めて、

、大きな希望なり期待をかけるわけですけれども

その辺をどう考えておられるのか、もう少し具

体的に示してもらいたいなと思うんです。市町

村だけにゆだねたって、それは今までも限界が

あるんです。今まで一生懸命、市町村は首長さ

んを中心にしてやられましたけれども、国の絡

みの政策的なものもありますから、一朝一夕に

しては解決できていないところにジレンマを持

つわけです。29ページに描かれておる支援事業

については、皆さんたちのほうで何かモデル的

なケースの話が具体的にここで出るかなと思っ

て期待して聞くわけですけれども、その辺はど

うですか、もう一回。

私のほうで答えさせてい○丸山県民政策部長

ただきます。今までいろんな事業に取り組んで

集落の活性化や維持充実に努めてきましたけれ

ども、今回この事業は、先ほど室長がちょっと

触れましたけれども、具体的にどういうのをや

るかというと、例えば地域資源を使った特産品

の開発、販路開拓、あるいはそれを売るための

物産所の新設、改築、それとか小中学校の廃校

を使った都市住民との交流拠点づくり、あるい

は地域の伝統文化を保存活用した地域づくり、

あるいは集落の景観をもうちょっと立派にしよ

うとか、そういういろんな内容を考えておりま

す。それが有機的に結びついて全部やれれば、

外に発信できるようなモデルケースになるんで

はないかと考えております。

実際、地域づくりをやっていらっしゃるとこ

ろは、先ほどちょっと出ましたけれども、例え

ば五ヶ瀬町の桑野内の夕日の里づくり、あるい

は現在取り組んでいる西米良村の小川地区の作

小屋づくりですね。小川集落というのは、西米

良村で一番高齢化率が高かった集落と記憶して

いるんですけれども、そういうところは地区の

人が夜に何回も集まって、当然、市町村の職員

も入って計画を練り上げて 具体的な姿が ハー、 、

ド面で集会所なんかでき上がってきつつありま

す。ですから、今度はそれをいかにソフト面で

活用するかというのが大事であろうと考えてお

ります。

そういう中で今回、県も、市町村に３名程度

の職員を派遣して、市町村の地域づくりを応援

するといいますか、一緒になって元気な集落づ

くりに取り組むと。県職員もそこに行くと、ど

ういう問題点が、過疎あるいは限界集落 限―

界集落と私は使いたくないんですが にあっ―

て、地域の人は将来の自分の集落のことをどう
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いうふうに考えているのか、そこらあたりを詳

しくつかむことができますので、できれば職員

もそこに住んでいただいて、地域ともにそうい

う課題を整理していただいて、この事業による

地域づくりに励んでいただきたいと考えている

ところであります。市町村がやる気になれば、

県はそれなりの応援はしますので、絶対にいい

。モデルケースができると私は確信しております

室長、部長もですが、24ページに○米良委員

中山間地域の点検モデル事業ということで、こ

れはほとんど結びついていくと思うんですけれ

、 、 、ども 私が思いますのは 政策研究事業の中で

まだ成果の検証とか効果的な施策を研究すると

いうのが入っているんです。研究は既に終わっ

ていると私は思うんです。渡邊次長、どうです

か。まだこういうことを研究調査せなならんの

かと。部長がおっしゃるのもわかるんですよ。

集落をどう維持させるのか、活性化させていく

のかというのは、大分議論してきました。若い

人たちをどうそこに定着させるか、魅力を持た

せるか、魅力を持ってもらうか、みずから考え

ていかなきゃならん立場にある若い人たち、し

かし、にっちもさっちもいかないところに、こ

ういうところはもがいてももがいても何も出て

。 、 。こないんです そこで 23ページもありますよ

農業の振興ということで、きらり輝く山間地域

農業活性化プロジェクト事業とか、7,800万です

が、それから中山間地域等直接支払制度推進事

業に５億6,000万組まれています。こういうのを

、 、内容的に吟味して 皆さんたちと所管のところ

例えば農政水産部との連携がどう図られておる

かということも、ここあたりで見えてこないと

いけないと思うんです。今、部長がおっしゃる

のもわかりますけれども、経済的な豊かさにつ

ながっていく、そこから若い者に夢と希望を持

たせて、やっぱり私たちが生まれ育ったこの中

山間地に根づかないかんのだという自信と誇り

が、あの人たちの自力だけでは出てこないんで

す。23ページの中山間地の直接支払制度事業で

も、いろんな制度事業を活用して、皆さんたち

の部と課で連携して、そういうものと一緒に並

行して連絡調整を図っていって、振興していく

、 、という そういうのがここで見えてこないから

言うんです。室長、わかるんですよ。わかりま

すけど、ある程度そういうものを描いて市町村

に流さないと、展開はなかなか難しいんじゃな

いかと思えてならんのです。渡邊次長、どうで

すか。

24ページの集落点検モ○渡邊県民政策部次長

デル事業、まさに米良委員がおっしゃったよう

に、研究とか、そういう段階はもう終わってい

ると。先般の特別委員会で井上委員からも言わ

れましたように、特別委員会の報告なんかをよ

く見て、あなたたちはそれを具体的に政策とし

てやればいいんですよという話もありました。

我々としては、当然そういう段階は過ぎていま

して、ここで言う集落点検モデル事業の内容と

いうのは、個別集落ごとに具体的にどうやった

らいいか、抽象的になべて政策を打つんではな

くて、個々の集落ごとにこの集落支援員たちを

活用しながら、具体的な事業を考えるというこ

とだろうと思うんです。ここは、より具体的な

事業といいますか、そういう意味でとらえたほ

うがいいと思うんです。

もう一つ、農政のきらりの話が出ました。ま

さに米良委員がおっしゃるとおりでございまし

て、我々は本部としても、農政は農政でやって

いる ほかの部はやっている うちはうちでやっ、 、

ている、これをどうにか一緒の土俵に乗せて、

政策的に集中的にやれないかという議論をやっ
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てきたんです。ところが、ことしはそれがうま

くいったというか、そういう議論はしているん

ですけど、具体的な事業実施で結果的にばらば

らになってしまった。そこは深く反省していま

して、そういう意味で、今回の地域等創造支援

事業で地域創造枠というのは、各部が全部一緒

に集まって、そこで可能な事業を各部全部出し

て、この地域に集中的に事業展開できるものは

何かということを議論し吟味しようかと、そし

て庁内でプロジェクトチームを組んで、具体的

な事業を展開する、そういうことを考えていま

すので、まさに米良委員がおっしゃった視点を

我々が十分持ちながら、今後この事業を展開す

るということでございます。

それからもう一つ、米良委員がおっしゃった

んですけど、確かに市町村からなかなか上がっ

てこないんです。一つは、財政的な問題があり

まして、地域創造枠というのは４分の３なんで

す。４分の１は地元負担が要るんです。そうし

ますと、なかなか上がってこない。途中で採択

しますと、市町村は補正になるわけです。それ

もまた難しい。だから、我々としては、早い段

階でこれを市町村と議論しなきゃいけないし、

市町村からなかなか出てきませんので、我々も

今、室長以下ずっと地域を回っています。ここ

は何かできるんじゃないかという視点を常に持

ちながら我々は考えています。実は、ことしの

事業で、この事業ではありませんけど、市町村

から上がってこなかった事業がありまして、そ

れを個別に、特に中山間地域に出向きまして、

、個々の市町村と議論して事業を上げていただく

そういう手だてを一部とった事業もあります。

我々としては、そういう方向で市町村と、これ

は市町村との日ごろの議論が一番大事だろうと

思いますので、そういう視点でやっていきたい

と思っています。

力のこもった御答弁をいただきま○米良委員

したから、期待をしております。私は、中山間

地の５つ、６つの事業というのは、まさに時宜

を得た事業だと思っていますけど、中山間地の

、 、 、雇用の場というか 働く場 金にならないから

そういうところを希望しているんです。例え

ば、28ページに皆さんたちが掲げておりますよ

うに 小さな自治会でもいい 小さな加工グルー、 、

プでもいいからこういうのを創出していこうと

いう、わずか１人でも年間50万でしょう、４人

いたら200万と上がっていますけれども、ちっぽ

けなグループでもいいから、そういう場が欲し

いんです。町村でやれるかといったら、恐らく

やらないんじゃないでしょうか 次長がおっしゃ。

るように、部長もおっしゃいましたけど、皆さ

んたちは連絡調整の最高機関ですから、農業は

農業、林業は林業の窓口と連携を密にして、お

れが部はおれが部、あんたどもはあんたどもだ

という、従来どおりのものじゃなくて、もう

ちょっと連絡調整機能というものを果たしてい

ただいて、僕がいつも言うように、皆さんたち

は県庁の一番の幹部じゃないですか。大きな期

待を寄せていますから、そういう観点でそれぞ

れの事業に取り組んでほしいということを改め

て要望申し上げておきたいと思います。

延長線上なんですけど、今度の平○井上委員

成21年度は、雇用創出・就業支援対策、中山間

地域対策、子育て・医療対策、環境エネルギー

、 、対策 この４本が大きな重点施策になっていて

そのうちの中山間地域対策だと思っているんで

す。先ほどもありましたように、工夫していろ

いろな事業を組み立てていくということは、私

も評価しています。動かないとそのままになっ

てしまうけど、動けば何かが起こってくるとい
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うふうに思うので、石を投げるということは大

変大事だなというふうに思うんです。

実は私は議場でこういうことを申し上げたん

ですけれども、今回期待をして見ておりました

けど、一切載っておりませんで、残念に思って

いるところなんですが、交流人口をふやすとい

うことは大変重要だと思っているんです。それ

と、宮崎県の子供たちをどんなふうに育てるか

。ということはすごく大事だと思っているんです

一方では、一村一祭というのも、新聞なんかで

も見ていると、トップに出るぐらい、みやざき

アピール課というのがやっている。私は、今も

話がありましたように、各部が連携して取り組

まないといけないというふうに思うんです。で

ないと、政策的効果が出てこない。予算を投資

した分の効果が出てこない。小さく予算額を切

るだけで何の意味も持たないというふうになっ

てくると思うんです。そのためには、中山間地

域の交流人口をどうふやしていくかということ

は、まずは宮崎県の子供たちをそこに動かすと

いうことが大事だと思うんです。教育委員会の

事業を見てみると、教育委員会からもそういう

のは載っていない。連携がいかがなものかと思

うんですけど、先ほど渡邊次長からもありまし

たように、この地域ならこの地域を集中的に今

回重点的にやりたいということもあったりすれ

、 、 、ば そこは各部 教育委員会からも協力を得て

地域の再発見なんだから、宮崎県をもう一度子

供たちが認識するという意味でも、そのことは

私も再三申し上げているので、どうしてうまく

連携できないのかが疑問なんですけど、教育委

員会との連携はいかがなんですか。

子供が宮崎を見○後沢中山間・地域対策室長

直す、中山間地域対策ということであれば、中

山間地域の魅力を再発見するという意味では、

国のほうで、農水省と文科省と総務省だったと

記憶しておりますけれども、連携して、子ども

農山漁村交流プロジェクトを推進しているとこ

ろでして、都市部の小学生を中山間地域の農業

体験ですとか、農泊体験とかさせるというのが

動いております。県のほうでも、教育委員会や

農政のほうがメーンになって、そのプロジェク

トを推進するということになっておりまして、

予算の計上という意味では教育委員会や農政水

産部のほうということになりますけれども、そ

の推進に当たっては中山間・地域対策室も一緒

になってやろうということで話を進めておりま

すので、御理解いただきたいと思います。

政策的効果を出すには、各部が強○井上委員

く連携するということだと思うんです。長崎県

は、ブリを上海にどんどん出しています。上海

のブリのお返しとして、何をしているかといっ

たら、長崎県の子供たちが修学旅行であっちへ

行っているんです。総務政策常任委員会の議論

の中で、修学旅行の誘致をという話が先ほども

出ましたけれども、それは大きいんです。子供

たちが動く。これは将来的な広がりになるので

はないかという期待感がすごくあるわけです。

修学旅行というのは大きな力を持っているわけ

です。そういうことも含めて子供たちを動かし

ていく。これはすごく学びの場所でもあるし、

、中山間地域に行ってそこで学習もすると同時に

自分たちの地域がどういうところなのかという

ことを実際体験していくということは、教育的

効果も大きいので、ほかのところがするからと

いう感覚ではなく、もっと中山間地対策の一つ

の位置づけとして大きく力を持ってやっていた

だきたいというふうに思うんです。それを要望

しておきたいと思います。各部との連携を深め

ない限りは、県民政策部の力というのは発揮で
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きないというふうに思うんです。それをぜひひ

とつお願いしておきたいと思います。

それと、先ほど国際音楽祭のことをずっと議

論もさせていただきました。国際音楽祭は、そ

れでは、宮崎県を売り出すものの一つのポイン

トには全くならないのかということです。宮崎

県を売り出すときの観光の一つの、お客を呼ぶ

ときの一つのポイントには全然ならないのか。

その視点が抜けると、私は問題なんじゃないか

なと思うんです。商工観光労働部と宮崎国際音

楽祭とのそういう位置づけ、商品価値みたいな

のは議論をされたことがあるのかどうか、それ

を聞いておきたいと思います。

、○丸山県民政策部長 国際音楽祭ですけれども

音楽祭が始まったときと、シーガイアがグラン

ドオープンしたのは多分一緒の時期だったの

じゃないかと思っているんです。ですから、宮

崎県の観光をシーガイアを核にして一方では売

り出す、あるいは一方では文化的な面で宮崎国

際音楽祭を連動させて売り出す、そういう思想

があったと思います。その思想は、一つの観光

の手段として、宮崎国際音楽祭も売り出してい

く必要があるし、今まで以上に情報発信してい

く必要があるんじゃないかと考えております。

話は変わりますけれども、先ほど議論があり

ましたけれども、懇談会は10名以内でいろんな

方、地域バランスとか、専門家等、総合的に勘

案して選ぶわけでありまして、２名の方は公募

したいと考えております。その中で、今の芸術

劇場の館長さんは初回から総監督みたいな立場

。 、でずっとタッチしてきておられます ですから

芸術劇場は芸術劇場なりの音楽祭に対するスタ

ンスや考え方を整理されていると思います。県

は県で整理しろという話がありましたので、そ

こらあたりはもう一回議論をして整理したいと

。 、 、考えております その中で 懇談会に対しては

芸術劇場の考え方、県の考え方を、多分初回に

なると思うんですけれども、そこらあたりの考

え方を披瀝して、懇談会の皆さんの議論を聞い

てみたいと考えておるところであります。

これは関連してずっとというふう○井上委員

、に理解していただいたらいいと思うんですけど

総合交通課が持っている航空ネットワークも、

実際にどこに観光客がおりて、その観光客をど

うこっちに引っ張ってくるかということもそれ

には入っていると思うんです。人の流れをどう

つくっていく、宮崎にどうやって人を呼び込ん

でいくのかということは大事だと思うんです。

私は昨日の総務部と議論したときに、フィル

ムコミッションで職員で自主企画で行きたいと

ころがあるとかいったときに、その国はどこで

すかと聞いたら、イギリスと言ったんです。そ

れは何をイメージしているのかと疑問に思った

んですが、最近、映画なんかで言えば 「レッド、

クリフ 「Ｋ-20 、怪人二十面相なんですけど、」 」

映画も含めてアジア系なんです。怪人二十面相

は、一部は中国のほかのところの地域も入って

いたと思うんですけれども、撮影した場所が多

くは上海と山口県なんです。ちょっと視点が

宮崎県は大方が東アジア戦略をとっている―

わけで、その東アジア戦略と皆さんたちが考え

ていることとが、執行部全体の中で整合性がと

れているのかなと、流れがよくわからないとこ

ろがあるわけですけど、そういうところをもう

少し整理していただくといいなと。韓国と台湾

だけ飛んでいるから、決してそれでいいという

ものではないと思うんです。

今、福岡に中国の富裕層の人たちがクルージ

ングで来ている。先日、九州の県議会議員の研

究交流大会のときに、福岡の方が喜んでおっ
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しゃっていましたけど、クルージングの数が多

くなって、資生堂の化粧品と太宰府天満宮の学

業成就のお守りと真珠を買って帰るというわけ

です。大量に買って、すごくお金をばらまいて

帰る。喜んでおっしゃっている。そこでとめる

なよという話なんです。もっとこっちにも人を

おろせよと、観光客をおろせよという話なんで

すけど、そういうのを考えると、きのうもその

議論が出ましたが 宮崎県としてどうネットワー、

クをきちんと張りながらやっていくのか。県民

政策部というのは、そういう意味では、相対的

に宮崎県全体の政策の中心なんだから、そうい

う点での各部の連携というのをもっとしっかり

やってもらって、形が出てくるようにしてもら

えたらなと思うんですけど、総合交通もここで

とまっていていいのかというのが疑問なんです

けど、それはどうですか。

今、県は２路線持ってい○丸山県民政策部長

るわけです。国際線ではソウル線、これは８年

前になりますけど、それから台湾線、これが６

月で１年になりますけれども、確かに我々も、

仕分けとしては、こっちから台湾、ソウルへ送

り出す、いわゆる搭乗率向上については県民政

策部の総合交通課のほうで担当すると。入りの

ほう、ソウルあるいは台湾からの宮崎への呼び

込みについては、商工観光労働部で担当する。

そういう仕分けはできておりまして、そういう

格好でやっております。ただ、国際航空という

のは双方向での、フィフティー・フィフティー

で高いレベルでの誘客送客が一番大事でありま

すので、仕分けしているというものの、連携も

しているところであります。ソウルにも商工観

光労働部と県民政策部一緒に行ってセールスを

やりますし、台湾でもそうであります。形とし

て委員の皆様には見えない分があるかもしれま

せんけれども、執行部としてはやっております

ので、それをもうちょっと見える、パンチのき

いたところで21年度以降も取り組んでまいりた

いと考えております。

もう一点は、例えば台湾からのお客さんがど

ういうルートでどこから出ているというのは、

資料等は調べております。もうちょっと具体的

に言いますと、台湾から定期便で宮崎に入って

こられて、高千穂を経由して阿蘇を通って福岡

から出るケース、もちろんハウステンボスなん

かにも寄られるコースもあります。それと逆の

コースもあるわけです。福岡から入って宮崎か

ら出ていく それと 宮崎から飫肥のほうに行っ。 、

て、指宿に行って、北上して熊本を回って福岡

から帰る。それから、逆のケース、これがあり

ます。通過していただくと金は落ちないわけで

すから、いかにして宮崎に１泊あるいは２泊し

ていただくかが重要でありますので、そこらあ

たりの視点を最重要視して、また商工観光労働

部あたりとも連携しながら、取り組んでまいり

たいと考えております。

今の部長の答弁で結構なんですけ○井上委員

ど、各部との連携 結局少ないお金かもしれ―

ないけど、政策的効果が十分出るように各部に

もっとアプローチするということも県民政策部

がしないといけないのではないかというふうに

思います。

先ほど言いました中山間地域のところは、宮

崎県の子供たちが中山間地にどんどん行くとい

うふうにならないと、交流し合うようにならな

いと、中山間地域対策というのは外向けばかり

ではだめなので、親も連れていくぐらい、親も

一緒にというぐらいないといけないのではない

かと思っておりますので、そこは教育委員会と

十分議論していただきたいというふうに思いま
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す。

総合交通課長、私は一般質問でも○黒木委員

出したんですけれども、国の予算が通った、そ

うしますと、４月下旬から高速道が1,000円に

なってかなり遠いところまで行ける。入ってく

るほうも来やすいですね。宮崎にもかなりそう

いう面では観光客も来るかもしれない。入って

くると思うんです ただ その分 カーフェリー。 、 、

の利用がかなり落ち込むだろうと、これが非常

に心配しているんです。今も支援はしているだ

ろうと思うんですけれども、カーフェリーが宮

崎県としては大事なんです。これがなくなると

いうことになると大変ですから、この支援をど

うやっていくのか。また、国に対してもお願い

せないかん。これは全国的な問題も船にはある

わけですから、その辺はどうですか。

、○渋谷総合交通課長 そういった話でしたので

宮崎カーフェリーも非常に大切な航路です。13

日に早速、鹿児島県と大分県と私ども３県で上

京いたしまして、国交省の重立ったところに対

して要望活動をやろうということで今進めてい

るところでございます。

ぜひ、南九州だけでもそういう陳○黒木委員

情をしていただければというふうに思います。

今言いましたように、宮崎県にもそういう車は

たくさん入ってくると思います。観光にも来や

すいし、出ていくほうも出ていくんですね。と

いいますのが 福岡に買い物に行こうとか もっ、 、

と遠いところに買い物に行くとか、逆に今度は

。宮崎県からもかなり出ていく可能性もあります

その辺も十分入ってくるように対策をお願いし

ておきます。

 お願いですけど、中山間地の○中野 明委員

話がありました。国富は、その分野に入らんの

だけど、端っこのほうに行くと、限界集落みた

いなところがあります。先週の日曜日、法華嶽

。 、の下の小学校が閉校になった 今度の日曜日は

緒方課長の母校がなくなる。学校は、いろいろ

聞いていると、去年、耐震構造にしたばかりだ

という話です。民間でいろいろアイデアが出て

きて跡を使えばいいけど、恐らく今の調子では

出らんだろうなと思うんです。これを活用した

地域の動きが、いろいろ話が来るわけです。県

会議員をしていると、何でも話が来る。

いろいろ考えるんだけど、中山間地というの

は農政もやっている。林務もやっている。私が

何か考えようかと、いろいろあるけれども、逆

に、国の補助事業を見てアイデアが出るかもわ

からんわけです。補助金が交付金に化けて、国

が直接やっているのもあるわけです。今言った

ような廃校が県内でもいろいろ出てくる。廃校

跡地の再利用というような形で、当てはまるよ

うな補助事業、国の交付金、これを一回整理し

てもらいたい。こっちで探そうと思ったら、農

政の補助事業を見たらこれぐらいある。これか

ら出てきますよ。そういう整理も一回して、私

は早いうちにもらいたいんです ことし３月いっ。

ぱいで閉校になるから これを１年も２年もほっ、

といたら、逆にまた使い物にならんだろうと思

うんです。市町村でもそういう資料というのは

必要だと思いますから、総合政策課があります

から、そこでぜひそういう補助金の整理をお願

いしたい。

今、中野委員のおっ○渡邊県民政策部次長

しゃったことは、日之影町に鹿川中学校がある

んですけれども、廃校になったんです。日之影

はどういうことをやっているかというと、宿泊

施設に衣がえをしようとしています。たしか国

の補助金を使っているんです。それを実はある

企業が職員の研修施設に使おうかという話もあ
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りまして、だから、いろんな展開が考えられる

んだろうと思うんです。我々も小中学校の廃校

、 、をずっと調べておりまして 実態を全部調べて

使っているところもあるんです。地域でＰＴＡ

活動とかそういうので使っておられるところも

ありますし、使っていないところもあります。

かなりあります。それをどういう形で地域振興

に結びつけていくかというのは本当に大事だと

思います。施設がもったいないですから、そう

いう視点で我々はおります。

何点かお尋ねしたいと思います。○鳥飼委員

中山間地はまた後ほどということで、人権同和

対策課にお尋ねします。49ページ、みんなの人

権！思いやり交流プラザ開催事業、以前は、人

権フェスタというのがあったような感じがした

んですけれども、それとの関連があれば、この

事業について説明をお願いします。

おっしゃるとおり、○酒井人権同和対策課長

以前と名称が変わっておりまして、20年度まで

３カ年事業で実施しておりまして、好評である

ということも踏まえまして、その３年間の事業

の実績の足りなかった点を拡充するというよう

な形で新たにお願いしております。拡充したい

と思っておりますのは、現在、20年度までの主

力が、ＮＰＯなどの団体を対象にした県民への

展示とかアピールとかをしていただいているん

ですけど、企業あるいは事業所単位で人権問題

、に取り組んでいらっしゃる企業がありますので

こういったところの紹介等をしていただくこと

によって、企業にとってはＰＲになるし、県民

にとっては人権意識の高揚につながる そういっ、

た事業を展開させていただきたいと思っており

ます。

ありがとうございました。頑張っ○鳥飼委員

てください。

情報政策課にお尋ねします。54ページになる

と思いますけど、予算自体が一般会計で１

億7,000万減額になっているんですけれども、恐

らく大型コンピューターの廃止でサーバ管理委

託ということではないかと推測するんですけれ

ども、この辺の御説明をお願いします。

主なものを申し上げます○渡邉情報政策課長

と、委員御指摘のとおり、県庁の４号館、県税

事務所が入っている上のほうに、従来、情報政

策課がございました。そこのところの大型の共

。用コンピューターを今年度で廃止いたしました

それに伴うものが約8,000万減額になっておりま

す。それと、先ほど委員会資料で御説明しまし

た38ページ、国の事業の枠が拡充いたしました

ということを申し上げましたが、従来、国の枠

から漏れていたものを平成18年から20年まで県

単事業ということで、当初は5,000万未満のもの

を対象にしていました。国が3,000万まで落ちて

きたということでやっていたものが、今回、国

のほうがすべて国の助成事業、補助事業として

対応できるということになりましたので、昨年

度まで県単の携帯電話サービス地域拡大支援事

業というのがございましたが、これが結果的に

廃止になりました。これが大体3,500万、そうい

うものが主なものとして少なくなっているとい

うものでございます。

中山間地域対策の関連でお尋ねし○鳥飼委員

ますが、予算的には、14ページ、15ページかな

と思うんですけれども、該当する事項だけ列挙

していただけますか。

当室の所管の事○後沢中山間・地域対策室長

業について列挙して申し上げればよろしいです

か。まず、15ページですが （事項）中山間地域、

活力再生支援費の説明欄１から５すべて、その

下の（事項）過疎対策推進費の説明欄１から３
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すべて、その下の（事項）ふるさとづくり推進

事業費の説明欄１から４すべて、その次の（事

項）地域活性化促進費の説明欄１から７まです

べて、16ページ （事項）水資源対策推進費すべ、

て （事項）エネルギー対策推進費の説明欄２の、

水力発電施設周辺地域対策事業が当室の所管で

す。17ページでございますが （事項）土地利用、

対策費の１から７まですべてということになっ

ております。

ありがとうございました。先ほど○鳥飼委員

も質問が出ていたようなんですけれども、新規

事業、改善事業については後ほどお聞きいたし

ますが、例えば15ページの過疎対策推進費とい

うことで200万、ハード中心の過疎法に基づく計

画の進捗状況を確認する事務費ということに

なっておりますけれども、これも事項を分けて

いる意味があるのかなという気がするんです。

中山間地域対策としてはこういうことを打ちま

すよといったときに、事項で分けていると、こ

れは別のことをやっているのか、これは本当に

中山間だなというふうな気がいたしますし、ふ

、るさとづくり対策事業もそうなんですけれども

この辺はどうなのかなという気がするんですけ

れども、その辺の考え方についてお示しいただ

きたいと思います。

事項につきまし○後沢中山間・地域対策室長

ては、当然その下にぶら下がっている各種事業

が主に何を目指しているかという観点から分け

ているところでございます。事項の中山間地域

活力再生支援費についてはどんぴしゃですね。

中山間地域振興を考えるという事業がぶら下

がっているわけですが、ふるさとづくり推進費

ですとか地域活性化促進費ということになりま

すと、地域づくりという、より広い概念でとら

えて講じている施策が説明欄の具体的な事業と

して並んでいるものですから、中山間地域と一

つにすることがなかなかできないとか、一つ一

つの事業の目的に照らして事項に割り振ってい

るというところでございます。

わかりにくいというか、過疎地域○鳥飼委員

と中山間地が重なるんではないかなと。今のお

話でいくと、例えば宮崎にもふるさとづくり推

進事業が当てはまるということにもなるんだろ

うと思っているんですけれども、そういう意味

では、中山間・地域対策室で持っているという

のはわかりにくい。地域振興課時代の名残で引

きずっているのかなという感じがするんですけ

れども、そんな感じがしましたので、申し上げ

ました。

中山間地域集落点検モデル事業というのがご

ざいまして、いろいろと質疑も出されたところ

ですが、事業の概要についてそれぞれお聞きし

ていきますが、集落支援員というのが新たに掲

げてあるわけですけれども、例えば区長さんと

か、公民館長さんとか、地域のリーダーとか、

、そういう人たちになると思っているんですけど

新たに集落支援員をというのは、その辺の関連

はどんなふうに考えていけばいいのか、どんな

ふうに市町村に説明していかれるのか、お尋ね

したいと思います。

集落支援員は、○後沢中山間・地域対策室長

この事業概要に書いてございますとおり、一つ

一つの集落を巡回しながら、集落の現状、住民

の意向を把握する。それをもとに集落の点検を

実施する。集落ごとの将来像の話し合いのコー

ディネーター役を果たす、そういう立場の人だ

というふうに考えております。今御指摘のあっ

た区長さんですとか公民館長さんが結果として

集落支援員としての役割を果たすということは

あるかと思いますが、我々としては、支援員イ
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コール区長さんということではなくて、区長さ

ん以外の、例えば役場のＯＢの方が集落支援員

として活動する、そのときには区長さんとの連

携というのがあるんでしょうが、ということも

あり得ますし、都市部の若い人が、地域につい

てはわからないけれども、フレッシュな視点で

集落支援員をやるということもあり得ると思っ

ておりますので、必ずしも集落支援員イコール

区長さんということではないというふうに考え

ております。

そうしますと、イメージですけれ○鳥飼委員

ども、例えば五ヶ瀬町が県北にありますが、五

ヶ瀬町に集落支援員を１名置いて、チェックし

て回るというか、そんなイメージをすればよろ

しいんでしょうか。

イメージとして○後沢中山間・地域対策室長

はそういうことでございますが、集落支援員は

１名に限るものではないので、複数名というこ

とも当然あるかと思っております。

それは持っている集落によって、○鳥飼委員

例えば人口どれぐらいというようなことで１名

とか そういう腹案とか持っておられるんでしょ、

うか。

この事業の支援○後沢中山間・地域対策室長

を受けてやるという意味ですと、１つの市町村

に積算上は１名という積算をしております。そ

ういう意味では、１人ですべての集落を見ると

いうことは難しいと思いますので、幾つの集落

を受け持つかということにつきましては、その

市町村に幾つの集落があるのかということと連

動してまいりますので、腹案として１人５集落

とか10集落とかいうものを持っているわけでは

ございません。

ということは、１人もしくは２～○鳥飼委員

３人になるときもあるということですか。

それから、いきいき集落応援事業ですけれど

も、ここに事業の目的、概要とか書いてありま

す。ここも同じように、限界集落ではないんで

、 、す いきいき集落ですよということなんですが

宮崎市でもこういうのに応募すれば該当すると

いうことで理解していいんでしょうか。

、○後沢中山間・地域対策室長 いきいき集落は

さすがに宮崎中心部というのはイメージしてお

りませんが、周辺部で中山間地に近い状態のと

ころはありますので、そういうところがいきい

き集落として名乗りを上げることは十分あると

思っております。

別に中山間地という断りはこれに○鳥飼委員

はないんですね。私、宮崎市内の阿波岐原にお

るんですけれども、あそこは最近、イオンもで

、 、きて街になったんですけど その隣なんですが

防災事業をやったりとか、一ツ葉の浜の渡り鳥

の営巣の地を整備するとか、そんな事業をやっ

ているんですけれども、そういうのは中山間地

じゃないから該当にならんということなんで

しょうか。

その地域がどん○後沢中山間・地域対策室長

なところなのかにもよるんですけれども、なる

べく広く受けとめようと思っておりますので、

委員のおっしゃったところがそのまま当てはま

るかどうかというのは、私もイメージがわかな

いところもあって申しわけないんですが、基本

的には手を挙げてきたところは広く受けとめよ

うというふうに思っております。

当初は、限界集落はイメージが悪○鳥飼委員

いからこれを変えようじゃないかということで

したけれども、当初の目的からすると、大分変

わってきたということですね。

この枠はやっぱり中山○渡邊県民政策部次長

間地対策なんです 中山間地域という定義をやっ。
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ていないんです。いわゆる地域振興関係の５法

というのはあるんですけど、そういうのにかぶ

さった地域を我々としてはおおむね中山間地域

としてやろうじゃないかということで、以前の

委員会でも御説明したんだろうと思います。し

たがいまして、そういう枠は一応保ちながら集

落認定をしていかないかんというのは、思想と

してありますので、そのあたりは無規律にどん

どん広がっていくということじゃないというこ

とを御理解いただきたいと思います。

宮崎市はコミュニティ税で大騒動○鳥飼委員

だものですから そういうお金が来ると コミュ、 、

ニティ税を取らんでもいいかなという感じがい

たしまして、お尋ねしました。

中山間地域等創造支援事業というのがありま

して、先ほどそれぞれ委員から質問があったと

ころですが、言葉じりをとらえるようで恐縮で

すけれども、地域創造枠のところで市町村の骨

太な地域計画というのがあるんですけど、これ

はどんな意味ですか。大まかな計画、別に骨太

と入れんでもいいのかなと思ったんですが、何

か意味があって入れられたのかなと思うんです

けど。

ここで言ってい○後沢中山間・地域対策室長

る骨太なというのは、取り組みの幅が広いとい

う意味で使っていまして、その地域の将来像が

何かあって、実現に向けていろんな要素が組み

合わさって実現しようとしている取り組みとい

うことで骨太という言葉を使っております。決

して計画自体が膨大な作文をつくるとか、そう

。いう意味での骨太ということではございません

わかりました。○鳥飼委員

事業費が１億ということで補助率がいろいろ

書いてあるんですけれども、イメージがわかな

いんですが、限度額とかそういうものはあるん

でしょうか。それと、何件程度想定しておられ

るのか、その辺を御説明いただきたいと思いま

す。

まず、件数につ○後沢中山間・地域対策室長

いては、地域創造枠については２～３件ぐらい

というふうに考えております。限度額につきま

しては、ソフトとハードで分けて考えていまし

て、ハードで2,000万、ソフトで500万というこ

とで考えているところでございます。

限度額はあるんですね。書いてい○鳥飼委員

ないから何かなと思ったんですが、ハード

で2,000万、ソフトで500万ということ、これも

２～３件ということですか。

ソフト、ハード○後沢中山間・地域対策室長

含めて２～３件と。その取り組みの中で、ソフ

ト的な取り組みに対しては500万限度、ハード的

な取り組みについては2,000万限度ということで

ございます。

２番と３番の一般枠、条件不利地○鳥飼委員

域市町村枠の限度額と件数見込み額を御説明い

ただきたいと思います。

まず、一般枠と○後沢中山間・地域対策室長

条件不利市町村枠につきましては、件数につき

ましては、前身の個性と工夫で頑張る地域づく

、 、り応援事業の実績などを勘案しまして 一般枠

条件不利市町村枠、合わせて５件とかそれぐら

いかなと。限度額につきましては、まず一般枠

、 、についても 広域連携市町村枠と合併市町村枠

いろいろあるんですが、例えば合併市町村枠の

ハード事業で1,500万、条件不利市町村枠の最も

条件のいい枠を使った場合のハード事業でやは

り1,500万ということで考えております。

４時になりますので、続けるの○外山委員長

であれば休憩したいと思います。

暫時休憩いたします。
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午後３時57分休憩

午後３時59分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

苦労が多いでしょうけれども、頑○鳥飼委員

張ってください。

その他ございますか。○外山委員長

２つ、３つお聞かせください。総○米良委員

合交通課長、ようやく物流の支援事業が動き出

したという感がしますが、何で６カ月だけの補

助なんですか。

今、関東航路利用促進事○渋谷総合交通課長

業というのをやっています。これは 「南王丸」、

について19年度、20年度の事業としてやってい

ます。これが実は３カ月の助成をしているんで

す。この関東航路も踏まえて、新しい事業を今

回、関東航路だけじゃなくて、ＪＲ貨物とか、

ほかの航路も含めて助成することにしたんです

が、考え方としては、一定の長期間やらんと効

果が出ない、コストの問題とかリスク管理とか

、そういったことから考えると短期間じゃいかん

３カ月ぐらいでは効果が出ないだろうというこ

とで、今回さらに延ばして６カ月支援をしよう

ということに決めたところでございます。

私は、１年間の事業だから、12カ○米良委員

月何でやらんのかということを前提にして尋ね

たんです。

６カ月ぐらいやれば効果○渋谷総合交通課長

が出るのであろうということでしたんですが、

いずれにしても １年間というのは非常に厳しゅ、

うございます と申しますのは 新年度から入っ。 、

ていって 業者についても連絡調整とかそういっ、

たことをしないといけないということがありま

すので、幾ら早くても７月、８月ぐらいからし

か取り組めないんじゃないかと思っています。

そういったことからいくと、６カ月ぐらいが相

当かなということで、今回６カ月とさせていた

だいたところでございます。

わかりました。トラック業界は業○米良委員

界としての考え方があると思うんです。自分た

ちは陸路でずっと運ぶという方もおられると思

うんですけれども、トラック業界との摩擦とい

うと語弊があるかもわかりませんが、その辺ま

ではなかったものでしょうか。将来考えられな

いものでしょうか。

トラック業界につきまし○渋谷総合交通課長

ても、中長期的に考えると、ドライバーの高齢

化が進んでいる。人の手配ということに苦労さ

れているということがございまして、かなり長

距離を陸路で走るというのは困難だという、そ

ういった意味もあって、それが一つです。それ

から、モーダルシフトという流れがございます

から、これを実施するに当たっては、トラック

業界に対しても十分御理解いただくために説明

しようと思っておりますが、そういったことを

考えますと、摩擦というか、そういったことは

起きないものというふうに考えております。

わかりました。○米良委員

もう一つ、黒木覚市委員からも、この前の一

般質問で細島港を中心とした海上輸送の話が出

ました。長い間、議論をしてきたんですけれど

も、将来的に、宮崎県の農畜産物の流通の問題

で海上輸送というのを考えたとき、特に北のほ

うが細島に近いんですけれども、そういうこと

を前提にして、これからそういうものを具体的

。に宮崎県も考えていかないかんのじゃないかと

ただ叫ぶだけでは 実際にそういう事業を起―

こしていくという時期に入ったんじゃないかと

思うんですけれども、それに対する皆さんたち

の考え方というのはどうですか。具体的にこれ
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から入っていかなきゃならんと思うんですけれ

ども。

要は、荷物がどういうふ○渋谷総合交通課長

うに流れるのか、どれだけ集約できるのかとい

うことを図っていかんといかんのだろうと思っ

ています 私どもとしては そういう視点を持っ。 、

て今後の動向を考えていかないといけない。実

は、港湾整備を担っております県土整備部にお

きましては、21年度に東九州自動車道が通ると

か、そういったことを前提に一定のアンケート

調査みたいなこともやりたいというふうに考え

ていらっしゃるようですので、そういったもの

、も含めて県土整備部とも十分連携を図りながら

。対応していきたいというふうに思っております

いずれにしても、経済連あたりが○米良委員

要請というか、希望というか、将来の見通しが

立たない中での農業振興ということを標榜して

いますと、不十分なんですね。片一方はどんど

んやれやれと言うけれども、県を主導として前

に進まないというジレンマもありますから、そ

こあたりも具体的にこれから真剣に取り組んで

いかなきゃならんのじゃないかということを考

えるものですから、真剣にこれから考えてみて

ください。要望しておきます。

もう一つ、女性両課長にお聞きします。統計

調査課長、せっかくお金かけて統計を出します

が、県民手帳には部分的に出るんです。緒方秘

書広報課長もおられますから、私は特に言うん

ですが、県の広報を通して部分的でも小出しを

していって、みんな必要ですけれども、この時

期はこの統計を出したいというのがあると思う

んです。それをもとにして県民の生活というの

は経済的にも動いていくわけですから、県の広

報を通して県民に知らしめるというのも大事

じゃないかと思いますけれども、せっかくの調

査が、死んでしまいますというと変な言い方で

すが、そのあたりはどうですか。

おっしゃるとおり、統計○橋本統計調査課長

につきましては、活用していただいてこそのも

のでありますので、私どもは、統計調査の結果

につきましては積極的にお出ししているつもり

ではございます。ただ、今のやり方といたしま

しては、予算等もそう潤沢にあるわけではござ

いませんので、例えば印刷室で印刷いたしまし

たものをお配りするとか、そういったこともい

たしておりますし、またホームページでも最新

情報を掲載することにはいたしております。そ

れから、もちろん秘書広報課のほうの予算を使

わせていただきまして、テレビ等の番組に出さ

せていただいたりとか、そういったこともやっ

てはいるところですけれども、やっていること

が皆様方に認識していただいていないというこ

とになりますと、また今のやり方もさらに工夫

をしていかないといけないと思っております。

余り出ていないものね。県の広報○米良委員

。 。に余り出ていないでしょう 要望しておきます

、 、髙原課長 多重債務の話が出ましたけれども

私は 何で消費生活センターかなと思って さっ、 、

きから首をかしげるんです。消費生活センター

で扱うということは、女性対象が多いんでしょ

う。そういう観点で見ると、御婦人方、女性の

皆さんたちにそれに対する教育、その場所、場

というのが必要ではないかと思うんですけれど

も、その辺はどう考えていますか。

多重債務、○髙原生活・協働・男女参画課長

すなわち女性ということはありません。もちろ

ん女性もですけれども、男性のほうが多重債務

の相談は多いぐらいです ちなみに 委員がおっ。 、

しゃったように、まず消費生活センターの場所

、に会議室とか研修室的なものがございますので
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そちらのほうで皆さんをお呼びしていろいろ講

義をするという場もございます。あるいはどこ

かに出前という形で行くということもあります

ので、消費生活センターとしては積極的に多重

債務の関係についてもアピールしています。そ

ういう事業の中身ではなくても、最近の話題と

して多重債務及び振り込め詐欺がございますの

で、それを必ず最後に加えて、もう一度注意喚

。起をするといったようなことも行っております

また、最初におっしゃいましたような県の広報

等、これにつきましても、相当活用させていた

だいていますけれども、今後ともしっかりやっ

ていきたいと思います。

ぜひお願いします。○米良委員

文化文教・国際課長、ブラジルにあなたは行

かれるんですか。

県民政策部６人と○福村文化文教・国際課長

いうことで上がっていますので、まだ候補にな

るかどうかわかりません。

ぜひ行ってください。実は５年前○米良委員

に、55年の記念事業に僕は行ったんです。その

ときに何の要請を受けたかというと、ブラジル

。 、県民会館の土地は準備していますと 米良議長

どうしてもこれをつくりたいんですわと。ぜひ

補助してくださいという話がまだ残っているは

ずです。そういう話が恐らく出ます。そのとき

は、頭の隅に置いていただいて、将来的にどう

するかということを課長、描いて行ってくださ

い。歓待を受けますし、喜びますし、そういう

希望、要求の強いのがありましたから。ほかの

ところは何県か持っているそうです。宮崎県も

ぜひひとつ補助していただいて、あのときは長

野県の会館を借りてやったのかな。そういうつ

もりでぜひひとつ、そういう思いを持って行っ

てください。お願いしておきます。

県人会館の経緯に○福村文化文教・国際課長

ついては伺っておるんですけれども、県人会長

が帰ってこられたときにいろいろとお話を聞い

たりします。県人会組織でどういうふうに考え

ているのかということを聞いたりするんですけ

れども、ちょっとしぼんできたかなというよう

な感じがしているところでございます。経費に

ついて３億円ほどかかるようなことを考えてお

られるようで、県の財政からは厳しいかなとい

うことで、はっきりした結論を申し上げている

わけではないんですけれども、そういう話はし

たところでございました。

本当に思いが強いんですよ。あの○米良委員

ときは江藤出納長と行ったんです。一般の方も

含めて県内から50～60人行きました。いろんな

事業でいろんな歓待を受けまして、いい交流も

できましたけれども、そういう思いの強かった

。 。ことは今も忘れません 今度も恐らく出ますよ

私の名前も出ると思います。大きいことを言っ

て帰りましたから。ひとつよろしく。

答弁は要らないんですが、先日、○井上委員

私、議場でも申し上げましたが、知事の記者会

見の関係ですけれども、緊急経済対策の記者会

見のときにも、やる気がなさそうな、職員に答

えてみたいな感じで記者会見……。結局あれは

ライブで流れることと、後で「知事の部屋」を

、アクセスすれば県民は見れるということなので

できたらあの記者会見のときに、相手は県民で

あると、そこに来ている各社の記者ではないと

いうことを御理解いただいて、もう少し県民に

対してアピールするような形で記者会見の場所

ではしっかりと物を言っていただけるといいな

と。それが県民に対する県民総力戦の第一歩に

なるのではないかというふうに思います。知事

に対して言いづらいかもしれないけれども、そ
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のようなことをよろしくお願いします。

以上で県民政策部の審査を終了○外山委員長

いたします。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時13分休憩

午後４時15分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

明日は、午前10時から会計管理局の審査を行

うことといたします。

本日は以上で終了いたします。

午後４時15分散会
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平成21年３月12日（木曜日）

午前10時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

会計管理局

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

会 計 管 理 局 次 長 中 西 秀 徳

会 計 課 長 井 上 昌 憲

人事委員会事務局

事 務 局 長 大 野 俊 郎

総 務 課 長 吉 田 親 志

職 員 課 長 大 野 保 郎

監査事務局

事 務 局 長 佐 藤 勝 士

監 査 第 一 課 長 川 越 長 敏

監 査 第 二 課 長 篠 田 良 廣

議会事務局

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

委員会を再開いたします。○外山委員長

当委員会に付託されました会計管理局予算関

連議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

会計管理局の平成21年度当○長友会計管理者

初予算案について御説明を申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の433ページをお開

きください。会計管理局の予算は総額５億5,795

万3,000円でありまして、前年度当初予算に比べ

ますと、金額で1,010万3,000円、率で1.8％の減

となっております。

その主なものにつきまして御説明申し上げま

す。437ページをお開きください （目）一般管。

理費の（事項）職員費２億9,348万3,000円でご

ざいます。これは、会計管理局職員の人件費で

ございます。

次に （目）会計管理費の（事項）出納事務費、

でございます。これは１億6,949万3,000円でご

ざいますが、出納事務執行及び財務会計システ

ムの運営管理等に要する経費でございます。な

お、出納事務執行に要します経費の中に、今回

新たに計上いたしました金融機関に対する窓口

収納事務手数料800万円が含まれております。

次に （事項）証紙収入事務費9,497万2,000円、

でございますが、これは、県の証紙売りさばき
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に要する経費でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○外山委員長

た。議案についての質疑をお願いいたします。

 437ページの財務会計システム○中野 明委員

運営管理費は、恐らくパソコンの管理費、こう

いうのが高いか安いかというのは何か見方があ

るのか、難しい。

実は昨年、栃木県の会計課の○井上会計課長

ほうがした全国の調査があります。ただ、数は

出てくるんですが、委員おっしゃるとおり、対

象業務とか受ける会社等も変わってきておりま

して、比較がなかなか難しいという状況ではご

ざいます。

これも、いずれにしても、○長友会計管理者

情報政策課におります専門職員の審査を通して

査定見積もりをしておる金額ではございます。

 これは単価があってないよう○中野 明委員

な開発費だから できれば同じような １億2,000、 、

～１億3,000万規模のところがどれぐらい、今後

の参考に、何か参考に見るべきかなと。

。○外山委員長 そのほかございますでしょうか

関連 これは同じ会社がずっとやっ○黒木委員 。

ているんですか。それとも入札しているんです

か。

私どもは富士通にずっと同じ○井上会計課長

でお願いしております。

以上をもちまして、会計管理局○外山委員長

を終了いたします。執行部の皆様には御苦労さ

までした。

暫時休憩いたします。

午前10時９分休憩

午前10時11分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

人事委員会事務局○大野人事委員会事務局長

の平成21年度当初予算について御説明いたしま

す。

お手元の歳出予算説明資料の521ページをお開

きください。予算額は１億5,401万7,000円であ

りまして、対前年度比1.3％の減となっておりま

す。

次に、525ページをお開きください （事項）。

委員報酬672万6,000円は、人事委員３名に対す

る報酬であります。

次の（事項）委員会運営費79万2,000円は、人

事委員会の開催等に要する経費であります。

次の（事項）職員費１億1,942万5,000円は、

事務局職員15名の人件費であります。

次の（事項）事務局運営費661万円は、事務局

運営に要する経費であります。

次の（事項）県職員採用試験及び任用研修調

査費1,401万4,000円は、採用試験の実施等に要

する経費であります。内容につきましては次の

ページをごらんください。まず、１の県職員採

用試験に要する経費は、試験問題の印刷などの

、 、試験実施に係る事務的経費 及びホームページ

パンフレット作成等に要する経費であります。

２の任用制度等に関する調査研究に要する経費

は、人事行政の調査研究や採点処理等に要する

経費であります。

次の（事項）警察官採用共同試験実施費237

万2,000円は、警視庁ほか３府県と共同で採用試

験を実施する経費でありまして、試験案内や試

験問題の印刷等の事務的経費であります。
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次の（事項）給与その他の勤務条件の調査研

究費208万8,000円は、人事委員会勧告等に要す

る経費であります。内容についてですが、まず

１の給与報告及び勧告に必要な調査研究に要す

る経費は、民間給与実態調査、給与報告・勧告

などに要する経費であります。２の給与その他

の勤務条件の調査研究に要する経費は、勤務条

件に関する調査、給与の支払い監理等に要する

事務的経費であります。

（事項）審査監督費199万円は、不服申し立て

の審査等に要する経費及び労働基準監督関係に

要する経費であります。

以上でございます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。

なお、お手元に受験案内がきょうの朝できて

まいりましたので、ホットなものですが、参考

までにごらんいただければと思います。

以上、説明が終わりましたが、○外山委員長

質疑がございましたらお願いいたします。

このモデルは職員ですか。○中野一則委員

県庁の職員でございます。看○吉田総務課長

護師さんと事務職の方ということになっていま

す。

20年度採用のということです○中野一則委員

か。

新採ではございません。２年○吉田総務課長

なり３年なりたった職員ということです。

選ばれた基準があったんです○中野一則委員

か。

特にないんですが、見ばえの○吉田総務課長

いい方と言うとちょっとあれですけれども。

応募がたくさんあることを○中野一則委員

願っております。

局長でも結構ですが、後学のため○米良委員

に、526ページの不利益処分に関する不服申し立

てという、内容的にはどういうことでしたか。

具体的な今度の事○大野人事委員会事務局長

例ですか。不利益処分というのは、懲戒免職と

か懲戒処分を受けた方がそれは不服だと、懲戒

処分を受けて職を失った方が人事委員会に審査

請求を上げるわけです。その結果、言い分があ

るという場合には変更することもありますが、

棄却することのほうが大半です。その処分に不

服がある場合、今度は裁判所のほうに訴えるこ

ともできるわけです。具体的に内容は言いにく

いんですけれども。

人事委員の一つの職務でしょうけ○米良委員

、 、 。ど 20年度の場合 どのくらいあるものですか

申し立ての件ということでご○大野職員課長

ざいましょうか 今年度の審査ということで行っ。

たのは３件でございまして、昨年度に引き続い

て継続しておりますのが１件、新たな申し立て

が２件ということでございます。昨年度継続し

ておりますものについては、今年度、私どもの

ほうで裁決をしております。残る２件について

は、１つが審理中でございます。あと１つは、

受理の要件を満たさないということで却下して

おります。

わかりました。○米良委員

１つだけ教えてください。通勤手○井上委員

当で最高支給額１月当たり５万5,000円となって

いるけど、大体どこからどこの場合ですか。相

当遠いところまで自宅から通えるということで

すか。

例えば、宮崎から延岡という○大野職員課長

ところでＪＲ等を利用してという場合は、かな

りの費用がかかります。遠距離が多いんですけ

れども、この限度額で措置するということにな

ります。

人事委員会は違うのかな。職員の○井上委員
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通勤手当というのは総額どのぐらいになるもの

ですか。それは総務だね。わかりました。

職員で例えば飲酒運転をして事故○黒木委員

を起こした、基準的にはこれは免職ですね。そ

、ういう職員がどこでどういう処罰を受けるとか

。そういう基準というのは全部できておりますか

人事課のほうでそ○大野人事委員会事務局長

ういう基準をつくっておりまして、例えば飲酒

運転で事故を起こした場合は懲戒免職が適用に

なることが多いです。まして人身事故なんかに

なりますと、今はかなり厳しい処分をしており

ます。

それは人事課のほうがつくって、○黒木委員

それで不服申し立てが来たときに受けるという

ことになるわけですか。

処分は任命権者が○大野人事委員会事務局長

やります。その結果に不服がある場合に、人事

委員会に審査請求が上がってくるというわけで

ございます。

別なことだけれども、例えば、県○黒木委員

の職員の皆さんの退職金と市町村の職員の退職

、 。金 こういうのはどこが是正していくんですか

地方のほうが高いじゃないかとかある場合は、

そういうのは何も関係なしで、県は県というふ

うに見ているんですか。

県の退職手当の場合は基本的○大野職員課長

には人事課のほうで、知事部局のほうで行うと

いうことで、退職手当のあり方については私ど

も人事委員会のほうでどうするかという調査研

究等はしております。市町村については基本的

に市町村課のほうで指導を行うという形になっ

ております。

県の退職金を見たときに、私は日○黒木委員

向ですが、日向のほうが平均して高いものだか

ら聞いたんです。確かに答えにくいけれども、

県の退職金が市町村に比べると低いと思ったも

のだから、そういうのがいいのかなというふう

に感じたものだから、不服申し立てが何も来な

いわけだから、人事委員会のほうはどうしよう

もないわけですね。わかりました。

昔はよくラスパイレスという○中野一則委員

ので比較表があったですね。県を100にしたとき

に市町村が何ぼ、国家公務員だったですか、県

よりもオーバーしている市町村というのはまだ

たくさんあるんですか。

ラスパイレス指数ということ○大野職員課長

で、国家公務員を100とした場合に地方公務員、

県と市町村の職員ですが、どれだけの指数にな

るかというのでございまして、今おっしゃった

市町村の場合において、100を上回っている市町

村は宮崎市と延岡市ということで これは平成19、

年４月１日現在のものでございます。

先ほどの通勤手当のところでお尋○鳥飼委員

ねしますが、限度額５万5,000円ということです

けれども、実際通勤しておられる方は、通勤手

当の額で通勤にかかる費用は十分担保されてい

るというふうに思ってよろしいんでしょうか。

通勤手当を含めた手当につい○大野職員課長

ては、民間の支給状況あるいは国及び他の地方

公共団体の状況を見ながら、総合的に判断して

定めるということになっておりまして、基本的

には、国に準じた支給基準で支給しているとい

うことでございます。ただ、例えば特急等を利

用して宮崎から延岡に通勤している者、そうい

う職員については、５万5,000円以外に特急加算

というのがございまして、２万円を限度に支給

しているんですが、これについては自己負担が

かなり大きいという状況は出ております。

大体どの程度を自己負担している○鳥飼委員

んですか。
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宮崎から延岡に至る通勤をし○大野職員課長

ているケースで言いますと、年間16万ぐらい自

己負担が出ているという状況はございます。

わかりました。東京だったら特急○鳥飼委員

でなくても、普通でも特急みたいに行くから、

宮崎の場合は特急でないと墓石が読めるという

ようなことでいろいろ言われましたけれども、

そういう意味では通勤手当でカバーできるよう

にしてあげられるといいなと思っています。

補正のときにお尋ねしましたけれども、採用

予定者名簿登載についてもう一回確認したいん

ですが、ずっと以前は、人事委員会に名簿登載

をする。その中から、４月１日に採用の人もお

るし、７月１日の人もおるし、10月１日の人も

おるというような状況だったんですけれども、

今までお聞きしたところでは、名簿登載の人に

ついては期待権があって、迷ったりしてという

ようなこともありまして、それぞれの任命権者

から何名と言ってきた場合について、その人数

だけを名簿登載して、そのまま入れ込むという

ふうになってきたと思うんです。私はこれまで

も委員会などで、途中でやめられる方とかいる

ものですから、職場は人がいない、名簿に登載

していないものですから人も来ない、そういう

事例もあるので、名簿登載をやって、必要な人

員を確保したほうがいいんじゃないですかとい

うことでお話をしてきた経緯がございます。こ

の間の御説明では、その人数に若干プラスして

、名簿登載しているということだったんですけど

実態をもう一回御説明いただきたいと思うんで

す。

今年度の試験から○大野人事委員会事務局長

定数プラスアルファで、辞退する方のことも考

えて、多く合格を出すようにいたしました。理

論的には、例えば今度の４月１日に入庁した人

が事故とかあるいは病気等でやめなきゃならな

いというのが４月の末にでも起こった場合に、

１カ月たっていますが、そういう場合は、まだ

事例はありませんが、これからですので、人事

課のほうが次の順位の人を採用したいという可

能性は十分あります。ただ、秋になって急にや

めたという場合に、では名簿順位の人を秋に採

用するかどうかというのは、そのときの人事担

当部局の判断によってなされるのではないかと

思っております。理論的にはあり得ますけれど

も、実際にどの時点までにやめた場合には補欠

採用するかというのは、まだ今のところは事例

がありませんので、始まったばかりですので、

そういう状況でございます。

私、時々出先機関を回るんですけ○鳥飼委員

ど、この間、普及センターに行ったら、机はあ

るけど、そこはいないんですということで、机

は４つあるけど、２人しかいない、そんなとこ

ろがあるものですから 「2007」で人数も絞って、

いるという実態もありますし、定数からかなり

減になってきている状況があるわけです。職場

はぎりぎりで仕事をしている中で、人が１人い

なくなるということは非常に打撃でもあるわけ

で、今進めておられるような形で要員をしっか

り確保して仕事をやっていただくと。そうする

ことが結局、飛躍するようですけれども、一昨

、 、日 総務事務センターに聞いたんですけれども

休職、病休の人の６割ぐらいは精神的なものが

多いという実態です。以前、私が勤めていたこ

ろは、大体定数でありましたので、そういう方

もおられましたけれども、周りの人がカバーし

てあげようということで、病気の人もカバーし

てきた経緯があるんですけれども、今はもうカ

バーする余裕がないんです。余裕がなくて、そ

してそういう実態の中で結局仕事がやれないと
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いうことで休職とかに人が追い込まれているよ

うな状況がありますので、ぜひ余分に名簿登載

していって、後は任命権者、人事課とかそれぞ

れのところになりますけれども、そういう体制

をぜひ継続していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

関連。合格通知を出して今ま○中野一則委員

でに、20年度、辞退者が何名ぐらいいたんです

か。

20年度の辞退者が、警察官も○吉田総務課長

含めまして40名ほど出ております。

世の中が不況で雇用環境が悪○中野一則委員

、くなった中で辞退者がこんなにいるというのは

辞退者はどういう理由で辞退されているんです

か。

ほかに国家公務員を受けたり○吉田総務課長

とか、民間を受けたりということもありました

り、警察なんかでは、ほかの県の警察も受けた

というのもあったりします。職員につきまして

は、試験日は九州全部一緒で、そこで選択は終

わっているんですが、警察官の場合は日にちが

ちょっと違うものですから、ほかの県に行くと

いうこともあります。

、○中野一則委員 辞退者はフォローするように

鳥飼委員が言われたような感じでフォローする

ことで全部確保できたわけですね。

おっしゃるとおりでございま○吉田総務課長

す。今のところ採用予定に対する欠員は出てお

りません。

中野委員のおっ○大野人事委員会事務局長

しゃったとおりですけれども、昨年度までは定

員しか合格を出さなかったものですから、辞退

があった場合はそのまま欠員になるわけです。

数年前は、大卒の一般行政で15名募集したのに

６名辞退したことがあったんです。６名の欠員

というのは補充できないわけですので、それは

周りの人がカバーするか、あるいは臨時職員と

かそういうのでやらざるを得なかったんだろう

と思うんです。ただ、今は再任用制度ができて

きましたので、そういう場合は、県庁をやめら

れた方が再任用でカバーできる場合もあるかも

しれません。ただ、仕組み的には、国家公務員

とか市町村に、県庁に通ってもそちらに行く方

もいらっしゃいますので、何人ぐらい補欠とい

いますか、その枠をとるかというのも悩ましい

ところで、辞退者が多くなれば、結局補欠でも

足りない場合も出てくると思うんです。それは

その時々の状況に応じて、何人合格者を出すか

ということは毎年考えていかなければならない

というふうに思っております。

以上をもちまして、人事委員会○外山委員長

事務局を終了いたします。執行部の皆様、御苦

労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時28分休憩

午前10時29分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

監査事務局の平成21年度○佐藤監査事務局長

一般会計当初予算につきまして御説明申し上げ

ます。

お手元の歳出予算説明資料の515ページをお願

いいたします。監査事務局の予算額は２億2,353

万1,000円でありまして、平成20年度の当初に比

べて1.9％の減となっております。

この内容につきまして519ページで御説明申し
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上げます まず 事項 外部監査費1,768万3,000。 、（ ）

円についてであります。これは、外部監査の実

施に要する経費であります。この外部監査につ

きましては、今回別途に議案第31号をお願いし

ておりますので、後ほど説明させていただきま

す。

次に （項）監査委員費についてであります。、

まず （目）委員費は2,980万3,000円お願いして、

おります。この内訳は （事項）委員報酬が監査、

委員４名の給与、報酬でございます （事項）運。

営費が旅費など監査委員の監査活動に要する経

費であります。

次に （目）事務局費でございますが、１、

億7,604万5,000円をお願いしております。この

内訳は （事項）職員費が事務局職員17名の人件、

費であります。また、次の520ページですけれど

も （事項）運営費でございますが、監査事務局、

職員の監査活動や事務局の運営に要する経費で

ございます。

続きまして、議案第31号について御説明申し

上げます。提出議案書では127ページでございま

すけれども、お手元に配付しております委員会

資料で説明させていただきます。この議案は、

平成21年度の包括外部監査契約の締結に当たり

まして、地方自治法第252条の36第１項の規定に

より、議会の議決に付するものであります。包

括外部監査契約は、参考のところにありますよ

うに、毎会計年度、契約を締結するようになっ

ております。この契約の目的は、包括外部監査

人による監査の実施と結果の報告を求めるとい

うものであります。契約の金額は1,711万800円

を上限とする額をお願いしております。外部監

査契約は、地方自治法におきまして、弁護士、

公認会計士等と締結することとされております

が、平成21年度の契約の相手方としましては、

今年度に引き続き、公認会計士の安楽健一氏と

契約を考えております。安楽健一氏は、公認会

計士として多年の実績を有しておられ、日本公

認会計士協会南九州会宮崎部会から推薦をいた

だいておるところでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

執行部の説明が終了しました。○外山委員長

議案についての質疑をお願いいたします。

外部監査委員は２年間ということ○黒木委員

。 。ですか 今まではどういう事例だったんですか

資料の一番下になります○佐藤監査事務局長

けれども、連続して４回を超えてはならないと

いうことになっておりまして、３年までは同一

人と契約ができるということでございます。

今まではどういう状況だったんで○黒木委員

すか。

今までは、やはり同一の○佐藤監査事務局長

方に３年ずつお願いしてきております。

1,700万が安いか高いかは別としま○米良委員

して、安楽さんの出勤日数、勤務の関係からし

て、年間どのくらい出ておいでになるものです

か。

包括外部監査につきまし○佐藤監査事務局長

ては、総務省のほうから義務づけられておりま

して、一応の予算積算の目安みたいなものも示

されておるんですけれども、今回の算定基礎に

もなっておりますが、監査人は50日相当の勤務

を予定しております。金額の内訳につきまして

は、本人が50日、補助者を使ってやっておられ

ますので、その方々も２人、それぞれ50日、50

日の100日程度をこの業務に当たっていただくよ

うな形で積算しております。

契約以前の段階で、公認会計士が○米良委員

こういうことに携わるという要求度合い、ほか



- 117 -

にそういう人たちというのが殺到してくるもの

ですか。それとも契約の段階でこの人お一人と

か、そういうことなのか、まだほかに要望者が

いるものなのか。

包括外部監査人には、先○佐藤監査事務局長

ほど申し上げましたように、公認会計士、弁護

士、税理士、業務に精通した行政経験者という

形で例示がされておりまして、ほとんどの県が

公認会計士と契約を結んでおります。本県の場

合、県内の公認会計士は現在21名おられますの

で、その中から協会のほうにピックアップして

いただいて、推薦していただいておるわけです

けれども、この金額で喜んで受けていただいて

いるのかどうかということにつきましては、必

ずしも十分ということではないのかなと、協議

する中でそんな感触を持っております。ただ、

、税理士の方はこの仕事がやりたいということで

、税理士協会あたりは意欲を持っておられますが

どちらがいいのかということになりますと、税

理士、公認会計士とした場合に、全国の状況に

もよりますけど、税だけじゃなくてもっと広い

部門のノウハウを有するということで公認会計

士のほうに県でお願いしておるということでご

ざいます。

税理士と公認会計士、ちょっと違○黒木委員

いますね。例えば会社の幾らまでは税理士が受

。 、けられる それ以上は公認会計士しかできない

。 。その辺がありますね その辺はどうなんですか

そういう感覚というのはあるんですか。

専門的なところまで承知○佐藤監査事務局長

、 、していないんですけれども 公認会計士の方は

公認会計士の資格を取っておられれば、手続を

することによって税理士の資格は取れるという

ことになっておるようでございますので、公認

会計士がすべてを網羅しておるということで考

えております。

今、何年目になったのですか。○鳥飼委員

平成11年度から実施して○佐藤監査事務局長

おりますので、今年度で10年目でございます。

大体３年でしてこられて、公認会○鳥飼委員

計士としては４人目の方になられると。監査の

項目はこの人たちに任せられるということなん

ですけれども、事務局の補助というのも当然出

てくると思うんですが、そこは実態的にはどん

なふうになっているんでしょうか。

具体的に包括外部監査人○佐藤監査事務局長

から、いわゆる事務的な手伝い等を依頼された

場合、それとか今後になってきますけれども、

成果物ができ上がってきますと、印刷製本とい

うこと等もございますけれども、そういうこと

等を下支えするという形で、純粋な事務的なお

手伝いを事務局のほうではやっておると。先ほ

どありましたように、テーマの選定とか、そも

そものところにつきましては包括外部監査人に

任されておるということで、我々は従事させて

いただいております。

事務局としては余り負担にはなら○鳥飼委員

ない、そんな状況でしょうか。

通常の監査業務に大きな○佐藤監査事務局長

。負担になっておるということではございません

項目ですが、それぞれ監査委員の○鳥飼委員

問題意識なりということで、例えば佐藤局長、

今どういう問題がございますかとか、どういう

議論が上がっていますかという意見はもちろん

交換するわけだろうと思うんですけれども、そ

こら辺はどんな状況でしょうか。

余りそんな形のやりとり○佐藤監査事務局長

はしておりませんで、監査人が補助者等を予定

されますので、補助者等を決められて、現在、

３名の補助者と公認会計士の方 全体４名でチー、
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ムを組んでやっておられますので、その４名の

方で話し合われてテーマを決めておられるとい

うような実態でございます。

職員費のところで職員数17名で算○鳥飼委員

定してあるんですけど、昨年からすると、減に

なっているということはないですね。

職員数は変わっておりま○佐藤監査事務局長

せん ただ 若干補足させていただきますと 17。 、 、

名が定数でこういう形になっておりますが、実

員は19名でございます。人事課併任の職員が２

名おりまして、近年は19名で監査業務に当たっ

ております。

併任がよくわからんのですが、職○鳥飼委員

員録を見ても併任で、どちらが主務なのかどう

かということで、主務と思っていいんですか。

監査の業務に主に当たっ○佐藤監査事務局長

ております。

わかりました。○鳥飼委員

監査委員の報酬ですけど、４名で○井上委員

この金額というと、年間にどのくらいの日数な

んですか。

常勤監査委員はお二人、○佐藤監査事務局長

識見委員は常勤でございますので、月曜から金

曜日までフルに勤務されております。議会選出

の監査委員の方でございますが、実際40日程度

です。

この報酬の大半は、常勤の方の２○井上委員

名の報酬というふうに考えられますか。

常勤の方のほうがもちろ○佐藤監査事務局長

ん高いわけでございまして、常勤の方は現在、

月額で言いますと62万4,000円程度もらっておら

れます。議会選出の方、現在、月額、これは５

％が飛ばされておりますけれども、12万7,000円

でございます。

 県でいろいろあると公認会計○中野 明委員

士とか弁護士とか出てくるんですが、あの人た

ちもみんなそれぞれ専門分野があるんです。公

認会計士も、本来は商法にのっとった株式とか

で、単式の単年度主義の中身を勉強している人

はだれもいない。県でその辺をしていた、裏の

裏を知っている人が一番適している。それもで

きないことはないわけで、ただ、公認会計士が

格好としてはいいわけです。税理士が何でなり

たいかというと、県の監査委員とか箔がつくわ

けです。話をすると、全く素人と一緒です。最

近、何でもかんでもそういう人だけど、これは

本来の仕事じゃないわけです。そこだけは言い

たくて、それが現実です。地方自治なんか勉強

している人はいない。

以上をもちまして、監査事務局○外山委員長

を終了いたします。執行部の皆様、御苦労さま

でした。

暫時休憩いたします。

午前10時45分休憩

午前10時48分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

議会事務局の平成21年○石野田議会事務局長

度当初予算につきまして御説明をさせていただ

きます。

お手元の歳出予算説明資料は１ページでござ

います。議会事務局の当初予算額は13億6,150

万7,000円となっておりまして、前年度に比べま

して9.9％の増であります。

５ページをお願いいたします （目）議会費で。

。 。ございます ８億1,557万9,000円でございます
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以下、事項ごとに御説明をいたします。まず、

（事項）議員報酬でございます。議員の報酬、

期末手当等の経費で５億8,844万4,000円を計上

いたしております。次に （事項）本会議運営費、

でございます。本会議及び議会運営委員会の開

催に要する経費で2,866万5,000円を計上してお

ります。次に （事項）常任委員会運営費でござ、

います。常任委員会の開催、県内外の調査活動

等の運営に要する経費で1,322万円を計上してお

ります。次に （事項）議会一般運営費でござい、

ます。議長等の各種行事への出席に要する経費

や政務調査費に係る交付金等で１億7, 6 1 7

万4,000円を計上しております。６ページでござ

いますが （事項）特別委員会運営費でございま、

す。特別委員会の開催、県内外の調査活動等の

運営に要する経費で907万6,000円を計上してお

ります。

続きまして （目）事務局費でございます。５、

億4,592万8,000円であります。以下、事項ごと

に御説明いたします。まず （事項）職員費でご、

ざいます 職員32名の給与等で２億6,478万7,000。

円を計上しております。次に （事項）本会議運、

営費でございます。本会議の記録や会議録の印

刷等に要する経費で1,655万9,000円を計上して

おります。次に （事項）常任委員会運営費でご、

ざいます。常任委員会調査活動の随行等に要す

る経費で353万5,000円でございます。次に （事、

項）図書室運営費でございます。議員の調査活

動に供するための図書室の運営に要する経費

で920万4,000円を計上しております。このうち

４に○議会図書室ネットワーク推進事業を上げ新

ておりますが、これにつきましては、後ほど政

策調査課長より御説明をさせていただきます。

次に （事項）議員寮運営費でございます。議員、

寮の維持管理に要する経費で1,006万円を計上し

ております。次に （事項）議会一般運営費でご、

ざいます。議会広報活動等の一般運営に要する

経費で２億3,564万9,000円でございます。この

うち４の○議会棟大規模改修事業につきまして新

は、後ほど総務課長より御説明をさせていただ

きます。次に （事項）議会史編さん費でござい、

ます。平成20年度、21年度で第21集の議会史作

成に取り組んでおりますが、21年度は議会史の

印刷に要する経費として533万9,000円を計上し

ております。次に （事項）特別委員会運営費で、

ございます。特別委員会調査活動の随行等に要

する経費で79万5,000円を計上しております。

続きまして、債務負担行為についてでござい

ますが、お手元の平成21年２月定例県議会提出

議案（平成21年度当初分）の９ページをお願い

いたします。先ほど出てまいりました議会棟の

大規模改修工事でございます。この改修工事に

つきましては、議会中、工事できないというこ

ともありますので、工程上、21、22、23年の３

年間で実施するということにしておりまして、

。債務負担行為として設定するものでございます

私からの説明は以上でございます。

お手元にお配りしております○田原総務課長

総務政策常任委員会資料の１ページをお開きく

。 。ださい ○議会棟大規模改修事業でございます新

、 。 、まず １の事業の目的であります 議会棟は

参考欄にありますとおり、昭和37年３月に隣の

行政棟とともに建設されまして、築後47年が経

過しておりますが、これまで大規模な改修工事

が行われていないことから、壁やはりなどの軀

体部分にひび割れが、また給排水施設や屋上防

水等に劣化が見られております。このため、来

年度以降、所要の改修工事を行うことにより、

議会棟の安全性、利便性の向上、ライフサイク

ルコストの縮減及び建物の長命化を図ろうとす
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るものであります。

次に、２の事業の概要でございます （１）の。

予算額でありますが、来年度の事業費としまし

ては１億7,443万9,000円を計上しております。

ただし、事業全体といたしましては （２）にあ、

りますとおり、平成23年度までの３年間で、事

業費総額といたしましては３億7,110万4,000円

を見込んでいるところでございます （３）の表。

の各年度の主な改修内容でございますが ２ペー、

ジ以降に各階ごとの改修平面図を添付しており

ますので、これにより説明をさせていただきま

す。

２ページをお開きください。１階部分の平面

図でございます。まず、来年度は、赤色で表示

、しております部分の壁の補強または増設を初め

黒塗りで表示しております部分、議会図書室の

改修、共用会議室の設置及びトイレや湯沸かし

室の改修等の工事を行います。なお、議会図書

室につきましては、１階入り口に近いところを

新たに閲覧室といたしまして、議員の皆様が気

軽に立ち寄って新聞や雑誌、資料等を閲覧いた

だけるようにするなど、利用しやすい環境づく

りの推進を図っていくこととしております。

３ページをお開きください。２階部分であり

ますが、黒塗りで表示しておりますトイレ、湯

沸かし室の改修工事、平面図はございませんけ

ど、屋上部分の塗膜の防水改修工事、ここまで

を来年度行うこととしております。次に、２年

目、平成22年度でありますが、同じく３ページ

の２階部分の赤色で表示しております部分の内

壁の補強等を行います。

４ページをお開きください。３階部分であり

ますが、黒塗りで表示しておりますトイレの改

修工事、ここまでを平成22年度に行うこととし

ております。次に、３年目、平成23年度であり

ますが、同じく４ページの３階部分の階段周り

に、赤色の点線で表示しておりますとおり、防

火シャッターを設置することとしております。

５ページをお開きください。４階部分でござ

いますが、外壁のうち赤色で表示しております

部分を補強することとしております。

工期が３年に及びますことから、議員の皆様

には多大な御迷惑をおかけすることとなります

が、これは、建物の強度を確保しながら工事を

進める必要があることから、１階から順次、上

の階に向かって工事を進めていく必要があるこ

とや、会期中はもとより、閉会中の委員会開催

日等にも工事が行えないことなどの事情による

。 。ものでございます 御理解賜りたいと存じます

説明は以上でございます。

同じく、ただいまの資料○桑山政策調査課長

新の６ページをごらんいただきたいと思います ○。

議会図書室ネットワーク推進事業について御説

明をいたします。

まず、１の事業の目的でありますが、この事

業は、議会図書室を県立図書館とネットワーク

化することによりまして、情報量等の充実を図

りますとともに、それらの情報が利用しやすい

よう、図書室の環境整備を行うことによりまし

て、議会の調査機能、政策立案機能の一層の充

実を図ろうとするものであります。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は299万6,000円をお願いしております。事業内

容につきましては、まず （２）の①県立図書館、

とのネットワーク化の推進でありますが、県立

図書館の情報システムとインターネット回線を

利用して接続しまして、議会図書室の図書や資

、料等を県立図書館のシステム内に一元的に登録

管理できるようにいたします。これによりまし

て、必要な図書等を検索する際には、議会図書
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室だけではなくて、県立図書館の蔵書分も含め

て検索できます。また、貸し出しも可能となり

ます。例えば、議員の皆さんが調査活動の一環

としまして、県立図書館所蔵の図書あるいは資

料等を借り受けたいという場合には、議会図書

室のほうで手続をしていただければ、本をこち

らに届けてもらう、そういうシステムを構築す

る予定にしております。また、県民の皆さんに

とりましては、県立図書館の蔵書の検索をする

際に、議会図書室の検索も同時に可能になりま

すので、必要な資料等があればこちらに来て閲

覧していただけるということになります。開か

れた県議会という点でも幾らか貢献できるので

はないかと思っております。

次に、②の利用しやすい環境づくりの推進で

ありますけれども、議会図書室内に新たにパソ

コンを設置いたしまして、来室者が国立国会図

書館を初め県内外の図書館の検索ができるよう

にする、そういう環境を整備するほか、議員の

皆さんがある特定の情報、資料をお求めになっ

た際に専門的な知識、具体的に言いますと、図

書館司書といった資格がございますが そういっ、

た資格を有する職員を配置しまして、図書等の

検索を行って資料の提供を行う、これをレファ

レンスサービスと言っておりますが、こういっ

。た機能を充実させるという予定にしております

以上が事業の概要でございますが 下のイメー、

ジ図のとおり、議会図書室自体は小さな情報量

しか有しておりませんが、県立図書館とのネッ

、 、 、 、トワーク化 さらには その背後に公立 国立

いろいろな図書館がありますが、こういったと

ころを含めた膨大な情報量を共有することがで

きるのではないかと思っております。これによ

りまして、議会図書室の機能を向上させて、議

員の皆さん、さらに事務局職員も含めまして、

大いに利用していただくことにより、県議会の

政策立案機能の充実に寄与してまいりたいと考

えております。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○外山委員長

た。質疑がございましたらお願いいたします。

 例えば、今度のシステムで検○中野 明委員

索して、議会にはないけれども、図書館にあっ

たら、図書館のほうから、それを借りたいとき

は本を議会まで持ってきてくれるわけですか。

詳細はまだ今後、図書館○桑山政策調査課長

側と詰める必要がありますが 委員がおっしゃっ、

、 、 、たような形で 図書館にある資料 本が欲しい

見たいということであれば、図書館からうちの

ほうに届けてもらう、配送してもらう、そして

図書室からお届けするという形を考えておりま

す。

図書室の今、説明いただいた点で○鳥飼委員

すけれども、かなり充実してきて、いい企画だ

。 、なと思っております 今出されましたけれども

１つは、レファレンスサービスというところで

すけれども、専門的な資格がもちろん要るわけ

で、私も委員会で鳥取県議会とか図書室も見て

まいりましたけれども、ここをどうされるのか

ということと 職員の人件費のところが減になっ、

ている。６ページに事務局費として32名２

億6,400万、昨年度と比較しますと130万ぐらい

減額になっているんですけれども、これはどん

なふうに対応されるんでしょうか。

最初のお尋ねのレファレ○桑山政策調査課長

ンス機能の関係でございますが、具体的に申し

上げますと、ただいま臨時職員で、先日１月の

補正でつけていただきました22条職員の予算で

もって雇用している職員がおりますが そういっ、

た職員が図書館の司書の資格を持っております
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ので、そういった職員を今後、非常勤職員とい

う形で、８カ月という期間ではなくて、１年間

通じて配置できるような体制に変えまして、か

つ図書館あるいは県外での研修等を受けさせま

して、専門的なレファレンスサービスの対応が

できるような体制をとっていきたいと思ってお

ります。

２つ目の職員の人件費の関係○田原総務課長

でございます。委員のほうから御指摘ございま

したように、昨年度より約1,000万以上、人件費

の金額として減少しているところでございます

けれども、職員の人件費につきましては、毎年

度、１月１日現在の現員現給で計上するという

のが１点と、今現在、総務課に育児休業中の職

員がおりまして、その者の部分の給与を計上し

ていないということで1,000万以上の減額になっ

ているということで、職員の体制等には影響等

はございませんで、引き続き現在の体制で、図

書室の運営も含めまして、充実強化していきた

いというふうに考えております。

失礼しました。1,000万ですね。図○鳥飼委員

書室のネットワーク化事業は、確かに司書の方

がされたほうがいいので、臨時職員の方が今ま

でのような形ではできないのかなと思いますの

で、処遇が十分なのかどうかという問題は出て

きますけれども、ぜひそれで充実していただけ

ればというふうに思います。

もう一つ、本会議運営費というのがあります

が、これも減額になっています。５ページの本

会議運営費が1,700万減額になっていますが、こ

の辺の事情はどういうことでしょうか。

、○田原総務課長 本会議運営費につきましては

説明欄にございますように、本会議開催に要す

る経費、これが2,580万6,000円ございますが、

すべて議員の皆さん方の応招旅費に係るもので

ございまして、応招旅費が昨年４月１日か

ら5,000円一律減額されたということで、実際に

は今年度から始まっているわけでございますけ

ど、予算上は今年度の当初予算から反映される

ということで、この減額分は応招旅費が減額さ

れたことによるものでございます。

４月１日の予算でやっているから○鳥飼委員

ですね。

２～３お聞かせください。常任委○米良委員

員会と特別委員会の運営費ですけど、昔のこと

を言って大変恐縮ですけれども、この予算書を

見てみますと、職員の皆さんたちも一緒に出張

する場合は別途旅費が計上されておりますね。

以前はこういうふうに受け取っていたんです。

例えば、１つの常任委員会で400万、500万ずつ

ぽんと、職員の皆さんたちの旅費関係、宿泊関

係は全部そこで精算していたような気がします

けれども、最近の予算配分というのは、常任委

員会も特別委員会もどういうことで積算してお

るんですか。

委員のほうからございました○田原総務課長

委員会ごとの経費の、２月補正でも打ち切りと

いう形でお話をお聞きしたところでございまし

て、私どものほうでも調べましたところ、以前

は、特別委員会を設置する際に、どういったこ

とを調査しますよということとあわせまして、

その経費についても例えば300万円なら300万円

以内とか、そういったこともあわせて決めてい

たといった経緯があったようでございます。た

だ、それにつきましても、県の予算でございま

すので、内容につきましては、きちっと旅費は

幾らとか、需用費は幾らとか、そういった積算

をした上で内容を固めていったのではないかと

いうふうに考えているところでございまして、

、総額的にはそういった取り決めをしたとしても
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内容的には今と同様に、必要な金額を必要な分

だけ計上するという形としては変わっていない

のではないかと思っております。私どもとしま

しては、常任委員会、特別委員会、随行職員と

いう形で、１つの委員会の県外・県内調査につ

きましては、各２名ずつの職員を随行させると

いう形で、来年度につきましても予算措置させ

ていただいているところでございます。

総務課長おっしゃるような積算基○米良委員

礎なるものがあって、打ち切り旅費を組んでい

た、私も、いいかげんなようなことではなかっ

たというふうに思います。ただ、最近、職員の

、皆さんたちが同行していくのを見ておりますと

何か窮屈なような気がしてならんのです。行財

政改革なんかを御旗にして、職員の皆さんたち

も気の毒な思いをしながら、同行していく調査

活動のような気がするものですから、さっき私

が言ったように、１つの委員会に打ち切りとい

う言葉が適当であるかわかりませんが、そうい

う枠内で職員も一緒に常任委員会の与えられた

予算を全部使うということであれば、職員の皆

さんが心おきなく一緒に出張できるんじゃない

かと思うものですから、どちらがいいかという

ことで総務課長 積算基礎はぴしゃっとしなきゃ、

ならんと思いますけれども、そういうことを前

提にして予算配分というか、今後、入れる入れ

ないを判断していただきますといいんじゃない

かなという気がしてならんのですけれども、そ

の辺また検討してみてください。いずれにして

も、きちっとした積算基礎というのは持ってな

きゃならんでしょうから。

それから、議員寮は、ことしも1,000万計上さ

れておりますが、19年度の収入はどうなってい

ますか。

19年度でございますが、金額○田原総務課長

としましては373万4,000円の収入となっており

ます。

私も、指定料というのを１カ○米良委員

月4,000円か5,000円か22年納めてきましたが、

泊まる泊数からいって、個人的なことですが、

１カ月に何ぼ泊まったかなということからする

と、３～４日ぐらいでしょうか。それでも指定

。 、料をずっと納めてきました 何かといいますと

収入と支出のバランスをとったときに、いつお

、世話にならないかんかということを前提にして

納めてきたんです。将来的にそういうことでい

くのかというのが一つ。これは考え方です。

こういう３分の１の収入しかないという状況

、で将来ともこれを残していくのかということは

事務局の皆さんたちは大変言いづらいと思いま

す。最近、市中のホテルというのが安いです

。 、ね 5,000円未満のところもいろいろありますし

市中のホテルが非常に利用しやすくなった。そ

ういうことを考えますと、あれをどういうふう

に活用するかということになってくると、なか

なか難しいだろうと思いますけれども、そうい

う面も含めて、率直な事務局の皆さんたちの考

え方はどうなのかなと思うんですが、その辺は

内部で検討したことがありますか。

議員寮の運営の件につ○石野田議会事務局長

きましては、今お話しのとおり、あの施設その

ものが築26年ということで相当老朽化してきて

おりまして、設備備品等もそれぞれ古くなって

きております。平成18年に、議員寮のあり方に

ついての一定の方向を出すということで検討さ

れた経緯があるようですけれども、そのときに

は結論は出ていないという状況でありますが、

先ほど申し上げましたように、今後、電気設備

とか空調、上下水道といった高額な設備が取り

かえなり、傷んでくるという可能性がございま
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す中で、この厳しい財政状況の中で今後、今、

御指摘のとおりどうするかということと、周辺

の宿泊施設等の料金等も見ながらということは

、 、あるかと思いますが 我々のほうとしましては

できましたら、21年度、新年度に、寮のあり方

につきまして検討していただくような場をつ

くって御検討いただければというようなことは

考えております。

時代的な流れからしてもそういう○米良委員

時期に来たのかなという気がしますし、遠隔地

から来ている皆さんたちを中心とした検討委員

会でも立ち上げて、将来に対する議員寮のあり

方等につきましては議論しなきゃならんのかな

という気がするものですから。いつの時代でし

たか、新聞にも出たときがありますね。それに

端を発しまして、こういう収入と支出のバラン

、スの問題とか出た経緯がありますものですから

またぞろ、そういうのが出ますと、我々もいろ

んな危惧する面を感じるものですから、その前

に何か打てる対策があればいいなと内心思った

りします。そういう事務局の皆さんたちの考え

なりがわかりましたので、我々でまた内々そう

いう話し合いもしていかなきゃならない。

寮に関しては、利用される方々○外山委員長

に一回諮らなきゃならんですね。使わない人は

別に何とも思わんわけですから、使われている

方々が一度御相談されるといいと思います。

関連。私も寮は利用しているんで○黒木委員

す。利用するけれども、今、朝食つきで3,500円

ですね ホテルを考えると 言われるように4,000。 、

円ちょっとぐらいで、寮はトイレも外、ふろも

共同ぶろ、勝手は確かに悪いです。今、近所の

ホテルを使っている、そういう議員の皆さんも

いるわけです。この前は真冬におふろもない、

。 、シャワーでいけと 我々はだんだん狭められて

出ていけということかなというふうに感じたり

するんです。今言うように検討委員会は早く立

、 、ち上げて 利用している人たちがどうするのか

考えないかん時期が来ていると思いますので、

早い時期に検討委員会を立ち上げさせてくださ

い。

こっちの問題ですね。○外山委員長

いや、向こうが一応何かそういう○黒木委員

、 。ものをつくらないと 我々はそれに乗って……

大変御不自由をかけて○石野田議会事務局長

いる面を最初にお断りしなかったのは大変申し

わけありませんでした。確かにお話のとおりで

ございますが、先ほど米良委員がおっしゃいま

した指定料という分につきましては、遠くから

お見えになる方々が、車で見えないときには、

やはり置いておきたい荷物もあるということか

ら、そういう仕組みがつくられておりまして、

そういった場合に、例えば近隣のホテル・旅館

等をお使いになる方々が毎回持ってこなくて置

いておけるような場所とか、そういったことも

また出てくるかと思いますし、そのあたりも含

めながらの今後のあり方の検討ということにな

るのかなというふうに思っておりますが、御指

摘のように、できるだけ早いうちに機会をつく

らせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

議会図書室のネットワークの推進○井上委員

は、ぜひやっていただきたいと思うんですが、

以前は、議員の質問に関しての個別のデータが

。 、 、あったんです 最近は 以前のデータがなくて

最近のデータもどうなのかわからないんですけ

ど、それはどうかなりませんかねというと変な

んですけど、議員がした質問を一括でアクセス

すると、例えば何々に関してといったらばっと

出て、各議員の名前と何年の何月だったという
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、 。データが欲しいんですが 以前はあったんです

アナログでちゃんと事務の人がとっていてくだ

さって、いつの時期にだれがどんなふうにした

、というのが個人別に整理してあったんですけど

それが今ないので、できたら、大変かもしれま

せんが、何か整理をお願いできればと思うんで

す。

昔のことを私、知りませ○桑山政策調査課長

んで、見たことがなくて申しわけないんですけ

れども、私どもの役割として、新聞情報なり、

、いろんな資料を提供する役割がございますので

おっしゃるようなこともまた整理の対象として

検討してみたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

図書室ネットワーク、一般行政職○鳥飼委員

員の利用についてはどんなふうに考えておられ

るんですか。

議員の皆さんの調査活動○桑山政策調査課長

の一助となるために、地方自治法上、図書室は

設けるようになっております。職員に関して言

えば、私たち事務局職員のほか県職員につきま

しても、利用できるようにしております。本の

貸し出しとかレファレンス機能を含めてです。

ただ、一般の方々となりますと、議員の方の利

用がまず最優先でありますので、当面は閲覧と

かそういう形で対応していきたいというふうに

思っております。

行政職員の分はいいわけですね。○鳥飼委員

わかりました。

私もその質問をしたかったんです○井上委員

が、県庁の職員の人たちも利用できるようにし

ていただきたいということと、もう一つは、先

ほど聞いていると、一般の方が議会の図書室の

利用が可能なような開かれた議会とか、そのあ

、たりの制限は難しいのかもしれないんですけど

一般の方が非常に多く利用されるとなると、私

は物すごく気を使うんですが、それはどの程度

ということですか。公表して、ぶわっといらっ

しゃいみたいな感じですか。

まず、図書室と県立図書○桑山政策調査課長

館をネットワーク化したという場合に、今の見

通しでは、うちにあって県立図書館にないとい

、 。う本は ほとんどないという状況かと思います

したがいまして、一般県民の方がうちにある本

を目指してたくさんお見えになるということは

現実にはならないだろうなと。ただ、議会関連

の資料等でもちろん図書館に置いていないもの

はあると思いますので、そういったものをごら

んになりたい方がお見えになる可能性はあるだ

ろうというふうに思います。

それから、職員の利用可能、あるいは議員の

皆さんも図書館の資料を居ながらにしてこちら

に取り寄せることができると御説明申し上げま

したが、これはあくまでも、議員の皆さんや私

どもの調査活動、本来の職務の一環としてとい

うことになりますので、全くの一県民、私人と

しての図書館の利用をここでするということは

制限がかかる、できないということになると思

います。そこの一線は画することになるだろう

と思います。

議会棟の改修のことですけど、私○井上委員

は、トイレの改修は非常に期待しているという

か、長年の望みで、そんな長く利用できないの

かなと思ったりもするんですが、ぜひ女子トイ

レの改修はきちんとしていただきたいというふ

うに思います。男子トイレが常にオープンであ

るということには、前から違和感を覚えるんで

すが、そこについても何らかの対応ができるよ

うに今回改修のときに少しお考えいただけたら

と思っています。
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もう一つ要望するなら、議事課と政策調査課

のあの場所というのは、私が見る限りでは狭い

ような気がするんですけど、あれで職員の方が

仕事をするのには十分なのかどうか、今度はカ

ウンターもつくったりとかされると書いてある

ので、その辺の配慮をどうぞよろしくお願いし

たいというふうに思います。

今の段階では、まだ大まかな○田原総務課長

設計段階ということでございますので、今後、

そういった議員の皆さん方の希望もお聞きしな

がら、実現可能なものについてはそういった配

慮もしながらやっていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

３階の改修平面図、４ページ、自○中村委員

民党控え室がありますね。ここで党議をやるわ

けですが、党議をやって休憩したときにトイレ

に行くわけです。マスコミがこの辺にたむろし

ていて大変なことなんです。今からどういう事

態が起きるかわからんけれども、座り込み等も

やられたりした場合にとか、前もだれかが言っ

ていましたが、この近辺で緊急的にトイレをつ

くっておいたほうがいいと。党議をやっていて

休憩しますというときに、わっとぶら下がられ

るわけです。この辺で何かできないのかなとい

う気がするんだけど。

今、委員のほうからございま○田原総務課長

したように、確かに自民党控え室のほうから現

在のトイレの場所が遠いということでございま

す。御希望をかなえるとなると、またかなりの

見直しとか、金額とか、そういった部分も出て

こようかと思いますので、検討はさせていただ

きますけれども、厳しい部分があるかと思って

おります。

議会棟の大規模改修の件です○中野一則委員

が、ここだけですね。委員会室は全くしないん

ですね。

委員会室は平成２年度の建物○田原総務課長

ということで、今回の改修の対象にはなってお

りません。

議会棟じゃないけれども、こ○中野一則委員

のマイク施設がいつも録音が、声が出なかった

りしますね。ああいうのは取りかえとかできな

いんですか。

そういった不都合等ございま○田原総務課長

したら、どんどん事務局のほうに申しつけてい

ただければ、修繕費等も毎年度とっております

ので、そういった中で対応させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

音声が出なかったというのが○中野一則委員

ちょくちょくありますね。３年前だったと思う

んですが、委員会の議事録は逐語記録というこ

とで、録音されていないものは委員会の議事録

に登載する必要はないということで、一回そう

いうことがあったんです。きちんと録音されな

い可能性もあるから、逐語記録として記録に残

せないということもあると思うんです。そうい

うことがありましたので、速記者がいないわけ

ですから、きちんとしておってほしいと思いま

す。

 産前産後の休業日にちと、給○中野 明委員

料は何割ぐらいあるのか、教えてください。

育児休業でございまして、無○田原総務課長

給ということでございます。

よろしいでしょうか。○外山委員長

以上をもちまして、議会事務局を終了いたし

ます。執行部の皆様には御苦労さまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午前11時29分休憩
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午前11時33分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

まず、採決についてであります。委員会日程

の最終日に行いますが 明日13日 開会時刻は13、 、

、 。時としたいと思いますが よろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○外山委員長

します。

そのほか何かございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で本日の委員会を終了いた○外山委員長

します。

午前11時33分散会
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平成21年３月13日（金曜日）

午後１時１分再開

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

委員会を再開いたします。○外山委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○外山委員長

ます。

議案第１号及び第２号 第22号 第26号 第28、 、 、

号及び第29号、第31号から第33号まで、並びに

第72号について、原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○外山委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号及び第２号、第22号、第26号、第28

号及び第29号、第31号から第33号まで、並びに

第72号につきましては、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

県民政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続審査といたしたいと思いますが、御

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○外山委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子についてであります。

委員長報告の項目として特に御要望等ございま

すか。

〔 委員長一任」と呼ぶ者あり〕「

皆様の御発言が網羅できるよう○外山委員長

に努めてつくりますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくということで御異議ご

ざいませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○外山委員長

そのほか何かございますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでございますので、以○外山委員長

上で委員会を終了いたします。

午後１時３分閉会




